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は じ め に

自動車や鉄道に代表される陸上交通は、日本の経済活動を支える重要な役割を担って

おり、社会から陸上交通に求められる期待は高まっています。また、社会からの期待を

受けて、交通事故死者数の削減や公害防止などの社会的課題への解決に向けた取組が重

要となっております。

当研究所は、これらの社会的課題への解決に向けた取組として、自動車及び鉄道に関

する基準・規格策定のための研究、さらに、自動車の型式指定に関する審査・リコール

に関する技術的検証、鉄道製品の認証業務を実施しております。

本年の交通安全環境研究所フォーラムでは、二日間の日程で「鉄道分野の予防安全に

関する取組と鉄道製品の国際展開に対する取組」及び「自動車の先進安全・環境技術へ

の対応と国際基準調和への貢献」という二つのテーマを掲げ、当研究所の最近の研究成

果をご紹介します。

初日では、鉄道分野の予防安全に関して、通信技術を利用した路面電車と自動車間の

事故の未然防止に関する取組のほか、鉄道製品の国際展開に関して、鉄道の国際規格と

して大変重要な RAMS（信頼性、可用性、保全性、安全性）規格を考慮した安全性評価

手法や認証などについてご紹介します。

また、二日目には、自動車の先進安全・環境技術に関して、自転車乗員や高齢者等交

通弱者保護に効果のある先進安全技術に関する研究や、先進の排出ガス低減システムを

搭載したディーゼル車に対する排ガス路上走行検査方法に関する詳細な検討結果のほ

か、自動車認証審査やリコール技術検証における自動運転関連技術などの先進技術への

対応を紹介します。加えて、国際基準調和への貢献については、自動運転や情報セキュ

リティに関する国際的な共通ルール策定のための技術的検討状況をご紹介します。

本フォーラムでは、当研究所の研究成果等をご紹介するとともに、関連する外部の専

門家をお招きしてご講演いただくことにしております。加えて、本フォーラムのもう一

つの大きなイベントであるポスターセッションにおいては、最新の研究成果を幅広くご

紹介いたします。ご来場の皆様から忌憚のないご意見をいただくことにより、当研究所

の活動をさらに充実・発展させ、当研究所に対する社会的な期待と信頼に応えていく所

存でございます。

今後とも、皆様方のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成29年11月

独立行政法人 自動車技術総合機構

交通安全環境研究所長　佐　竹　克　也
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交通システム研究部における研究の概要と方向性 
 
 

交通システム研究部 佐藤 安弘 
 

 
１．まえがき 

交通安全環境研究所は、日々の生活や経済活動に

欠かせない自動車及び鉄道等の陸上交通について、

国の施策に直結した試験研究業務を通じて、安全・

安心の確保及び環境の保全に貢献するための取り

組みを進めている。 
その中で交通システム研究部では、鉄道、LRT

（Light Rail Transit：次世代型路面電車システム）等

の交通システムに係る安全及び安定輸送の確保に

貢献するため、事故の原因究明、省コストで安全性

の向上を図ることができる事故防止対策の検討、新

たな交通システム・設備・車両の技術評価等を実施

してきた。また、地域交通の維持・活性化、高齢者

や交通弱者の移動の安全・安心の確保、自動車と鉄

道等の技術連携など、陸上交通の総合的な安全・環

境に関わる課題について、自動車・鉄道の双方を所

管する交通安全環境研究所の特長を生かした分野

横断的な研究を含め取り組んできた。 
また近年では、我が国鉄道技術の国際的な展開が

重要施策の一つとして位置づけられており、鉄道技

術の国際的な展開を支援するため、海外向けの交通

システム・設備・車両の技術評価等に取り組んでき

た。 
本稿では、交通システム研究部が実施している取

り組みの概要について報告する。 
 

２．交通システム研究部の研究 
２．１．研究重点分野 
平成 28 年度から 32 年度までの中期計画におい

て、交通システム研究部では、研究重点分野として

以下の 3 つの柱を立てている。 
（1）交通システムの安全性・信頼性評価 
（2）地方鉄道の安全性向上 
（3）公共交通の導入促進・評価 

これらは国土交通省における鉄道分野の主要施

策に対応しているものであるが、各重点分野におい

て、1 つ又は複数の研究テーマを立てて、研究に取

り組んでいる。以下、各重点分野ごとに現在の取り

組みを紹介する。  
２．２．交通システムの安全性・信頼性評価 

交通システムに用いられる技術の安全性・信頼性

に関し、技術評価の的確な遂行に資するよう、国内

外の動向を踏まえた評価手法の研究を行っており、

新たな技術の導入促進及び我が国鉄道技術の国際

的な展開に貢献することを目指している。 
鉄道技術の国際的な展開の支援のため、海外プロ

ジェクト向けの安全性評価等を受託研究として実

施してきており、近年は無線式列車制御システム等

運転保安システムに係る安全性評価の実績が増え

ているが、これら海外プロジェクト向けの安全性評

価手法の体系化を図り、我が国の鉄道における安全

確保の考え方に立脚しつつ、信頼性にも着目した評

価手法について標準化・高度化に取り組んでいる。 
今後も新たに開発されたシステム等の安全性評

価を受託研究として継続的に実施することとして

いる。また、評価を通じて蓄積したノウハウは、安

全性評価や鉄道認証室が所掌する国際規格適合性

認証を的確に進める上で活用することとしている。 
２．３．地方鉄道の安全性向上 

自動車分野等で急速に進展している情報通信技

術、画像処理技術、衛星測位技術、各種センサ技術

等に着目し、鉄道分野の予防安全や運転支援システ

ム等を低コストで実現する手法を研究している。 
自動車・鉄道の双方にかかる分野横断的な研究と

して、道路上を運行する路面電車と自動車との接

触・衝突事故の防止、及び鉄道と道路交通が交差す

る踏切における事故の防止を対象として、 ITS
（Intelligent Transport Systems：高度道路交通システム）

の車車間通信技術や測位技術等を活用し、危険状態
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を検知してドライバー・運転士に注意喚起を行う安

全運転支援システムなど、安全性向上手法の研究を

進めている。 
鉄道の車両、施設の保守管理については、走行安

全性の確保のため極めて重要であり、近年低コスト

化、高性能化が進んでいるセンサ類を活用し、主に

地方鉄道を対象として軌道等の状態監視技術に関

する取り組みを進め、地方鉄道の保守負担を軽減し

つつ安全性向上に貢献していくこととしている。具

体的には、振動センサ、騒音計、GPS、汎用無線等

を組み合わせて、営業列車を用いた軌道状態監視シ

ステム（プローブ車両）による予防保全支援システ

ムの構築を進めており、走行音の積極的活用等の機

能拡充を図るとともに、データの遠隔自動収録によ

り、高頻度の計測データを現地に行かなくとも収

集・解析できる仕組みを構築しつつある。また、発

条転てつ機のトングレール転換時に発生する振動

の検知による、転換不良等の予防保全手法に関する

研究などを進めている。 
さらに、将来に向けて一層の保守負担軽減、省コ

スト化を図るには、軌道回路等の地上設備に頼って

いる列車の位置検知を車上主体に置き換え、地上設

備を削減・省力化することが求められる。このため、

準天頂衛星、GPS 等の衛星測位技術を活用して列車

の位置検知を行う車上システムについて、安全性の

観点から位置検知の精度・信頼性等に関する研究に

取り組んでいる。 
２．４．公共交通の導入促進・評価 
超高齢化・人口減少等の社会情勢の変化に対応し、

高齢者、交通弱者等の特性を考慮した交通システム

技術や軌道系交通システムと自動車交通の連携を

踏まえた公共交通導入評価手法に関する研究を行

っている。 
LRT は、地下鉄・高架鉄道に比して乗降における

上下移動が少なく、高齢化社会が進展する中で交通

弱者にも利用しやすい軌道系交通システムである。

その一方で、既存の道路空間に併用軌道として導入

する場合に、車線減少や交差点処理など道路交通流

への影響が考えられることから、路線バスなどを含

む道路交通及び LRT などの軌道系交通を模擬した

シミュレーションによる評価を行い、LRT の導入効

果や道路交通流への影響等について、CO2排出量な

ど環境への影響も含めた定量的評価を行っている。

最近では、年齢に応じた交通行動の変化のほか、街

の構造や地形条件等地域の特性を踏まえた、よりき

め細かい評価を行うための検討を進めている。 
また、新たな LRT などの導入に伴う安全性評価

や、省コストでホーム上の旅客の安全性を向上させ

ること等を狙いとして様々な開発が進められてい

る新型ホームドア等の評価を行っている。加えて、

地域公共交通の整備を検討している地方自治体に

対する技術的支援を行うなど、公共交通システムの

普及や利用しやすい交通環境づくりに関する取り

組みを実施している。 
今後も、新たな交通システムを含めた評価等を通

じて、地域の特性に適した公共交通の整備に貢献し

ていくこととしている。 
２．５．索道、その他の取組 

中期計画における研究の重点分野とは位置づけ

られていないものの、継続的な取り組みが必要なテ

ーマを自主事業として実施している。交通安全環境

研究所は、索道（ロープウェイ、リフト等）の試験

を行うことができる我が国唯一の公的機関として、

索道に関する試験研究にも継続的に取り組んでお

り、握索装置（搬器をロープに固定する装置）や新

型ロープの試験を実施しているほか、索道事故等の

データベース化など索道の安全に資する研究を行

っている。 
このほか、公平性や中立性を担保しつつ、産官学

連携の中核を担うべく、大学、事業者等との共同研

究を実施し、上記研究重点分野に関連する研究の効

率的かつ効果的な実施に努めている。 
 

３．今後の展開 
交通システム研究部では、交通システムの安全

性・信頼性評価、地方鉄道の安全性向上、公共交通

の導入促進・評価を重点分野として研究に取り組ん

でおり、これらの研究を通じて、国の施策の支援や、

安全で持続可能な交通社会の実現に貢献している。 
これからも、研究所が有する研究資産と、これま

で培ってきた技術力を活用しつつ、自動車・鉄道の

双方を所管する研究所の特長を生かした分野横断

的な研究に積極的に取り組むとともに、引き続き、

優れた安全性・信頼性を誇る我が国鉄道技術の国際

的な展開を支援し、グローバルな社会的貢献を果た

していきたいと考えている。 
 

講演１．通信技術等を活用した路面電車・自動車間における
安全性向上に関する取組

交通システム研究部 ※竹内 俊裕 長谷川 智紀 林田 守正 押立 貴志（客員研究員）

篠田 憲幸（客員専門調査員）

１．まえがき

近年、路面電車は環境負荷の少ない公共交通機関と

して関心が高まっているが、自動車と道路を共用して

いることから、図１に示すとおり平成 年度では

件の道路障害事故が発生しており、路面電車と自動車

との間の事故防止を図ることが安全を確保する上で

重要である。

図１ 道路障害事故件数の推移

路面電車と自動車との事故発生場所としては、その

半数近くが交差点で発生していることから（図２）、

交差点での事故を防止することが重要であると考え

られる。

図２ 道路障害事故発生場所別グラフ

自動車の事故削減に関する施策の一つに、国土交通

省自動車局が交通事故による死傷者数の削減を目的

として推進している 推進計画 がある。 推進

計画では、見通しの悪い交差点等において、自動車同

士が位置や速度等の情報を交換し、情報提供や注意喚

起の支援を行う通信利用型運転支援システムが検討

され、一部実用化されている。

そこで、自動車とともに道路空間を共有する路面電

車に対しても、通信利用型運転支援システムを用いる

ことにより、路面電車・自動車間の衝突事故防止が期

待できると思われることから、東京大学、広島電鉄、

及び中電技術コンサルタントとともに、通信利用型運

転支援システムを用いた路面電車・自動車間衝突事故

防止支援システムを構築し 、路面電車・自動車間の

衝突事故防止を目的とする予防安全に関する取組を

行っているので報告する。

２．路面電車・自動車間衝突事故防止支援システム

これまでに構築した路面電車・自動車間衝突事故防

止支援システム（図３）は、処理装置を中心として、

自車両の位置検知を行う 受信機、自動車と通信を

行う 無線機とアンテナ、運転士への支援を表示と

音声で行うための支援モニタと支援スピーカで構成

している。

図３ システム構成

また、これまでは、路面電車事業者の意見や事故事

例等から、支援により路面電車と自動車の衝突や接触
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伝送し、試験車両に設置された支援モニタへの支援の

出力状況を目視確認することとした。また、試験自動

車から試験車両への通信を一定時間記録し、伝送未達

の状況を測定した。

４．実験結果

４．１．機能検証実験

機能検証実験は、試験自動車が交通法規を遵守した

上で、試験車両に追従し、比較的交通量の少ない交差

点等でタイミングを合わせながら１０回以上繰返し

実施した。大型車の陰に存在する右折自動車に対する

支援（場面３）の実験時の様子を図１０－①と図１０

－②に、対向路面電車の陰に存在する対向右折自動車

に対する支援（場面４）の実験時の様子を図１１－①

と図１１－②に示す。

各場面において支援が行われたことを「成功」、支

援が行われなかったことを「失敗」として、それぞれ

の回数及び成功率を表１に示す。各場面による成功率

のばらつきは、試験時の交通事情によりタイミングが

合わせられなかった影響によるものであり、特に場面

４については、交差点で試験車両と対向路面電車がす

れ違うタイミングが少なく、支援が行われるための条

件が整わなかったことによるものであるが、その条件

が成立した場合には各場面において確実に支援され

ることが確認できた。

表１ 機能検証実験結果

合 計 成功 失敗 成功率

場面１ 回 回 回

場面２ 回 回 回

場面３ 回 回 回

場面４ 回 回 回

図１０－① 場面３の処理装置画面

図１０－② 場面３の支援状況

図１１－① 場面４の処理装置画面

図１１－② 場面４の支援状況

：試験車両 
：模擬大型車 
：支援対象車 

：試験車両 
：対向路面電車 
：支援対象車 

事故を削減する効果が見込まれる場面としては、右折

自動車に対する支援（場面１）、細街路から軌道敷を

超えて右折する自動車に対する支援（場面２）を検討

してきた（図４）。今回、これらに加えて、路面電車

事業者へのヒアリングを基に新たな６場面を選定し、

その中から、特に支援の有効性が高いと思われる２場

面、図５に示す大型車の陰に存在する右折自動車に対

する支援（場面３）と対向路面電車の陰に存在する対

向右折自動車に対する支援（場面４）について検討し

た。

場面１ 場面２

図４ 従来の支援場面

場面３ 場面４

図５ 新たに追加した支援場面

さらに、将来的に通信利用型運転支援システムの普

及が進み、図６に示すように 無線機を搭載した自

動車が多数存在する環境下における支援についても

検討を行った。

図６ 車載器を搭載した自動車が多数存在する環

境における支援のイメージ

３．実証実験

構築した路面電車・自動車間衝突事故防止支援シス

テムについて、各場面における支援状況を確認するこ

とを目的とした機能検証実験と、多数の 無線機が

電波を発射している環境下での支援への影響を確認

することを目的とした高負荷実験を実施した。

機能検証実験は、試験車両（図７）、試験自動車（図

８）にシステムを搭載し、広島電鉄江波線（江波～横

川駅間）において実施した。なお、大型車については

ワンボックス自動車にシステムを搭載して模擬した

（図９）。

図７ 試験車両

図８ 試験自動車

図９ 模擬大型車

高負荷実験は、路面電車の車庫に隣接している会議

室に３０台の 無線機を電波を発射している状態で

設置し、車庫線に試験車両を配置するとともに車庫線

に接している駐車スペースに試験自動車を配置し、そ

の状況で試験自動車から模擬支援情報を試験車両に
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図７ 試験車両

図８ 試験自動車

図９ 模擬大型車

高負荷実験は、路面電車の車庫に隣接している会議

室に３０台の 無線機を電波を発射している状態で

設置し、車庫線に試験車両を配置するとともに車庫線

に接している駐車スペースに試験自動車を配置し、そ

の状況で試験自動車から模擬支援情報を試験車両に
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はじめに１．

発条転てつ機は、単線の地方鉄道路線などに用い

られ、転換時にバネ力で自動的に定位に復帰する転

てつ機であるが、復帰動作が完了しないと、異線進

入による脱線事故の危険性が生じるため、定期的な

保全が重要である。鉄道分野の予防安全に関する取

組の一つとして、小型の振動センサを用いた転換時

の振動検出による発条転てつ機の予防保全の取組に

ついて報告する。

1)２．発条転てつ機の機能と特徴

転てつ機には、電気転てつ機と発条転てつ機があ

る。電気転てつ機は、電気で駆動されるモータの回

転力をクラッチ、歯車等を介して動作かんの往復運

動に置き換え、その動作かんに連結されているスイ

ッチアジャスターロッド及びスイッチアジャスタを

介して、分岐器のトングレールを転換させる機構で

ある。ほとんどの鉄道路線では電気転てつ機が使用

されている。

一方、発条転てつ機は、モータがない代わりにバ

ネと油圧シリンダを備え、バネ力によりスイッチア

ジャスタを介して分岐器のトングレールを定位側に

復帰させる機構である。図１に発条転てつ機の例を

示し、主要部分の構造を図２に示す。対向列車に対

しては、バネ力により、トングレールを基本レール

に密着させその状態（定位）を確保する。列車が背

向で通過するときは、車輪がバネ力に打ち勝ってト

ングレールを割出し、トングレールを反位側に転換

させ、列車通過後は、バネとダンパの作用により一

定時間後に自動的に定位側に復帰する。ダンパがな

いと、車輪がトングレールを通過するごとにトング

レールが転換・復帰を繰返すことになるが、そのば

たつきを抑えるため、ダンパによる緩衝機能を備え

ている。発条転てつ機は、分岐器の開通方向を変え

るための電気動力が不要で、列車本数が比較的少な

い地方鉄道の単線区間における上下列車の交換可能

駅などで見られ、駅に到着する列車には対向で定位

の進路を保持し、出発する列車は背向で割出しを行

い分岐を通過する。当初の発条転てつ機は、緩衝機

能が無くもっぱら都市の路面電車で用いられてきた

が、現在でも路面電車においては、緩衝機能を省い

た発条転てつ機が用いられることが多い。

図１ 発条転てつ機の例

図２ 転てつ機主要部分の構造

３．発条転てつ機の保全
2)３．１．調整事項

( )密着調整1

スイッチアジャスタ

転換鎖錠器

発条転てつ機へ

基本レール

トングレール

しかしながら、今回の実験において、大型車の陰に

存在する右折自動車に対する支援（場面３）の実験時

に、右折自動車に対する支援（場面１）の条件が先に

成立した場合には、場面１の支援しか行われないこと

が確認されたことから、複数の支援がほぼ同じタイミ

ングで成立した場合には、事故削減効果が高いと思わ

れる支援を先に行う等、優先順位についての検討が必

要であることが確認された。

４．２．高負荷実験

高負荷実験では、 台の 無線機が電波を発射し

ている状況においても、試験自動車から送信された模

擬支援情報が試験車両で受信され、支援モニタに支援

が出力されることを確認した（図１２）。

図１２ 高負荷実験時の処理装置画面

また、高負荷実験を実施した 日間の各日 分間

の伝送ロスト率について測定した結果を表２に示す。

無線機のメッセージ伝送周期は で行われ

る仕様となっていることから、 分間で メッ

セージが伝送されることとなり、その間に受信できな

かったメッセージを伝送ロストとして伝送ロスト率

を求めた。

表２ 高負荷実験時の伝送ロスト率測定結果

日目 日目 日目

伝送回数

受信数

伝送ロスト率

測定の結果、測定日によって伝送ロスト率は異なる

が、約 ～ 程度であり、高負荷状態によるものと推

測される。しかしながら、 周期で支援情報は

次々と伝送されていることから、常に最新の情報に更

新されるため、支援機能に影響を及ぼすような現象は

見られなかった。

５．まとめ

推進計画で検討された通信利用型運転支援シス

テムを活用して、道路空間を共有する路面電車と自動

車間の事故防止を目的とする予防安全に関する取組

について報告した。

路面電車・自動車間衝突事故防止支援システムを構

築し、事故削減効果が見込まれる場面について機能検

証実験を実施した結果、各場面において支援が行われ

ることを確認した。

また、多数の 無線機を搭載した自動車が存在す

る環境を模擬的に作り、高負荷状態においても支援が

正常に行われることを確認した。

今回実験を行った４つの場面については、所定のタ

イミングで支援が行われることを確認したが、複数の

支援が同時に成立した場合には、その時のタイミング

次第で、先に成立した支援のみ行われることが確認さ

れ、支援の優先順位が重要であることも確認された。

今後の予定としては、路面電車事業者へのヒアリン

グ等を実施し、支援の優先順位の考え方を取り入れる

とともに、複数の支援が成立した場合の運転士への支

援方法についても検討を進めていく予定である。また

モニターランを通して、実環境において 車載器を

搭載した一般の自動車との遭遇による支援状況を確

認するとともに、それらの情報を用いて最適な支援タ

イミング等について検討を進めていく予定である。

なお、本実証実験に多大なるご協力を賜った東京大

学生産技術研究所、広島電鉄株式会社、マツダ株式会

社、中電技術コンサルタント株式会社に深く感謝申し

上げます。

参考文献

公益財団法人鉄道総合技術研究所「鉄道安全デー

タベース」より

国土交通省自動車局 第５期ＡＳＶ推進計画

竹内他、“通信技術等を活用した鉄軌道・道路交通

間における安全性向上に関する取組” 交通安全

環境研究所フォーラム

 
受信中の 無線機数

試験車両 

試験自動車 
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図３ 本システムにおけるデータ記録イメージ

４．２．現地測定例

測定概要4.2.1.
単線電化の鉄道路線( )及び非電化の鉄道路線A

( )それぞれ 箇所の発条転てつ機において、本シB 1

ステムを用いて現地測定を行った。

センサは図４に示すように、スイッチアジャスタ

に取付けた。スイッチアジャスタにセンサを取付け

た後、ある 日の日中時間帯において営業列車の通1

過に伴う通常の転換動作を複数回記録した。

図４ センサの取付け状況

測定結果4.2.2.
路線 における測定結果例として、転てつ機のA

割出から復帰に至る 回の転換動作における振動加1

速度記録を図５に示す。図より、スイッチアジャス

タがトングレールの割出による振動を受けてから、

バネとダンパの働きで復帰するまで かかり、14sec

復帰時の振動加速度は であることが確認でき18.1G
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時間 (sec)

振
動
加
速
度

(G)

記録されるデータ
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3.23G

時刻 G(+) G(-)

1 16.6 -5.96
2 5.21 -7.94
3 3.23 -4.59

・ ・ ・

・ ・ ・

る。

路線 における測定結果例を図６に示す。図よB

り、同様に、割出から復帰するまで かかり、12sec

復帰時の振動加速度は であることが確認でき18.3G

る。

図５ 現地測定例(路線 )A

図６ 現地測定例(路線 )B

このように、本システムにより転てつ機の復帰時

間や振動加速度を把握できる。また、同一の転てつ

機においては、反位から定位へ復帰する際の振動加

速度の再現性は高く(路線 における平均 、A 17.5G

標準偏差 、路線 における平均 、標準1.0G B 18.7G

偏差 ）、通常の転換動作において再現性があ0.8G

ることを確認した。

さらに、季節変化等による長期的な再現性を確認

するため、路線 において冬期及び夏期に現地測A

定を行った。センサは、スイッチアジャスタの同じ

場所に毎回取付けた。その結果を表１に示す。

表１ 長期的なデータの再現性
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H26.10.03 17.5 1.0
H27.02.27 17.3 1.3
H27.09.17 16.5 0.3

割
出

復
帰

時 間

12sec

18.3G

振
動
加
速
度

(G)

0
5
10
15
20
25

-5
-10
-15
-20
-25

定位側・反位側それぞれにおいてトングレールと

基本レールとの密着が確保されるよう、スイッチア

ジャスタのナットを回して密着調整が行われる。こ

れは、定位の時にバネが所定の圧縮量となるように

調整するもので、バネの圧縮量により復帰動作時の

転換力を発生させる発条転てつ機では、所定の転換

力を確保する観点から重要な調整である。

( )復帰時間の調整2

トングレールを反位側に転換させた列車の通過後、

4 8トングレールが定位に復帰するまでの時間は ～

秒の間になるよう、ダンパのニードルバルブを調整

する。復帰時間が極端に短い場合は、列車がトング

レールを通過する際にトングレールがばたつく可能

性がある。一方、復帰時間が極端に長い場合は、ダ

ンパによる負荷が大きすぎる状態であるので、上記

適正値に調整する。
1)３．２．保全事項

( )給油1

発条転てつ機では、復帰動作時の転換力はバネ力

で決まっているため、可動部分の円滑動作は欠かせ

ない。このため、可動部分の給油は十分に行う必要

がある。

( )ダンパ2

ダンパオイルの定期的な交換、オイルの量や汚れ

のチェックが必要とされている。

３．３．保全支援システムの必要性

発条転てつ機においては錆や傷等を原因として、

トングレールと床版の摩擦等により転換負荷が増大

してバネによる復帰動作が完了しない「復帰不能」

が発生する場合がある。復帰動作が完了しないとト

ングレールと基本レールの間に隙間が生じ、対向列

車に対して異線進入による脱線事故の危険性が生じ

る。これを予防するために上記調整や保全が必要で

あり、従来より、給油などは現場の状況に応じ経験

的に実施され、現場で転換状況を確認することによ

り復帰時間の把握がなされているが、その頻度は限

られている。

一方、信号制御が必要な場合に、転てつ機のスト

ロークを検出して定位・反位の信号を出力する回路

制御器を設ける。これにより、転てつ機の復帰不能

が発生した場合に場内信号機に停止信号を現示して

列車の分岐器への進入を防止することができる。但

し、回路制御器を設備することで、回路制御器自身

の保全が必要となってくる。例えば、回路制御器の

軸が汚れて軸が動きにくくなると、発条転てつ機の

復帰力に対する負荷が大きくなるため、復帰不能の

原因となり得る。

このため、発条転てつ機の動作状態を常時監視す

るシステムが開発されている。スイッチアジャスタ

のひずみ、あるいは転てつ機の変位量などを検出す

るため、センサ及びひずみアンプ、データロガーな

どの機器を現場に設置し、通信機能によりデータの

確認を常時行うことも可能なシステムが提案されて

いる 。しかしながら、さらなる省力化が求められ3)

る地方鉄道路線向けとして、機器を発条転てつ機に

常設することなく、予防保全の支援に資する簡易な

方法を検討した。

４．転換時の振動検出による保全支援システム

４．１．概要

発条転てつ機に簡単に設置可能な小型のセンサと

バッテリ駆動小型データ収録システム（以下、「本

システム」という）を用いて、以下の機能の実現を

めざす。

① トングレール定位復帰時の振動加速度及び復

帰時間の記録機能

② オフラインでのデータ分析による転換動作の

異常予兆検出と予防保全の支援機能

センサ部にはマグネットを一体的に取付けており、

センサの転てつ機への取付け及び取外しが接着剤を

用いることなく容易にできるようにしている。なお、

接着剤によるセンサの取付けと比較し、マグネット

による影響のないことを確認している。

これらは市販の乾電池で長時間（約 日間）駆20

動でき、転換動作時等の加速度ピーク値を繰返し記

録することができる。パソコンと接続して、データ

の転送や測定条件の設定が可能である。

振動加速度のサンプリングデータを全て記録する

とデータ量が膨大となるため、記録周期を設定し、

その周期内の±のピーク値のみを時刻とともに記録

する方式を採用している。振動加速度の生波形に対

するピーク検出及び記録されるデータのイメージを

1sec 1図３に示す。この方式により、記録周期 で

日記録を続けた場合のデータ量は、数 程度とMB

コンパクトとなる。
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図３ 本システムにおけるデータ記録イメージ

４．２．現地測定例

測定概要4.2.1.
単線電化の鉄道路線( )及び非電化の鉄道路線A

( )それぞれ 箇所の発条転てつ機において、本シB 1

ステムを用いて現地測定を行った。

センサは図４に示すように、スイッチアジャスタ

に取付けた。スイッチアジャスタにセンサを取付け

た後、ある 日の日中時間帯において営業列車の通1

過に伴う通常の転換動作を複数回記録した。

図４ センサの取付け状況

測定結果4.2.2.
路線 における測定結果例として、転てつ機のA

割出から復帰に至る 回の転換動作における振動加1

速度記録を図５に示す。図より、スイッチアジャス

タがトングレールの割出による振動を受けてから、

バネとダンパの働きで復帰するまで かかり、14sec

復帰時の振動加速度は であることが確認でき18.1G
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加
速
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る。

路線 における測定結果例を図６に示す。図よB

り、同様に、割出から復帰するまで かかり、12sec

復帰時の振動加速度は であることが確認でき18.3G

る。

図５ 現地測定例(路線 )A

図６ 現地測定例(路線 )B

このように、本システムにより転てつ機の復帰時

間や振動加速度を把握できる。また、同一の転てつ

機においては、反位から定位へ復帰する際の振動加

速度の再現性は高く(路線 における平均 、A 17.5G

標準偏差 、路線 における平均 、標準1.0G B 18.7G

偏差 ）、通常の転換動作において再現性があ0.8G

ることを確認した。

さらに、季節変化等による長期的な再現性を確認

するため、路線 において冬期及び夏期に現地測A

定を行った。センサは、スイッチアジャスタの同じ

場所に毎回取付けた。その結果を表１に示す。

表１ 長期的なデータの再現性
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定位側・反位側それぞれにおいてトングレールと

基本レールとの密着が確保されるよう、スイッチア

ジャスタのナットを回して密着調整が行われる。こ

れは、定位の時にバネが所定の圧縮量となるように

調整するもので、バネの圧縮量により復帰動作時の

転換力を発生させる発条転てつ機では、所定の転換

力を確保する観点から重要な調整である。

( )復帰時間の調整2

トングレールを反位側に転換させた列車の通過後、

4 8トングレールが定位に復帰するまでの時間は ～

秒の間になるよう、ダンパのニードルバルブを調整

する。復帰時間が極端に短い場合は、列車がトング

レールを通過する際にトングレールがばたつく可能

性がある。一方、復帰時間が極端に長い場合は、ダ

ンパによる負荷が大きすぎる状態であるので、上記

適正値に調整する。
1)３．２．保全事項

( )給油1

発条転てつ機では、復帰動作時の転換力はバネ力

で決まっているため、可動部分の円滑動作は欠かせ

ない。このため、可動部分の給油は十分に行う必要

がある。

( )ダンパ2

ダンパオイルの定期的な交換、オイルの量や汚れ

のチェックが必要とされている。

３．３．保全支援システムの必要性

発条転てつ機においては錆や傷等を原因として、

トングレールと床版の摩擦等により転換負荷が増大

してバネによる復帰動作が完了しない「復帰不能」

が発生する場合がある。復帰動作が完了しないとト

ングレールと基本レールの間に隙間が生じ、対向列

車に対して異線進入による脱線事故の危険性が生じ

る。これを予防するために上記調整や保全が必要で

あり、従来より、給油などは現場の状況に応じ経験

的に実施され、現場で転換状況を確認することによ

り復帰時間の把握がなされているが、その頻度は限

られている。

一方、信号制御が必要な場合に、転てつ機のスト

ロークを検出して定位・反位の信号を出力する回路

制御器を設ける。これにより、転てつ機の復帰不能

が発生した場合に場内信号機に停止信号を現示して

列車の分岐器への進入を防止することができる。但

し、回路制御器を設備することで、回路制御器自身

の保全が必要となってくる。例えば、回路制御器の

軸が汚れて軸が動きにくくなると、発条転てつ機の

復帰力に対する負荷が大きくなるため、復帰不能の

原因となり得る。

このため、発条転てつ機の動作状態を常時監視す

るシステムが開発されている。スイッチアジャスタ

のひずみ、あるいは転てつ機の変位量などを検出す

るため、センサ及びひずみアンプ、データロガーな

どの機器を現場に設置し、通信機能によりデータの

確認を常時行うことも可能なシステムが提案されて

いる 。しかしながら、さらなる省力化が求められ3)

る地方鉄道路線向けとして、機器を発条転てつ機に

常設することなく、予防保全の支援に資する簡易な

方法を検討した。

４．転換時の振動検出による保全支援システム

４．１．概要

発条転てつ機に簡単に設置可能な小型のセンサと

バッテリ駆動小型データ収録システム（以下、「本

システム」という）を用いて、以下の機能の実現を

めざす。

① トングレール定位復帰時の振動加速度及び復

帰時間の記録機能

② オフラインでのデータ分析による転換動作の

異常予兆検出と予防保全の支援機能

センサ部にはマグネットを一体的に取付けており、

センサの転てつ機への取付け及び取外しが接着剤を

用いることなく容易にできるようにしている。なお、

接着剤によるセンサの取付けと比較し、マグネット

による影響のないことを確認している。

これらは市販の乾電池で長時間（約 日間）駆20

動でき、転換動作時等の加速度ピーク値を繰返し記

録することができる。パソコンと接続して、データ

の転送や測定条件の設定が可能である。

振動加速度のサンプリングデータを全て記録する

とデータ量が膨大となるため、記録周期を設定し、

その周期内の±のピーク値のみを時刻とともに記録

する方式を採用している。振動加速度の生波形に対

するピーク検出及び記録されるデータのイメージを

1sec 1図３に示す。この方式により、記録周期 で

日記録を続けた場合のデータ量は、数 程度とMB

コンパクトとなる。



－ 10 －

講演３． を考慮した鉄道技術の標準的な
第三者安全性評価手法に関する取組 

  
  交通システム研究部 ※林田 守正 佐藤 安弘 大野 寛之 工藤 希 

           元交通システム研究部 廣瀬 道雄 
                     東京大学 水間 毅 

 
１．はじめに 

交通安全環境研究所（当研究所）は鉄道技術に関す

る第三者機関としての安全性評価（以下、第三者安全

性評価）に数多く取り組んできた。一方で、国際規格

において「信頼性 ・アベイラビリティ

・保全性 ・安全性 」（ ）が定義されたこ

とにより 、これまでの安全性評価に の概念を

取り入れる必要が生じている。そのため、当研究所で

は安全性 ）だけでなく信頼性等（ ）の評価につい

ても検討することにより、高い安全性の担保に加え、

を考慮した標準的な第三者安全性評価手法の構築

に向けた取組を行っている。その内容について、昨年

度に引き続いて報告する。

２．第三者安全性評価の位置付け

２．１．鉄道技術の国際化への対応について

当研究所は、これまで公正中立な立場から、先進的

な交通システムの実用化、あるいは新技術の導入やシ

ステム改良に際して、各分野／段階における第三者安

全性評価を実施してきた。わが国の鉄道技術は極めて

高い安全性を有しているものの、鉄道製品の国際展開

に当たっては、外国の技術基準や シリーズ等の国

際規格群への適合が重要となっている 。当研究所の

第三者安全性評価も、国際規格等との整合が必要とさ

れる海外向けシステムの設計安全性を対象とする事

例が増加しており、その形態の推移を図 に示す。

図 第三者安全性評価の形態の推移

２．２． の概念

においては、安全性 だけでなく信頼性

等（ ）を含めた総合的な評価項目として、 が

表 のとおり定義されている 。 の概念に基づく

技術評価の検討例は幾つか見られるが 、本研究では、

安全性 と のバランスを考慮した第三者安全性

評価の標準的な手法を検討している。

表 の定義

 

２．３．第三者安全性評価と規格適合性評価／認証

鉄道製品の機能安全に関する国際規格への適合性

を示す手段としては、第三者機関による規格適合性

評価／認証を受けることが最も一般的である 。当

研究所においては、鉄道認証室が認証機関として、

機能安全規格である や 等に

ついて規格適合性評価／認証を担当している。一

方、交通システム研究部が担当している第三者安全

性評価の報告書は、海外鉄道事業者等の相手先の判

断により、認証書に代わる機能安全の証拠として活

用される場合もある 。

表 第三者安全性評価と規格適合性評価／認証

第三者評価者

日本
メーカ

国内鉄道事業者
（＝システムインテグレータ）

技術ノウハウ：大

海外
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

海外
鉄道事業者
（システムインテグレータ能力有）

技術ノウハウ：中～大

海外
鉄道事業者
技術ノウハウ：小

日本
システムインテグレータ

海外
メーカ

日本
メーカ

第三者評価者 第三者評価者

海外
メーカ

国内基準

自国基準

国際規格

［ケース ］ ［ケース ］ ［ケース ］（最近増加）

発注

発注

評価
依頼

発注

発注

技
術
委
託

コメント

評価
依頼

評価
依頼報告書 報告書 報告書

照会

協議

協議

協議

（次第に移行）

日本
メーカ

（又はサブシステムインテグレータ）

自国
メーカ

発注

項目 IEC62278における定義

信頼性 (R)
アイテムが、所定の条件と所定の時間間隔（t1,t2)で要求され
た機能を果たし得る確率。

アベイラビリティ (A)
外部から必要な資源の供給を行えば要求機能を所定の時間又
は期間中、所定の条件において果たし得る状態を維持すること
ができる製品の能力。

保全性 (M)
所定の手順と資源を使って所定の条件でメンテナンスを行う場
合に、所定の条件で使用されているアイテムを所定の期間内に
メンテナンスすることができる可能性。

安全性 (S) 許容出来ない危害が発生するリスクが無いこと。

第三者安全性評価
（主に設計安全性）

国際規格適合性評価／認証
（機能安全関連）

評価の対象 ・製品の技術内容、設計仕様等 ・製品に対する安全マネジメントのプロセス

評価の主眼

・SIL等の指標に沿ったリスク分析に基づいた定
量的な評価。
・システムの安全管理にかかわる定性的な評
価.

・各種証拠文書の記述の対象国際規格（IEC
等）各条文に対する適合性の確認。

RAMS 14段階への
対応範囲

・主に第6段階まで ・主に第7段階まで

国際展開において
第三者評価が

活用されるケース

・国際規格適合性評価／認証に代わるものとし
て要求される場合（相手先が安全性評価報告
書を認証書相当と判断することが前提）。
・規格適合性の証拠文書の一部として安全性
評価報告書が要求される場合（規格適合性評
価／認証を並行して実施）。

・機能安全に関する国際規格への適合の証拠
を要求される場合。

評価機関としての
オーソライズ

・国際的なオーソライズの仕組みは特に無い。
・認証機関に対する要求事項が国際規格
(ISO/IEC 17065) で定められている。
・認定機関による認定を取得している。

表１より、発条転てつ機が反位から定位へ復帰す

る際の振動加速度について、測定時期による平均値

などの違いはあまりないことを確認した。従って、

何らかの原因によって転換負荷が増大するなどの異

常に対して、振動加速度の値に変化が生じれば、異

常検出ができる可能性があると考えられる。

４．３．異常発生模擬試験

目的4.3.1.
営業路線の現地測定によって、通常の転換動作時

には、振動加速度等のデータに再現性があることを

確認したが、３．３．に述べたように転換負荷が増

大するなどの発条転てつ機異常時について、振動加

速度等のデータを確認するため、工場内に設置され

た発条転てつ機を用いて、異常発生模擬試験を実施

した。

試験条件4.3.2.
発条転てつ機の正常時に試験を実施したほか、転

換負荷の増大の原因となり得る、ヒールボルト

（図７参照）の締めすぎ、転換鎖錠器の固渋を模擬

した試験を実施した。また、ダンパの不良として、

ニードルバルブの調整不良、ダンパオイルの減少

(レベル計下限程度)を模擬した試験を実施した。

図７ ヒールボルトの締結状況

試験方法4.3.3.
当該分岐器を通過する車両は存在しないため、手

動でハンドルを回転させることにより、一旦反位側

に転てつ機を転換し、次にトングレールと基本レー

ルの間に木片を挟み、その状態で手動ハンドルを定

位側に戻す。これにより、木片を挟んだままバネが

圧縮される。木片をバール等でたたき出すことによ

って、バネとダンパの作用により一定時間後に自動

5的に定位側に復帰する。同一条件で転換→復帰を

回繰返した。本システムのセンサを現地測定と同様

にスイッチアジャスタに取付け、測定を行った。

試験結果4.3.4.
試験条件の組合せ及び試験結果を表２に示す。振

動加速度は 回の平均値を示す。ニードルバルブの5

調整不良で復帰時間は正常時の から に6sec 13sec

増加したが、復帰時の振動加速度には大差が無かっ

た。また、ダンパオイルの減少による影響は判然と

しなかった。一方、ヒールボルト締めすぎや転換鎖

錠器の固渋によってトングレールの転換負荷が増加

すると、復帰時の振動加速度は、正常時よりも減少

することを確認した。

表２ 異常発生模擬試験結果

５．まとめ

本システムを用いて転換動作を繰返し記録するこ

とにより、転換動作が鈍くなるなどの兆候を記録で

きる可能性があり、長期的な傾向を把握できるので、

給油などの保全タイミングを適切に設定することが

できると考えられる。すなわち、転換不良が発生す

る前に適切な保全を可能とするための、予防保全を

支援するツールとして有効と考えられる。

今後は、本システムに自動解析・評価ソフトを加

えたシステムを構築し、その効果を検証する必要が

ある。

最後に、現地測定や異常発生模擬試験に協力いた

だいた鉄道事業者及びメーカー各位に感謝します。
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講演３． を考慮した鉄道技術の標準的な
第三者安全性評価手法に関する取組 

  
  交通システム研究部 ※林田 守正 佐藤 安弘 大野 寛之 工藤 希 

           元交通システム研究部 廣瀬 道雄 
                     東京大学 水間 毅 

 
１．はじめに 

交通安全環境研究所（当研究所）は鉄道技術に関す

る第三者機関としての安全性評価（以下、第三者安全

性評価）に数多く取り組んできた。一方で、国際規格

において「信頼性 ・アベイラビリティ

・保全性 ・安全性 」（ ）が定義されたこ

とにより 、これまでの安全性評価に の概念を

取り入れる必要が生じている。そのため、当研究所で

は安全性 ）だけでなく信頼性等（ ）の評価につい

ても検討することにより、高い安全性の担保に加え、

を考慮した標準的な第三者安全性評価手法の構築

に向けた取組を行っている。その内容について、昨年

度に引き続いて報告する。

２．第三者安全性評価の位置付け

２．１．鉄道技術の国際化への対応について

当研究所は、これまで公正中立な立場から、先進的

な交通システムの実用化、あるいは新技術の導入やシ

ステム改良に際して、各分野／段階における第三者安

全性評価を実施してきた。わが国の鉄道技術は極めて

高い安全性を有しているものの、鉄道製品の国際展開

に当たっては、外国の技術基準や シリーズ等の国

際規格群への適合が重要となっている 。当研究所の

第三者安全性評価も、国際規格等との整合が必要とさ

れる海外向けシステムの設計安全性を対象とする事

例が増加しており、その形態の推移を図 に示す。

図 第三者安全性評価の形態の推移

２．２． の概念

においては、安全性 だけでなく信頼性

等（ ）を含めた総合的な評価項目として、 が

表 のとおり定義されている 。 の概念に基づく

技術評価の検討例は幾つか見られるが 、本研究では、

安全性 と のバランスを考慮した第三者安全性

評価の標準的な手法を検討している。

表 の定義

 

２．３．第三者安全性評価と規格適合性評価／認証

鉄道製品の機能安全に関する国際規格への適合性

を示す手段としては、第三者機関による規格適合性

評価／認証を受けることが最も一般的である 。当

研究所においては、鉄道認証室が認証機関として、

機能安全規格である や 等に

ついて規格適合性評価／認証を担当している。一

方、交通システム研究部が担当している第三者安全

性評価の報告書は、海外鉄道事業者等の相手先の判

断により、認証書に代わる機能安全の証拠として活

用される場合もある 。

表 第三者安全性評価と規格適合性評価／認証

第三者評価者

日本
メーカ

国内鉄道事業者
（＝システムインテグレータ）

技術ノウハウ：大

海外
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

海外
鉄道事業者
（システムインテグレータ能力有）

技術ノウハウ：中～大

海外
鉄道事業者
技術ノウハウ：小

日本
システムインテグレータ

海外
メーカ

日本
メーカ

第三者評価者 第三者評価者

海外
メーカ

国内基準

自国基準

国際規格

［ケース ］ ［ケース ］ ［ケース ］（最近増加）

発注

発注

評価
依頼

発注

発注

技
術
委
託

コメント

評価
依頼

評価
依頼報告書 報告書 報告書

照会

協議

協議

協議

（次第に移行）

日本
メーカ

（又はサブシステムインテグレータ）

自国
メーカ

発注

項目 IEC62278における定義

信頼性 (R)
アイテムが、所定の条件と所定の時間間隔（t1,t2)で要求され
た機能を果たし得る確率。

アベイラビリティ (A)
外部から必要な資源の供給を行えば要求機能を所定の時間又
は期間中、所定の条件において果たし得る状態を維持すること
ができる製品の能力。

保全性 (M)
所定の手順と資源を使って所定の条件でメンテナンスを行う場
合に、所定の条件で使用されているアイテムを所定の期間内に
メンテナンスすることができる可能性。

安全性 (S) 許容出来ない危害が発生するリスクが無いこと。

第三者安全性評価
（主に設計安全性）

国際規格適合性評価／認証
（機能安全関連）

評価の対象 ・製品の技術内容、設計仕様等 ・製品に対する安全マネジメントのプロセス

評価の主眼

・SIL等の指標に沿ったリスク分析に基づいた定
量的な評価。
・システムの安全管理にかかわる定性的な評
価.

・各種証拠文書の記述の対象国際規格（IEC
等）各条文に対する適合性の確認。

RAMS 14段階への
対応範囲

・主に第6段階まで ・主に第7段階まで

国際展開において
第三者評価が

活用されるケース

・国際規格適合性評価／認証に代わるものとし
て要求される場合（相手先が安全性評価報告
書を認証書相当と判断することが前提）。
・規格適合性の証拠文書の一部として安全性
評価報告書が要求される場合（規格適合性評
価／認証を並行して実施）。

・機能安全に関する国際規格への適合の証拠
を要求される場合。

評価機関としての
オーソライズ

・国際的なオーソライズの仕組みは特に無い。
・認証機関に対する要求事項が国際規格
(ISO/IEC 17065) で定められている。
・認定機関による認定を取得している。

表１より、発条転てつ機が反位から定位へ復帰す

る際の振動加速度について、測定時期による平均値

などの違いはあまりないことを確認した。従って、

何らかの原因によって転換負荷が増大するなどの異

常に対して、振動加速度の値に変化が生じれば、異

常検出ができる可能性があると考えられる。

４．３．異常発生模擬試験

目的4.3.1.
営業路線の現地測定によって、通常の転換動作時

には、振動加速度等のデータに再現性があることを

確認したが、３．３．に述べたように転換負荷が増

大するなどの発条転てつ機異常時について、振動加

速度等のデータを確認するため、工場内に設置され

た発条転てつ機を用いて、異常発生模擬試験を実施

した。

試験条件4.3.2.
発条転てつ機の正常時に試験を実施したほか、転

換負荷の増大の原因となり得る、ヒールボルト

（図７参照）の締めすぎ、転換鎖錠器の固渋を模擬

した試験を実施した。また、ダンパの不良として、

ニードルバルブの調整不良、ダンパオイルの減少

(レベル計下限程度)を模擬した試験を実施した。

図７ ヒールボルトの締結状況

試験方法4.3.3.
当該分岐器を通過する車両は存在しないため、手

動でハンドルを回転させることにより、一旦反位側

に転てつ機を転換し、次にトングレールと基本レー

ルの間に木片を挟み、その状態で手動ハンドルを定

位側に戻す。これにより、木片を挟んだままバネが

圧縮される。木片をバール等でたたき出すことによ

って、バネとダンパの作用により一定時間後に自動

5的に定位側に復帰する。同一条件で転換→復帰を

回繰返した。本システムのセンサを現地測定と同様

にスイッチアジャスタに取付け、測定を行った。

試験結果4.3.4.
試験条件の組合せ及び試験結果を表２に示す。振

動加速度は 回の平均値を示す。ニードルバルブの5

調整不良で復帰時間は正常時の から に6sec 13sec

増加したが、復帰時の振動加速度には大差が無かっ

た。また、ダンパオイルの減少による影響は判然と

しなかった。一方、ヒールボルト締めすぎや転換鎖

錠器の固渋によってトングレールの転換負荷が増加

すると、復帰時の振動加速度は、正常時よりも減少

することを確認した。

表２ 異常発生模擬試験結果

５．まとめ

本システムを用いて転換動作を繰返し記録するこ

とにより、転換動作が鈍くなるなどの兆候を記録で

きる可能性があり、長期的な傾向を把握できるので、

給油などの保全タイミングを適切に設定することが

できると考えられる。すなわち、転換不良が発生す

る前に適切な保全を可能とするための、予防保全を

支援するツールとして有効と考えられる。

今後は、本システムに自動解析・評価ソフトを加

えたシステムを構築し、その効果を検証する必要が

ある。

最後に、現地測定や異常発生模擬試験に協力いた

だいた鉄道事業者及びメーカー各位に感謝します。
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全性評価においては、 の各項目を均等に評価する

のではなく、あくまでも安全性を主眼とする。一方、

については、それ自体の良否よりも、安全性担保

の前提とするシステム要求仕様として確認する形と

することが望ましいと考える。

４． による解析について

４． ． による定量的解析に関する考察

当研究所の安全性評価においては、リスク分析とし

て （ ）の結

果から選定した危険事象をトップ事象とする図 に

示すような （ ）を行い、その

トップ事象が発生する確率または頻度が充分に小さ

いことを確認してきた。個別の基本事象（各要素の危

険側故障等）の発生確率または頻度を全て特定するの

は煩雑であるため、上位事象への遷移を阻む制約ゲー

トの条件の機能や信頼性に着目した定量的な解析を

行ってきた。なお、危険側に限定しない不具合をトッ

プ事象や基本事象とする解析は、 による信頼性の

解析となる。

図 の模式図

図 故障発生確率による解析モデル

の定量的な解析手法としては、故障発生確率（無

次元）による解析と、故障率（頻度、単位： ）によ

る解析手法がある 。ここで の一部として、 つ

の入力事象が ゲートまたは ゲートを介して

つの出力事象に至る単純なモデルを想定する。発生確

率による解析においては、図 に示すように、 ゲー

トの出力事象の発生確率は近似的に各入力事象の故

障発生確率（ 、 とする）の和（＝ ＋ ）とな

り、 ゲート上の出力事象の発生確率は各入力事象

の発生確率の積（＝ ・ ）となる 。一方、故障率

による解析においては、図 に示すように、 ゲート

の出力事象の故障率は、各入力事象の故障率（λ、λ

とする）の和（＝λ＋λ）となる。しかし ゲー

トの出力事象の故障率は各入力事象の故障率の積と

はならず、また各故障率が一定でも経過時間 （単位：

）の関数（＝2λ・λ・ ）となる 。

図 故障率による解析モデル

図 制約ゲートの条件と入出力事象の故障率

このように故障率による解析は計算がやや複雑に

なるが、 や では、鉄道の安全関

連機能の について、高頻度作動モードまたは連続

モードでの運用への要求として、危険側故障の平均頻

度（単位： ）として定義されている 。これは危

険側故障率に相当するため、標準的な安全性評価手法

としては故障率による 解析が望ましく、経過時間

としてはシステムの稼働期間（例えば 年間≒

3.06×10 ）等を採用できると考える。なお制約ゲー

トは ゲートの変形であるが 、その制約条件の定

義としては前述のように、「機能しない確率」と「機

能自体の故障率」の 通りが考えられる。それらの場

合の入力事象と出力事象の故障率との関係を図 に

示す。制約条件を故障率として定義する場合は計算が

一層複雑化するが、制約ゲートとしての を設定す

中間事象
中間事象

トップ事象（列車 衝突、脱線等）

制約条件Ⅰ 制約条件Ⅲ

制約条件Ⅴ

制約条件Ⅳ

制約条件Ⅱ

制約ゲート

制約ゲート

制約ゲート

制約ゲート

基本事象 基本事象 基本事象 基本事象

ゲート ゲート

ゲート

入力事象1
故障発生確率

：Pr1

出力事象
故障発生確率： Pr1 +Pr2

入力事象2
故障発生確率

：Pr2

入力事象1
故障発生確率

：Pr1

入力事象2
故障発生確率

：Pr2

出力事象
故障発生確率： Pr1 Pr2

ORゲート ANDゲート

入力事象1
故障率：λ1

入力事象2
故障率：λ2

出力事象
故障率： λ1+λ2

入力事象1
故障率：λ1

入力事象2
故障率：λ2

出力事象
故障率：2 λ1 λ2 t

ORゲート ANDゲート

入力事象
故障率
：λ (/hr)

出力事象（制約条件下）
故障率： Pri λ (/hr) 

制約条件
発生確率： Pri

制約ゲート

入力事象
故障率

：λ (/hr)

出力事象（制約条件下）
故障率： 2λ λi t (/hr) 

制約条件
故障率： λi (/hr) 

制約ゲート

当研究所の第三者安全性評価と規格適合性評価／

認証の比較を表 に示す。安全性評価では技術的な

内容や仕様を対象として、 （

） 等の指標に沿って、リスク分析に基づいた

定量的評価やシステムの安全管理にかかわる定性的

な評価などを行うことが主眼となる。規格適合性評価

では、安全マネジメントのプロセスの結果である各種

証拠文書を確認することが主眼となる 。設計安全

性評価では、 の 段階 のうち第 段階（設計

と実行）までを主な対象範囲と考えている。なお

では、システムの安全性承認には

と第三者安全性評価（ ：

）が必須とされる 。ここでは「 」は

安全性評価を意味するか、または機能安全規格適合

性評価／認証を意味するかは明確にされていない

が、当研究所の第三者安全性評価結果（報告書）

は、図 に示すように 第 部

「 」に記述される安全性の

証拠に該当すると解釈できる。

図 における第三者安全性評価の解釈

３． への対応について

３．１． の評価パラメータ

には、鉄道分野への利用に適するとされ

る のパラメータが例示されている。その一部を

表 に示す 。信頼性（ ）のパラメータとしては故障

率（頻度）、平均故障間隔、信頼度等、従来からわが

国においても一般的に使用されているものが含まれ

ている。アベイラビリティ（ ）、保全性（ ）につい

ても同様である。なお安全性（ のパラメータの つ

としてハザード率が挙げられているが、これは信頼性

のパラメータである故障率のうち「危険側故障率」に

相当し、 では「時間当たり危険側故障平均

頻度」（ ）として定義されている 。危険側故障率

は当研究所による第三者安全性評価においても主要

なパラメータとして採用されてきた。これらの点か

ら、 の評価パラメータとしては、 等に

も記載されている故障率等の一般的なパラメータを

優先的に使用することが望ましいと考える。

表 に示されるパラメータ（一部）

 

３．２． のリスク評価

安全性のリスクについては、 に離散化し

た危険事象の深刻さと発生頻度の積によるマトリク

ス評価手法が例示されている 。一方、 のリスク

については、 にマトリクス評価手法が

表 のように例示されている 。故障の頻度はハザー

ドの頻度と同様に 段階に区分され、影響度は、運行、

快適性、保全のそれぞれの観点毎に 段階に区分され

る。それらの積であるリスクは、安全性と同様に 段

階に区分される。 のリスク評価は、このような手

法で行うことが望ましいと考える。

表 のリスク評価マトリクス

３．３．安全性 と のバランス

には、 の各項目の重み付けに関して

は特に記述されていない。安全性については要求水準

に関する認識が国際的にも概ね共有され、評価の尺度

はある程度定まっていると考えられる。例えば、列車

制御システムには 相当のレベルが要求される 。

これに対し、 の要求水準は鉄道事業者等の自主的

な判断に任される部分が大きい。したがって第三者安

（セーフティケース）

［メーカ等が作成］

（技術安全レポート）

［メーカ等が作成］

狭義の 評価範囲

広義の 評価範囲

（ｼｽﾃﾑ要求仕様書）

［メーカ等が作成］

（安全要求仕様書）

［メーカ等が作成］

安全性評価報告書

［ が作成］

システムの安全性承認に必要とされる証拠書類

広義の 評価
（規格適合性／認証）

狭義の 評価
技術面に特化した安全性評価

RAMS項目 パラメータ 記号 単位

故障率 λ

平均稼働時間

平均故障時間（非修理系）

平均故障間隔（修理系）

信頼度 単位無し

不信頼度 単位無し

アベイラビリティ (A) アベイラビリティ
（＝MUT/(MUT+MDT）

単位無し

平均ダウン時間

平均修復時間

ハザード率
（危険側故障率）

平均危険側故障間隔

信頼性 （R）

保全性 (M)

安全性 (S)

軽度 中程度 重大

頻繁に発生 望ましくない 許容できない 許容できない

発生の可能性大 許容できる 望ましくない 許容できない

時として発生 許容できる 望ましくない 望ましくない

いつか発生 無視できる 許容できる 望ましくない

発生しそうもない 無視できる 無視できる 許容できる

発生は考えられない 無視できる 無視できる 無視できる

発
生
頻
度

影響度
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全性評価においては、 の各項目を均等に評価する

のではなく、あくまでも安全性を主眼とする。一方、

については、それ自体の良否よりも、安全性担保

の前提とするシステム要求仕様として確認する形と

することが望ましいと考える。

４． による解析について

４． ． による定量的解析に関する考察

当研究所の安全性評価においては、リスク分析とし

て （ ）の結

果から選定した危険事象をトップ事象とする図 に

示すような （ ）を行い、その

トップ事象が発生する確率または頻度が充分に小さ

いことを確認してきた。個別の基本事象（各要素の危

険側故障等）の発生確率または頻度を全て特定するの

は煩雑であるため、上位事象への遷移を阻む制約ゲー

トの条件の機能や信頼性に着目した定量的な解析を

行ってきた。なお、危険側に限定しない不具合をトッ

プ事象や基本事象とする解析は、 による信頼性の

解析となる。

図 の模式図

図 故障発生確率による解析モデル

の定量的な解析手法としては、故障発生確率（無

次元）による解析と、故障率（頻度、単位： ）によ

る解析手法がある 。ここで の一部として、 つ

の入力事象が ゲートまたは ゲートを介して

つの出力事象に至る単純なモデルを想定する。発生確

率による解析においては、図 に示すように、 ゲー

トの出力事象の発生確率は近似的に各入力事象の故

障発生確率（ 、 とする）の和（＝ ＋ ）とな

り、 ゲート上の出力事象の発生確率は各入力事象

の発生確率の積（＝ ・ ）となる 。一方、故障率

による解析においては、図 に示すように、 ゲート

の出力事象の故障率は、各入力事象の故障率（λ、λ

とする）の和（＝λ＋λ）となる。しかし ゲー

トの出力事象の故障率は各入力事象の故障率の積と

はならず、また各故障率が一定でも経過時間 （単位：

）の関数（＝2λ・λ・ ）となる 。

図 故障率による解析モデル

図 制約ゲートの条件と入出力事象の故障率

このように故障率による解析は計算がやや複雑に

なるが、 や では、鉄道の安全関

連機能の について、高頻度作動モードまたは連続

モードでの運用への要求として、危険側故障の平均頻

度（単位： ）として定義されている 。これは危

険側故障率に相当するため、標準的な安全性評価手法

としては故障率による 解析が望ましく、経過時間

としてはシステムの稼働期間（例えば 年間≒

1.75×105 ）等を採用できると考える。なお制約ゲー

トは ゲートの変形であるが 、その制約条件の定

義としては前述のように、「機能しない確率」と「機

能自体の故障率」の 通りが考えられる。それらの場

合の入力事象と出力事象の故障率との関係を図 に

示す。制約条件を故障率として定義する場合は計算が

一層複雑化するが、制約ゲートとしての を設定す

中間事象
中間事象

トップ事象（列車 衝突、脱線等）

制約条件Ⅰ 制約条件Ⅲ

制約条件Ⅴ

制約条件Ⅳ

制約条件Ⅱ

制約ゲート

制約ゲート

制約ゲート

制約ゲート

基本事象 基本事象 基本事象 基本事象

ゲート ゲート

ゲート

入力事象1
故障発生確率

：Pr1

出力事象
故障発生確率： Pr1 +Pr2

入力事象2
故障発生確率

：Pr2

入力事象1
故障発生確率

：Pr1

入力事象2
故障発生確率

：Pr2

出力事象
故障発生確率： Pr1 Pr2

ORゲート ANDゲート

入力事象1
故障率：λ1

入力事象2
故障率：λ2

出力事象
故障率： λ1+λ2

入力事象1
故障率：λ1

入力事象2
故障率：λ2

出力事象
故障率：2 λ1 λ2 t

ORゲート ANDゲート

入力事象
故障率
：λ (/hr)

出力事象（制約条件下）
故障率： Pri λ (/hr) 

制約条件
発生確率： Pri

制約ゲート

入力事象
故障率

：λ (/hr)

出力事象（制約条件下）
故障率： 2λ λi t (/hr) 

制約条件
故障率： λi (/hr) 

制約ゲート

当研究所の第三者安全性評価と規格適合性評価／

認証の比較を表 に示す。安全性評価では技術的な

内容や仕様を対象として、 （

） 等の指標に沿って、リスク分析に基づいた

定量的評価やシステムの安全管理にかかわる定性的

な評価などを行うことが主眼となる。規格適合性評価

では、安全マネジメントのプロセスの結果である各種

証拠文書を確認することが主眼となる 。設計安全

性評価では、 の 段階 のうち第 段階（設計

と実行）までを主な対象範囲と考えている。なお

では、システムの安全性承認には

と第三者安全性評価（ ：

）が必須とされる 。ここでは「 」は

安全性評価を意味するか、または機能安全規格適合

性評価／認証を意味するかは明確にされていない

が、当研究所の第三者安全性評価結果（報告書）

は、図 に示すように 第 部

「 」に記述される安全性の

証拠に該当すると解釈できる。

図 における第三者安全性評価の解釈

３． への対応について

３．１． の評価パラメータ

には、鉄道分野への利用に適するとされ

る のパラメータが例示されている。その一部を

表 に示す 。信頼性（ ）のパラメータとしては故障

率（頻度）、平均故障間隔、信頼度等、従来からわが

国においても一般的に使用されているものが含まれ

ている。アベイラビリティ（ ）、保全性（ ）につい

ても同様である。なお安全性（ のパラメータの つ

としてハザード率が挙げられているが、これは信頼性

のパラメータである故障率のうち「危険側故障率」に

相当し、 では「時間当たり危険側故障平均

頻度」（ ）として定義されている 。危険側故障率

は当研究所による第三者安全性評価においても主要

なパラメータとして採用されてきた。これらの点か

ら、 の評価パラメータとしては、 等に

も記載されている故障率等の一般的なパラメータを

優先的に使用することが望ましいと考える。

表 に示されるパラメータ（一部）

 

３．２． のリスク評価

安全性のリスクについては、 に離散化し

た危険事象の深刻さと発生頻度の積によるマトリク

ス評価手法が例示されている 。一方、 のリスク

については、 にマトリクス評価手法が

表 のように例示されている 。故障の頻度はハザー

ドの頻度と同様に 段階に区分され、影響度は、運行、

快適性、保全のそれぞれの観点毎に 段階に区分され

る。それらの積であるリスクは、安全性と同様に 段

階に区分される。 のリスク評価は、このような手

法で行うことが望ましいと考える。

表 のリスク評価マトリクス

３．３．安全性 と のバランス

には、 の各項目の重み付けに関して

は特に記述されていない。安全性については要求水準

に関する認識が国際的にも概ね共有され、評価の尺度

はある程度定まっていると考えられる。例えば、列車

制御システムには 相当のレベルが要求される 。

これに対し、 の要求水準は鉄道事業者等の自主的

な判断に任される部分が大きい。したがって第三者安

（セーフティケース）

［メーカ等が作成］

（技術安全レポート）

［メーカ等が作成］

狭義の 評価範囲

広義の 評価範囲

（ｼｽﾃﾑ要求仕様書）

［メーカ等が作成］

（安全要求仕様書）

［メーカ等が作成］

安全性評価報告書

［ が作成］

システムの安全性承認に必要とされる証拠書類

広義の 評価
（規格適合性／認証）

狭義の 評価
技術面に特化した安全性評価

RAMS項目 パラメータ 記号 単位

故障率 λ

平均稼働時間

平均故障時間（非修理系）

平均故障間隔（修理系）

信頼度 単位無し

不信頼度 単位無し

アベイラビリティ (A) アベイラビリティ
（＝MUT/(MUT+MDT）

単位無し

平均ダウン時間

平均修復時間

ハザード率
（危険側故障率）

平均危険側故障間隔

信頼性 （R）

保全性 (M)

安全性 (S)

重大 中程度 軽度

頻繁に発生 望ましくない 許容できない 許容できない

発生の可能性大 許容できる 望ましくない 許容できない

時として発生 許容できる 望ましくない 望ましくない

いつか発生 無視できる 許容できる 望ましくない

発生しそうもない 無視できる 無視できる 許容できる

発生は考えられない 無視できる 無視できる 無視できる

発
生
頻
度

影響度
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ることによりトップ事象の要求 SIL を担保すること

が容易になると考える。 
４．２．信頼性解析ソフトウェアの活用

当研究所ではこれまで や による解析には

汎用表計算ソフトウェア等をベースとした手作業に

よる手法（従来手法）を用いてきたが、新たに市販の

信頼性解析専用ソフトウェアを活用する手法（ソフト

ウェア手法）を検討した。信頼性解析機能、 機能

モジュールに続き、新たに 機能をモジュールとし

て導入した。これは の結果から 図を自動作

成し、さらに自在な編集が可能なものである。その実

行例を図 に示す。従来手法に対するソフトウェア手

法の特長としては、階層構造の解析やトレーサビリテ

ィの確保の他、前述した故障率による 解析におい

て必要な複雑な計算が容易に行える点が挙げられる。

図 ソフトウェア手法による の実行例

５．標準的な第三者安全性評価手法の構築に向けて 
安全性 を主眼とし、 も考慮した標準的な第

三者安全性評価報告書の内容を以下の通り検討中で

ある。その基本構成案を図 に示す。

５．１．前段

緒言、評価対象範囲、評価参照資料一覧、参照国

際規格、評価対象システム概要等を記述する。

５．２．評価結果

５．２．１ 安全性の評価結果 以下を記述する。

・安全性に関連する技術的な要点と評価

・ ／ によるフォールトの影響解析

・実機 実車試験による 結果等の検証

５．２．２ の評価結果 以下を記述する

・ に関連する技術的な要点と評価

・ 、 等による数値評価

・信頼性の観点からの と

・実機試験による信頼性予測の検証

・安全性と信頼性の両立に関する課題の整理

５．３．評価の結論

安全性、信頼性等に関する評価結果をまとめ、シ

ステムに要求される安全性が、所定の の設定条

件下で担保されるかどうかの判断を記述する。

図 8 標準的な第三者安全性評価報告書の構成（案） 

６．まとめ 
第三者安全性評価の位置付けについて国際規格や

規格適合性評価／認証との関連を含めて整理した。

で定義される における信頼性等

（ のパラメータやリスク評価に関し検討した。

による定量的解析の課題を考察するととも

に、信頼性解析ソフトウェアの モジュールを導

入し、試行した。

を考慮した標準的な第三者安全性評価手法の

構築に向け、報告書の基本構成案を提示した。
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鉄道認証室における最近の活動概要

 
鉄道認証室 江國  実 

 
１．はじめに

交通安全環境研究所(当研究所)では、平成 23 年 4
月に、鉄道分野で我が国初の国際規格適合性認証機

関となる鉄道認証室を設置するとともに、平成 24
年 9 月には独立行政法人製品評価技術基盤機構か

ら認定を取得した。以来、5 年が経過したところで

あり、ここでは、認証機関としての活動の概要につ

いて紹介する。 
 

２．鉄道認証機関の体制整備と現状

２．１．日本における認証機関の必要性

海外市場では、規格として EN 規格(欧州統一規

格)または国際規格(IEC 等)に準拠することが求め

られ、その規格適合性の判断を契約関係者以外の客

観的な第三者機関にゆだねる「認証」が求められる

ことが主流になっている。そのため日本の鉄道関連

メーカーの国際展開に際しては、製品の国際規格に

対する認証の取得が必須の状況となっている。 
多くの産業分野と同様に、鉄道分野においても、

製品サプライヤと長期にわたり使用・保守を行う鉄

道事業者両者の業務品質が相まって、我が国の鉄道

製品の品質や鉄道システムの安全性／安定性（信頼

性等）は、国際的に高い評価を受けている。しかし

ながら、鉄道製品に関する認証を行う日本の認証機

関が存在しなかった当時は、日本のメーカーは主に

欧州の認証機関から認証を取得することとなり、言

語の壁、技術思想の違い等によって生じる時間とコ

ストが課題となっていた。 
２．２．認証機関の体制整備

このような状況の中で、交通政策審議会陸上交通

分科会鉄道部会等における検討等を通じ、当研究所

は、公平性・中立性や鉄道技術に関する安全性評価

の実績等の観点から鉄道認証機関としての適格性

を有するものとされ、平成 23 年 4 月に鉄道認証室

を設け、ISO（国際標準化機構）及び IEC（国際電

気標準会議）共通のガイドである当時の ISO/IEC 
Guide65（製品認証機関に対する一般要求事項）に

基づく体制整備を行った。また、平成 24 年 9 月に

は、認定機関である独立行政法人製品評価技術基盤

機構認定センターより、鉄道分野の認証機関として

国内初の「認定」を取得した。 
その後、ISO/IEC Guide65 に代わり ISO/IEC 

17065 が発行されたことに対応し、平成 27 年 2 月

には ISO/IEC 17065 に準拠した認証業務運営に移

行した。さらに、平成 28 年 4 月に旧独立行政法人

交通安全環境研究所は、旧自動車検査独立行政法人

と統合後、独立行政法人自動車技術総合機構内の機

関として「交通安全環境研究所」が位置づけられる

中で業務に取り組んでいる。現在の認証業務実施体

制の概要を図１に示す。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図１ 認証業務実施体制 
 
 
２．３．認証対象規格と認定の取得

認証対象規格は、発足前の関係者において選定さ

れた海外でニーズの高い IEC 62278、IEC 62279、 
IEC 62280、IEC 62425 及び IEC 62236 の 5 規格

である。当初、IEC 62425 を対象とする認定を取得

して以降、認定機関による定期的な検査が実施され、

当認証機関の適格性が継続的に認められてきてい

る。さらに、平成 28 年 9 月には、IEC 62279 及び



－ 15 －

ることによりトップ事象の要求 SIL を担保すること

が容易になると考える。 
４．２．信頼性解析ソフトウェアの活用

当研究所ではこれまで や による解析には

汎用表計算ソフトウェア等をベースとした手作業に

よる手法（従来手法）を用いてきたが、新たに市販の

信頼性解析専用ソフトウェアを活用する手法（ソフト

ウェア手法）を検討した。信頼性解析機能、 機能

モジュールに続き、新たに 機能をモジュールとし

て導入した。これは の結果から 図を自動作

成し、さらに自在な編集が可能なものである。その実

行例を図 に示す。従来手法に対するソフトウェア手

法の特長としては、階層構造の解析やトレーサビリテ

ィの確保の他、前述した故障率による 解析におい

て必要な複雑な計算が容易に行える点が挙げられる。

図 ソフトウェア手法による の実行例

５．標準的な第三者安全性評価手法の構築に向けて 
安全性 を主眼とし、 も考慮した標準的な第

三者安全性評価報告書の内容を以下の通り検討中で

ある。その基本構成案を図 に示す。

５．１．前段

緒言、評価対象範囲、評価参照資料一覧、参照国

際規格、評価対象システム概要等を記述する。

５．２．評価結果

５．２．１ 安全性の評価結果 以下を記述する。

・安全性に関連する技術的な要点と評価

・ ／ によるフォールトの影響解析

・実機 実車試験による 結果等の検証

５．２．２ の評価結果 以下を記述する

・ に関連する技術的な要点と評価

・ 、 等による数値評価

・信頼性の観点からの と

・実機試験による信頼性予測の検証

・安全性と信頼性の両立に関する課題の整理

５．３．評価の結論

安全性、信頼性等に関する評価結果をまとめ、シ

ステムに要求される安全性が、所定の の設定条

件下で担保されるかどうかの判断を記述する。

図 8 標準的な第三者安全性評価報告書の構成（案） 

６．まとめ 
第三者安全性評価の位置付けについて国際規格や

規格適合性評価／認証との関連を含めて整理した。

で定義される における信頼性等

（ のパラメータやリスク評価に関し検討した。

による定量的解析の課題を考察するととも

に、信頼性解析ソフトウェアの モジュールを導

入し、試行した。

を考慮した標準的な第三者安全性評価手法の

構築に向け、報告書の基本構成案を提示した。
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月に、鉄道分野で我が国初の国際規格適合性認証機

関となる鉄道認証室を設置するとともに、平成 24
年 9 月には独立行政法人製品評価技術基盤機構か

ら認定を取得した。以来、5 年が経過したところで

あり、ここでは、認証機関としての活動の概要につ

いて紹介する。 
 

２．鉄道認証機関の体制整備と現状

２．１．日本における認証機関の必要性

海外市場では、規格として EN 規格(欧州統一規
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の実績等の観点から鉄道認証機関としての適格性

を有するものとされ、平成 23 年 4 月に鉄道認証室

を設け、ISO（国際標準化機構）及び IEC（国際電

気標準会議）共通のガイドである当時の ISO/IEC 
Guide65（製品認証機関に対する一般要求事項）に

基づく体制整備を行った。また、平成 24 年 9 月に

は、認定機関である独立行政法人製品評価技術基盤

機構認定センターより、鉄道分野の認証機関として

国内初の「認定」を取得した。 
その後、ISO/IEC Guide65 に代わり ISO/IEC 

17065 が発行されたことに対応し、平成 27 年 2 月

には ISO/IEC 17065 に準拠した認証業務運営に移

行した。さらに、平成 28 年 4 月に旧独立行政法人

交通安全環境研究所は、旧自動車検査独立行政法人

と統合後、独立行政法人自動車技術総合機構内の機

関として「交通安全環境研究所」が位置づけられる

中で業務に取り組んでいる。現在の認証業務実施体

制の概要を図１に示す。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図１ 認証業務実施体制 
 
 
２．３．認証対象規格と認定の取得

認証対象規格は、発足前の関係者において選定さ

れた海外でニーズの高い IEC 62278、IEC 62279、 
IEC 62280、IEC 62425 及び IEC 62236 の 5 規格

である。当初、IEC 62425 を対象とする認定を取得

して以降、認定機関による定期的な検査が実施され、

当認証機関の適格性が継続的に認められてきてい

る。さらに、平成 28 年 9 月には、IEC 62279 及び
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講演４．鉄道製品の調達と

 
鉄道認証室 ※渡邉 朝紀 

 
１．はじめに 

RAMS 規格 IEC 62278 (鉄道分野－信頼性、アベ

イラビリティ、保全性、安全性（RAMS）の仕様と

実証) は、2002 年に発行され、現在では海外にお

ける鉄道関係の調達では欠かせない規格となって

いる。国内の商習慣とは異なる海外でビジネスを行

う企業は、国内における契約との様々な違いととも

に、この規格に対応していくことが必要である。 
交通安全環境研究所鉄道認証室では、鉄道製品の

国際展開に対する取組として、鉄道製品認証を担当

しており、IEC 62278 に対する認証に取り組んでい

るところである。 
本講演では、この規格の歴史的経緯、及び海外で

発生している鉄道製品の調達に関わるトラブル、最

近の RAMS 規格改定の動向について紹介する。 
 

２． 規格の歴史的経緯

２．１．米国における経緯 
米国の場合、1970 年代から信号保安装置の調達

で、都市鉄道の安全性や信頼性の確保が議論された

ようである。1976 年に米国議会が都市鉄道の保安

装置や自動運転について調査を行っている 1)。1965
年から 1974 年の間に、35 件の列車衝突と 52 件の

脱線があった。列車衝突のすべてと脱線の 3 分の 2
はヒューマンエラーによるものであった。この調査

分析から列車防護として、ATC(ATP(自動列車防護

装置)を含む自動制御装置)が、手動方式より優れて

いることが確認され、ATP に起因する事故件数もサ

ンフランシスコの BART(湾岸高速鉄道 )の初期

(1972 年)の一つだけであった。事故内容は、車上速

度制御装置の水晶発振器の故障により、列車が駅に

進入するも速度が上昇して、線路端を逸脱したもの

であった。一方で、BART は車上装置の故障で、1974
年 5 月〜1975 年 1 月まで保有する列車のうち、ほ

ぼ半分しか営業使用できなかった。ここに複雑な制

御装置の信頼性等がクローズアップされることと

なった。 
1974年 DOT (米国運輸省)の交通システムセンタ

ーは、ATC の調査から、複雑な制御装置において

full-safe design は実際には不可能であり、保安装

置の安全性は、安全の確かさの確率を受け入れ可能

なレベルにできるかに帰着するとしている。 
また同時期に米国運輸安全委員会(NTSB)が、従

来の fail-safe approach に加えて、total system 
safety を提唱しており、FTA(フォールトの木解析)
から安全にクリティカルな部品を見出すこと、冗長

性の確保などを挙げている。 
これらを受けて鉄道事業者は、Reliability, 

Maintainability and Availability 問題に、ますます

関心を持ち、それらの仕様に取り組むようになった。 
1981 年に APTA(米国公共輸送協会)から「都市鉄

道装置の RAM 仕様ガイドライン」が発行された 2)。 
なお、国内メーカの技報には「’83 年に受注した

ボストン MBA 向け LRV の仕様書で、安全性解析、

信頼性試験、保全性チェックリストなどが求められ

たのが黎明期といえる。その後の海外案件ではこの

RAMS 活動要求が当たり前のものとなり、」との記

述がみられる 3)。 
２．２．製造物責任法による影響 4) 

欧州では、1960 年代のグリュネンタール社の催

眠鎮静薬によるサリドマイド事件や 1974 年のマク

ドネル・ダグラス社製トルコ航空機墜落事件を契機

として、製造者に対する厳格責任の導入の声が高ま

り、1968 年ごろから欧州委員会において製造物責

任(PL)に関する草案の検討が開始され、紆余曲折を

経て 1985 年に PL 指令(欠陥製造物に対する賠償責

任に関する加盟国の法律、規制および行政規定の等

質化についての EC 閣僚理事会指令)が成立した。

この指令の主な内容は以下のとおりであり、3 年以

内に国内 PL 法を制定することを加盟国に要請して

IEC62280 が認定規格として加えられた。現在の認

証対象規格を表 1 に示す。 
 

表 1 認証対象規格及び認定規格 
規格名称 規格番号 認定規格

信頼性、アベイラビリティ、保全性、安全性（ ）

の仕様と実証

通信、信号

及び処理シ

ステム

信号用の安全関連電子システム
○

鉄道の制御、保護システム用ソフトウ

ェア
○

○
クローズトトランスミッションシステム

における安全性に関する通信
○

オープントランスミッションシステム

における安全性に関する通信
○

トランスミッションシステムにおける

安全性に関する通信
○

電磁両立性
通則、鉄道システム全体の外部等への

エミッション等

～

 
３．認証機関としての活動

３．１．認証の業務

 これまでの認証書の発行実績は合計 21 件となっ

ている（表 2 参照）。このうち認証が維持されてい

るものは 19 件、認証取得者の申請により認証を終

了したものは 2 件となっている。 
３．２．広報活動

また、鉄道認証情報交換会、WEB ページによる

情報提供、国内外の各種展示等を通じて認証活動を

国内外に広く周知することにより、当認証機関の活

用を促すとともに、国際通用性を高めるための広報

活動にも力を注いでいる。 
 

表 2 認証書発行実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．今後の取組について

４．１．認定規格の拡充

平成 28 年 3 月に IEC 62278 を適用規格とする

認証書を発行したことに伴い、この実績に基づき認

定規格の拡充に向けた諸手続を行っているところ

である。今後も、国際規格の動向と認証ニーズを反

映し、認証対象規格及び認定範囲の更なる拡大につ

いても検討を行うことが必要であると考えている。 
４．２．内外の動向への対応

基準等の性能規定化後、メーカーや鉄道事業者に

おいて新技術の導入に積極的に取り組まれ、鉄道サ

ービスの安全性／信頼性の向上が図られてきてい

る。鉄道製品やシステムへの新たな技術の導入にあ

たっては、社会(的)受容性に対する説明責任の要請

から、管理主体が行う安全性／信頼性の判断につい

て、今後とも合理性や客観性が確保されることが求

められる。また、メーカー等の創意工夫による新技

術の導入や、長期間のライフサイクルを有する製品

の使用・保守を行う鉄道事業者の取組が進められる

中で、鉄道製品・技術の国際展開にあたっては、引

き続き、より一層多くのケースにおいて国際規格へ

の適合性が求められるものと考えられる。 
このような状況の下、国際展開にあたっての国際

社会との整合性の確保の観点や、新たな技術の社会

受容性に対する説明責任の要請から、技術とマネジ

メントの組み合わせによって製品安全性等を達成

することを目標とする機能安全規格への取組とと

もに、その基盤となる技術評価手法の整備や第三者

機関による規格適合性評価／認証の重要性が益々

高まっていくものと考えられる。 
このため、認証機関に対する国際規格の要求事項

を遵守し認定の維持を図ることはもちろん、引き続

き、認証業務を着実に進め、認証実績の拡充と認証

範囲の拡大に努めることする。また、RAMS 規格を

はじめとする国際規格の動向を踏まえつつ、これら

へ適確に対応できるように、評価／認証業務のさら

なる適正化を図っていきたいと考えている。このよ

うな活動を通じて、当研究所では、公平中立の立場

から、日本の鉄道製品・システムの認証を通じて、

日本の鉄道技術の国際展開や鉄道技術の維持・発展

に引き続き貢献したいと考えている。鉄道業界の

様々な立場の方々並びに関係機関のご指導、ご協力

をお願いする。 
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講演４．鉄道製品の調達と

 
鉄道認証室 ※渡邉 朝紀 

 
１．はじめに 

RAMS 規格 IEC 62278 (鉄道分野－信頼性、アベ

イラビリティ、保全性、安全性（RAMS）の仕様と

実証) は、2002 年に発行され、現在では海外にお

ける鉄道関係の調達では欠かせない規格となって

いる。国内の商習慣とは異なる海外でビジネスを行

う企業は、国内における契約との様々な違いととも

に、この規格に対応していくことが必要である。 
交通安全環境研究所鉄道認証室では、鉄道製品の

国際展開に対する取組として、鉄道製品認証を担当

しており、IEC 62278 に対する認証に取り組んでい

るところである。 
本講演では、この規格の歴史的経緯、及び海外で

発生している鉄道製品の調達に関わるトラブル、最

近の RAMS 規格改定の動向について紹介する。 
 

２． 規格の歴史的経緯

２．１．米国における経緯 
米国の場合、1970 年代から信号保安装置の調達

で、都市鉄道の安全性や信頼性の確保が議論された

ようである。1976 年に米国議会が都市鉄道の保安

装置や自動運転について調査を行っている 1)。1965
年から 1974 年の間に、35 件の列車衝突と 52 件の

脱線があった。列車衝突のすべてと脱線の 3 分の 2
はヒューマンエラーによるものであった。この調査

分析から列車防護として、ATC(ATP(自動列車防護

装置)を含む自動制御装置)が、手動方式より優れて

いることが確認され、ATP に起因する事故件数もサ

ンフランシスコの BART(湾岸高速鉄道 )の初期

(1972 年)の一つだけであった。事故内容は、車上速

度制御装置の水晶発振器の故障により、列車が駅に

進入するも速度が上昇して、線路端を逸脱したもの

であった。一方で、BART は車上装置の故障で、1974
年 5 月〜1975 年 1 月まで保有する列車のうち、ほ

ぼ半分しか営業使用できなかった。ここに複雑な制

御装置の信頼性等がクローズアップされることと

なった。 
1974年 DOT (米国運輸省)の交通システムセンタ

ーは、ATC の調査から、複雑な制御装置において

full-safe design は実際には不可能であり、保安装

置の安全性は、安全の確かさの確率を受け入れ可能

なレベルにできるかに帰着するとしている。 
また同時期に米国運輸安全委員会(NTSB)が、従

来の fail-safe approach に加えて、total system 
safety を提唱しており、FTA(フォールトの木解析)
から安全にクリティカルな部品を見出すこと、冗長

性の確保などを挙げている。 
これらを受けて鉄道事業者は、Reliability, 

Maintainability and Availability 問題に、ますます

関心を持ち、それらの仕様に取り組むようになった。 
1981 年に APTA(米国公共輸送協会)から「都市鉄

道装置の RAM 仕様ガイドライン」が発行された 2)。 
なお、国内メーカの技報には「’83 年に受注した

ボストン MBA 向け LRV の仕様書で、安全性解析、

信頼性試験、保全性チェックリストなどが求められ

たのが黎明期といえる。その後の海外案件ではこの

RAMS 活動要求が当たり前のものとなり、」との記

述がみられる 3)。 
２．２．製造物責任法による影響 4) 

欧州では、1960 年代のグリュネンタール社の催

眠鎮静薬によるサリドマイド事件や 1974 年のマク

ドネル・ダグラス社製トルコ航空機墜落事件を契機

として、製造者に対する厳格責任の導入の声が高ま

り、1968 年ごろから欧州委員会において製造物責

任(PL)に関する草案の検討が開始され、紆余曲折を

経て 1985 年に PL 指令(欠陥製造物に対する賠償責

任に関する加盟国の法律、規制および行政規定の等

質化についての EC 閣僚理事会指令)が成立した。

この指令の主な内容は以下のとおりであり、3 年以

内に国内 PL 法を制定することを加盟国に要請して

IEC62280 が認定規格として加えられた。現在の認

証対象規格を表 1 に示す。 
 

表 1 認証対象規格及び認定規格 
規格名称 規格番号 認定規格

信頼性、アベイラビリティ、保全性、安全性（ ）

の仕様と実証

通信、信号

及び処理シ

ステム

信号用の安全関連電子システム
○

鉄道の制御、保護システム用ソフトウ

ェア
○

○
クローズトトランスミッションシステム

における安全性に関する通信
○

オープントランスミッションシステム

における安全性に関する通信
○

トランスミッションシステムにおける

安全性に関する通信
○

電磁両立性
通則、鉄道システム全体の外部等への

エミッション等

～

 
３．認証機関としての活動

３．１．認証の業務

 これまでの認証書の発行実績は合計 21 件となっ

ている（表 2 参照）。このうち認証が維持されてい

るものは 19 件、認証取得者の申請により認証を終

了したものは 2 件となっている。 
３．２．広報活動

また、鉄道認証情報交換会、WEB ページによる

情報提供、国内外の各種展示等を通じて認証活動を

国内外に広く周知することにより、当認証機関の活

用を促すとともに、国際通用性を高めるための広報

活動にも力を注いでいる。 
 

表 2 認証書発行実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．今後の取組について

４．１．認定規格の拡充

平成 28 年 3 月に IEC 62278 を適用規格とする

認証書を発行したことに伴い、この実績に基づき認

定規格の拡充に向けた諸手続を行っているところ

である。今後も、国際規格の動向と認証ニーズを反

映し、認証対象規格及び認定範囲の更なる拡大につ

いても検討を行うことが必要であると考えている。 
４．２．内外の動向への対応

基準等の性能規定化後、メーカーや鉄道事業者に

おいて新技術の導入に積極的に取り組まれ、鉄道サ

ービスの安全性／信頼性の向上が図られてきてい

る。鉄道製品やシステムへの新たな技術の導入にあ

たっては、社会(的)受容性に対する説明責任の要請

から、管理主体が行う安全性／信頼性の判断につい

て、今後とも合理性や客観性が確保されることが求

められる。また、メーカー等の創意工夫による新技

術の導入や、長期間のライフサイクルを有する製品

の使用・保守を行う鉄道事業者の取組が進められる

中で、鉄道製品・技術の国際展開にあたっては、引

き続き、より一層多くのケースにおいて国際規格へ

の適合性が求められるものと考えられる。 
このような状況の下、国際展開にあたっての国際

社会との整合性の確保の観点や、新たな技術の社会

受容性に対する説明責任の要請から、技術とマネジ

メントの組み合わせによって製品安全性等を達成

することを目標とする機能安全規格への取組とと

もに、その基盤となる技術評価手法の整備や第三者

機関による規格適合性評価／認証の重要性が益々

高まっていくものと考えられる。 
このため、認証機関に対する国際規格の要求事項

を遵守し認定の維持を図ることはもちろん、引き続

き、認証業務を着実に進め、認証実績の拡充と認証

範囲の拡大に努めることする。また、RAMS 規格を

はじめとする国際規格の動向を踏まえつつ、これら

へ適確に対応できるように、評価／認証業務のさら

なる適正化を図っていきたいと考えている。このよ

うな活動を通じて、当研究所では、公平中立の立場

から、日本の鉄道製品・システムの認証を通じて、

日本の鉄道技術の国際展開や鉄道技術の維持・発展

に引き続き貢献したいと考えている。鉄道業界の

様々な立場の方々並びに関係機関のご指導、ご協力

をお願いする。 
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べる。 
３．１．  7),8) 

2001 年に鳴物入りで登場したディーゼル式高速

振り子列車 ICE TD(20 編成)は、車体傾斜装置など

で重篤なトラブルが頻発し、2003 年に運用中止と

なった。ドイツ鉄道が全車両をシーメンスに返却す

るとのニュースが流れたが、その後シーメンスが高

速列車 1 編成を寄贈することで決着した。その列車

は営業用ではなく、製品を試験する列車とのこと。

2008 年には、次項の IC 4 で悩むデンマークに一部

が貸し出されている(13 年間)。 
３．２．

2002 年にデンマーク国鉄は、4 両編成の気動車

IC4 を 83 編成、アンサルドブレダに 50 億クローネ

で発注した。最高速度は 200km/h。2006 年 1 月 1
日営業開始予定だった。しかし 2005 年 8 月に運転

試験を開始するも、安全性で不満足な結果となり、

試験延期となった。保安装置と関連ソフトウエアが

問題とのことであった。メーカが 2.5 億クローネを

補償として支払った 9)。更に 2007 年 6 月に営業試

用を開始するも、2008 年 3 月に技術上の理由で中

止となった。排気の悪臭で乗務員が乗務を拒否した

という。8 月から試用を再開し、12 月から営業に供

された。当初計画の併結運転ができないので、年末

年始の多客期に使用できなかった。デンマーク国鉄

は、2009 年 5 月までにまともに機能する 14 編成を

営業に使えなければ、50 億クローネの契約はキャ

ンセルするとメーカに最後通告した 10)。デンマーク

国鉄の話では、納入された 5 編成の機能はとても満

足できるものではなく、トラブルシューティングの

ために技術要員を新たに配置する必要があった。紆

余曲折を経て 2013 年に全編成納入されたが、トラ

ブルが多く、2016 年末にデンマーク国鉄は、コン

サルティング報告を受けて、2024 年までに順次廃

車にすることを決定した 11)。 
３．３．

2004 年オランダ高速鉄道とベルギー国鉄は、合

わせて 19 編成の高速列車をアンサルドブレダに発

注した。当初は 2007 年に納入される予定だった。

ベルギー側の安全当局からの認可がおりなかった

が、ようやく認可されて 2012 年 12 月にブリュッ

セル〜アムステルダム間の運行を開始するも、車体

下部に付着した雪が原因で車両機器の破損が発生

するなどトラブルが相次ぎ、運行許可が取り消され、

2013 年 1 月 17 日から全列車の運行が停止された。

ベルギー国鉄は、2013 年 5 月 31 日に、「設計・製

造において信頼性と安全性の観点から根本的な欠

陥がある」とのコンサルタントの指摘を受けて、発

注をキャンセルした。6 月 7 日にはオランダ高速鉄

道も発注をキャンセルした。13) 
３．４．Ｓバーン

2013 年 3 月、ドイツ鉄道は、ベルリンの S バー

ン用車両(愛称名 TALENT 2)に関し、ボンバルディ

アに対して 4.68 億ドルの損害賠償請求の訴訟をベ

ルリンの裁判所に申し立てた。これは、車軸・車輪

の設計変更・交換にかかった費用で、ブレーキシス

テムと主電動機の調整分も含まれる。話し合いがつ

かないので、訴訟を起こしたとのことである。この

ほか、他の車両に関してベルリンとミュンヘンで

2.14 億ドル賠償請求の訴訟も起こしている。2015
年 3 月の報道によると両者は、複数の訴訟で和解し

た。和解内容は公表されていない 15)。 
３．５．トロント路面電車

トロント市交通局 TTC とトロント周辺地域の交

通を担うメトロリンクスはボンバルディアとそれ

ぞれ、2009 年に 204 編成(12 億カナダドル)、2010
年に 182編成(7.7億カナダドル)のLRV 調達契約を

結んだ。トロント市の場合 2015 年 1 月時点で予定

した 43 編成に対し、3 編成しか営業投入されてい

ない。車椅子乗降のための設計不具合、部品の遅配、

配線接続誤り、車体溶接の稚拙、訓練するとすぐや

めてしまう溶接工などが指摘されている。ボンバル

ディア幹部の報酬返却、メトロリンクスによるアル

ストムとの別途契約、両者の応酬などが起きており、

刻々と事態が進んでいる。 
 

以上欧米では、RAMS 規格が成立した後も、鉄

道製品の調達で大きなトラブルが発生している。し

かも何れも欧米の契約を熟知した発注側と主要メ

ーカの間で起きている。今後海外企業とのやりとり

は増えると予想されるが、百戦練磨の彼らでさえ、

互いに持て余していることに、国内の関係者は留意

することが必要と思われる。 
 

４．鉄道製品調達の内外の相違 
鉄道製品、例えば鉄道車両の場合、国内では一般

いる。 
・被害者は損害の発生、欠陥の存在、因果関係の立

証責任がある。(従来と異なり、被害者によるメー

カの責任の立証が不要となった) 
・賠償金額の上限: 多数の加盟国で上限なし。 
・製造業者が製造物責任を問われない場合は、(a)
流通させなかったこと、(b)流通時点では欠陥がなか

ったこと、(c)販売目的で製造されたものでなかった

こと、(d)規制当局の指示で欠陥が発生したこと、(e)
当時の科学的・技術的水準では、欠陥の発見は不可

能だったこと(開発危険の抗弁)、(f)部品の場合、完

成品側の設計に欠陥があったこと、のいずれかを製

造業者が立証できた場合である。 
なお、米国では、多数の PL 訴訟があり、製造業

者としては、安全度を高めて PL 訴訟を避けるため

に、構成管理や安全性解析、リスク管理が重要とな

った。 
２．３．鉄道におけるセーフティケースの経緯 

セーフティケースを鉄道に導入したのは英国で

ある 5)。Safety Case の語は、ある組織が危険を伴

う活動(Hazardous Activity)をしようとすれば、そ

れを安全に遂行することを立証しなければならな

い(must make a case that it will do so safely)とい

うことからきている。1971 年に原子力で、1984 年

に Control of Industrial Major Accidents Hazards 
Regulations (CIMAH)で導入された。監督官庁は産

業安全を担う Health and Safety Executive (HSE)
である。 

1993 年の英国の鉄道法で、英国国鉄は、軌道と

信号を保有する Railtrack 社、30 の列車運行会社な

どに分割された。 
鉄道の safety regulator(安全規制庁)は、1840 年

以来永らく HM Railway Inspectorate (HMRI)で
あったが、1990 年に HSE に移管された。民営化に

当たって HSE から安全確保体制について提言がな

され、1994 年に Railway Safety Case Regulations
が導入された。 

この規則により、英国では infrastructure 
controller と railway operator はセーフティケース

を作成し、それが他者(operator の場合、infrastruc- 
ture controller)に受け入れられるものでなければ

ならなくなった。なお、セーフティケースには、(a)
安全施策、(b)起こり得るリスクの評価、(c)安全管

理システムの記述が含まれる。 
２．４． の開発と国際規格化 

上述のように、鉄道事業者、製造業者とも鉄道運

行や製品の安全性・信頼性が確実であることの証明

が必要になってきており、そのための規格のニーズ

が高まっていた。そして 1993 年より RAMS の欧州

規格 EN 50126 の開発が始まった 6)。1995 年には

原案である prEN 50126 が公開され、直ちに実際に

使用されたようである。前出の技報には「本 KCRC 
(香港地下鉄)案件では…当時まだ prEN 50126 とし

て規格化準備段階の欧州仕様に則ることを要求さ

れるなど、それまでの案件とは比較にならないほど

厳格な取り組みを余儀なくされた。」との記述があ

る 3)。EN 50126 は 1999 年に発行された。 
この欧州規格はそのまま国際規格案として、2001

年に IEC(国際電気標準会議) TC9(鉄道電気設備専

門委員会)に提案された。日本は TC9 の年次総会で、

国際規格として義務化することに反対意見を述べ

たが、この時ばかりは、短時間で多数決により採択

された。当時の会議でドイツ代表は「欧州内のさま

ざまな意見を抑えて、やっとまとめあげた規格案だ、

日本の言い分を少しでも聞き入れたら、忽ち蜂の巣

をつついたようになり、瓦解してしまう。」と発言

していた。このような訳で欧州規格 EN 50126 がほ

ぼそのまま IEC 62278 となり、翌 2002 年には国際

規格として発行された。 
IEC 62278(EN 50126)には、製品やシステムのラ

イサイクルの各段階において、RAM 活動と Safety
活動について実施すべきことが、項目として列挙さ

れているのみで、活動の具体的な深度や、どのよう

な文書群を作成すべきかについては、明示されてい

ない。そこで保安装置などの電気電子装置のセーフ

ティケースに関し欧州規格 EN 50129、ソフトウエ

アの安全性に関し EN 50128、安全関連伝送に関し

EN 50159-1、 EN 50159-2 が作成され、それらが

国際規格 IEC 62425、IEC 62279、IEC 62280-1、 
IEC 62280-2 として、それぞれ発行された。 
 

３．海外における鉄道製品調達のトラブル 
上記の経緯のとおり、鉄道運行や製品の安全性・

信頼性が確実であることを証明するための RAMS
規格が成立した後も、欧米においては、鉄道製品の

調達をめぐるトラブルが絶えない。幾つかの例を述
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べる。 
３．１．  7),8) 

2001 年に鳴物入りで登場したディーゼル式高速

振り子列車 ICE TD(20 編成)は、車体傾斜装置など

で重篤なトラブルが頻発し、2003 年に運用中止と

なった。ドイツ鉄道が全車両をシーメンスに返却す

るとのニュースが流れたが、その後シーメンスが高

速列車 1 編成を寄贈することで決着した。その列車
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３．２．

2002 年にデンマーク国鉄は、4 両編成の気動車
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で発注した。最高速度は 200km/h。2006 年 1 月 1
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年始の多客期に使用できなかった。デンマーク国鉄

は、2009 年 5 月までにまともに機能する 14 編成を

営業に使えなければ、50 億クローネの契約はキャ

ンセルするとメーカに最後通告した 10)。デンマーク

国鉄の話では、納入された 5 編成の機能はとても満

足できるものではなく、トラブルシューティングの

ために技術要員を新たに配置する必要があった。紆

余曲折を経て 2013 年に全編成納入されたが、トラ

ブルが多く、2016 年末にデンマーク国鉄は、コン

サルティング報告を受けて、2024 年までに順次廃
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３．３．

2004 年オランダ高速鉄道とベルギー国鉄は、合

わせて 19 編成の高速列車をアンサルドブレダに発

注した。当初は 2007 年に納入される予定だった。

ベルギー側の安全当局からの認可がおりなかった
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陥がある」とのコンサルタントの指摘を受けて、発

注をキャンセルした。6 月 7 日にはオランダ高速鉄

道も発注をキャンセルした。13) 
３．４．Ｓバーン

2013 年 3 月、ドイツ鉄道は、ベルリンの S バー

ン用車両(愛称名 TALENT 2)に関し、ボンバルディ

アに対して 4.68 億ドルの損害賠償請求の訴訟をベ

ルリンの裁判所に申し立てた。これは、車軸・車輪

の設計変更・交換にかかった費用で、ブレーキシス
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かないので、訴訟を起こしたとのことである。この
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刻々と事態が進んでいる。 
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原案である prEN 50126 が公開され、直ちに実際に

使用されたようである。前出の技報には「本 KCRC 
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をつついたようになり、瓦解してしまう。」と発言

していた。このような訳で欧州規格 EN 50126 がほ

ぼそのまま IEC 62278 となり、翌 2002 年には国際

規格として発行された。 
IEC 62278(EN 50126)には、製品やシステムのラ

イサイクルの各段階において、RAM 活動と Safety
活動について実施すべきことが、項目として列挙さ

れているのみで、活動の具体的な深度や、どのよう

な文書群を作成すべきかについては、明示されてい

ない。そこで保安装置などの電気電子装置のセーフ
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アの安全性に関し EN 50128、安全関連伝送に関し

EN 50159-1、 EN 50159-2 が作成され、それらが

国際規格 IEC 62425、IEC 62279、IEC 62280-1、 
IEC 62280-2 として、それぞれ発行された。 
 

３．海外における鉄道製品調達のトラブル 
上記の経緯のとおり、鉄道運行や製品の安全性・
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的に鉄道会社は鉄道車両全体を鉄道車両メーカに

発注するのではなく、主要部品を鉄道会社が自ら調

達し、それを鉄道車両メーカに支給する。鉄道会社

が鉄道車両メーカに発注するのは、車体の製作と部

品のぎ装である。このような発注形態は程度の違い

はあれ、国内のインフラビジネスに共通である。 
欧州では、過去に鉄道車両を車体と電気品との二

つに分けて発注する形態もあったが、現在では欧州

のみならず海外では一般に、鉄道車両あるいは鉄道

システム全体が一括して発注される。この場合、受

注したメーカはシステムのとりまとめをするシス

テムインテグレータである。 
国内ビジネスでは、メーカがシステムインテグレ

ータとなることはないので、海外での受注活動には、

複数企業がコンソーシアムを作るなど国内と異な

る取り組みが必要となっている。 
 

５．最近の RAMS 規格改定の動向 
現在 RAMS に関連する国際規格として、IEC 

62278 (RAMS 一般)、IEC 62425(セーフティケー

ス)、 IEC 62279(安全関連ソフトウエア)、IEC 
62280(安全関連伝送 )、IEC/TR 62278-3(車両の

RAM)、IEC/TR 62278-4(RAM リスクと RAM ライ

フサイクル)がある。 
以前から RAMS 規格の体系化の動きがあるが、

IEC TC9 の場では欧州側は、欧州規格として変更

が完了してから、国際規格として提案するとの立場

である。近々国際規格としての提案が予想される。 
欧州での審議状況を見ると、EN 50126-1(IEC 

62278にほぼ対応)とEN 50126-2( 安全へのシステ

ムアプローチ)が承認され、エディトリアルな変更

がなされているところである。また prEN 50129 
(IEC 62425 に対応する欧州規格案)が照会段階で、

2018 年に承認される予定となっている。 
以上から、発行間近の欧州 3 規格に対応して、欧

州から IEC 62278 と IEC 62425 の改定、及び IEC 
62278-2 の新規作成が提案されるものと予想され

る。このほか技術報告となっている IEC/TR 
62278-3 と IEC/TR 62278-4 の動向を注視する必要

がある。特に IEC/TR 62278-4 は日本提案であり 5)、

IEC 規格とすることが望まれる。 
 
 

６．まとめ 
RAMS 規格の歴史的経緯、海外で頻繁に発生し

ている鉄道製品の調達に関わるトラブル、最近の

RAMS 規格改定の動向について述べた。 
今後、RAMS 規格の改定が進むにあたり、これ

に適切に対応できるか否かが国際展開の鍵になる

かと思われる。交通安全環境研究所鉄道認証室は、

RAMS 規格への対応を含め、国際展開支援への努

力を継続する所存である。鉄道業界の様々な方々並

びに関係機関のご指導、ご協力をお願いする。 
 

参考文献 
1) Automatic Train Control in Rail Rapid Transit, United 

States Congress (1976) 
2) Guideline for rail rapid transit equipment reliability, 

availability and Maintainability specification, APTA 
(1981) 

3) 吉原宗明, ”RAMS－客先要求と欧米の実態”, 近畿車輛技

報, No.9, pp.16-19(2002) 
4) 欧州諸国の PL(製造物責任)法制度と製品安全性規制の動

向, Risk Solutions Report, Vol.6, 銀泉(2014) 
5) Andrew W Evans, “Railway safety cases and railway 

risk assessment in Britain”, 4th International conference 
of competition & ownership in land passenger transport, 
pp.170-188 (1995) 

6) Cenelec HP (www.cenelec.eu) >Standards Development 
>Technical Bodies > TC9X > Projects > EN 50126 

7) “ICE orders confirmed”, www.railwaygazette.com, 01 
June 2001 

8) “Learning lessons from tilting trains”, 
www.railwaygazette.com, 01 Aug 2004 

9) “Late deliveries justify compensation”, 
www.railwaygazette.com, 01 Jan 2006 

10) “DSB issues IC4 ultimatum”, www.railwaygazette.com, 
03 July 2008 

11) “DSB sets IC4 withdrawal date to close an ‘unhappy 
chapter’”, www.railwaygazette.com, 16 Dec 2016 

12) “Fyra high-speed train”, www.railway-technology.com 
13) “SNCB pulls out of Fyra V250 deal”, 

www.railwaygazette.com, 03 Jun 2013 
14) “Bombardier sued over alleged train defects in 

Germany”, CTV News, March 4 2013 
15) “DB and Bombardier reach settlement on Disputes over 

various vehicle projects”, Berlin Transportation, Press 
Release, March 20 2015 

16) “Inside Bombardier’s delayed streetcar deliveries, ‘Not 
in Service’”, Toronto Star, May 5 2017 



的に鉄道会社は鉄道車両全体を鉄道車両メーカに

発注するのではなく、主要部品を鉄道会社が自ら調

達し、それを鉄道車両メーカに支給する。鉄道会社

が鉄道車両メーカに発注するのは、車体の製作と部

品のぎ装である。このような発注形態は程度の違い

はあれ、国内のインフラビジネスに共通である。 
欧州では、過去に鉄道車両を車体と電気品との二

つに分けて発注する形態もあったが、現在では欧州

のみならず海外では一般に、鉄道車両あるいは鉄道

システム全体が一括して発注される。この場合、受

注したメーカはシステムのとりまとめをするシス

テムインテグレータである。 
国内ビジネスでは、メーカがシステムインテグレ

ータとなることはないので、海外での受注活動には、

複数企業がコンソーシアムを作るなど国内と異な

る取り組みが必要となっている。 
 

５．最近の RAMS 規格改定の動向 
現在 RAMS に関連する国際規格として、IEC 

62278 (RAMS 一般)、IEC 62425(セーフティケー

ス)、 IEC 62279(安全関連ソフトウエア)、IEC 
62280(安全関連伝送 )、IEC/TR 62278-3(車両の

RAM)、IEC/TR 62278-4(RAM リスクと RAM ライ

フサイクル)がある。 
以前から RAMS 規格の体系化の動きがあるが、

IEC TC9 の場では欧州側は、欧州規格として変更

が完了してから、国際規格として提案するとの立場

である。近々国際規格としての提案が予想される。 
欧州での審議状況を見ると、EN 50126-1(IEC 

62278にほぼ対応)とEN 50126-2( 安全へのシステ

ムアプローチ)が承認され、エディトリアルな変更

がなされているところである。また prEN 50129 
(IEC 62425 に対応する欧州規格案)が照会段階で、

2018 年に承認される予定となっている。 
以上から、発行間近の欧州 3 規格に対応して、欧

州から IEC 62278 と IEC 62425 の改定、及び IEC 
62278-2 の新規作成が提案されるものと予想され

る。このほか技術報告となっている IEC/TR 
62278-3 と IEC/TR 62278-4 の動向を注視する必要

がある。特に IEC/TR 62278-4 は日本提案であり 5)、

IEC 規格とすることが望まれる。 
 
 

６．まとめ 
RAMS 規格の歴史的経緯、海外で頻繁に発生し

ている鉄道製品の調達に関わるトラブル、最近の

RAMS 規格改定の動向について述べた。 
今後、RAMS 規格の改定が進むにあたり、これ

に適切に対応できるか否かが国際展開の鍵になる

かと思われる。交通安全環境研究所鉄道認証室は、

RAMS 規格への対応を含め、国際展開支援への努

力を継続する所存である。鉄道業界の様々な方々並

びに関係機関のご指導、ご協力をお願いする。 
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自動車研究部における研究の概要と方向性
 

自動車研究部 河合 英直

．はじめに

近年、自動車に対する先進技術の導入が著しく、また

その開発速度も速くなってきている。自動車研究部にお

いても自動車の安全、環境に係る先進技術に対して柔

軟かつ総合的に対応するのみでなく、普及が見込まれる

将来技術に対しても調査研究を行い、自動車全般に対

する安全・環境に係る国の施策立案・基準策定を技術

的に支援していくことを目的として種々の課題に取

り組んでいる。

安全分野において、国土交通省は車両の安全対策に

より 年の交通事故死者数を 年比で約 人

削減する数値目標を掲げており、この目標達成のために

は衝突安全によって車両乗車時の死者数を削減するの

みならず、さらに積極的に事故を未然に防止し、歩行

者、自転車乗員、高齢者に代表される交通弱者の被害を

削減することが重要となる。自動車研究部では、交通弱

者の被害軽減と自動運転を見据えた先進安全技術の効

果評価に着目しつつ調査・研究を進めている。

環境分野においては、大気環境保護のため、厳しい

排出ガス規制と高水準の燃費基準の両立が求められて

いる。この要求に応えるため、新しい燃焼技術や排出ガ

ス浄化技術とともに電動化技術が導入され、それらを緻

密に制御する先進技術の搭載が進んできている。このよ

うな先進技術が搭載された車両において、実際の走行状

態における排出ガス低減、燃費性能向上を効果的に進

めるためには、代表的走行条件において評価を行う従来

の台上試験だけではなく、様々に条件が変化する実路

走行時の排出ガス、燃費の評価を可能とする路上走行

試験が重要になる。 年に米国において発生したディ

ーゼル乗用車に対する排出ガス不正事案を受け、国内

においてもディーゼル乗用車に対する検査方法の見直

しが検討され、 年度より路上走行検査を導入するこ

とが提言された。自動車研究部では、以前より車載式排

出ガ ス 測定 シ ス テ ム

を活用した研究を進めてきたが、

この 研究により培った知見を基に、検査方法の見

直しに積極的に協力するとともに、国内に導入される路

上走行検査方法について技術的検討を進めている。ま

た、将来の政策検討に役立てることを目的に、現在採用

されている技術にとどまらず、将来採用が見込まれる先

進技術が排出ガスや燃費に及ぼす影響等について詳細

に予測する為の研究も進めている。

自動車研究部では、部内に衝突安全、予防安全、電

気・電子技術・情報、視認性、点検整備、大気環境、電動

系、騒音のグループを構成し、自動車全般に係る技術行

政の推進に資する調査・研究及び国際基準調和活動に

対する技術支援に取り組んでいる。

２．研究概要

２．１．衝突安全グループ

衝突安全グループでは、交通事故の多様な実態を踏

まえ、車両の衝突安全について広く検討している。交通

事故の調査解析、実車衝突実験、スレッド実験等による

コンポーネント試験、シミュレーション解析等を行うととも

に、頭部傷害に関する生体工学についても継続的に研

究に取り組んでおり、交通弱者も念頭に衝突事故被害軽

減を一層図るため子供乗員、高齢者乗員、自転車乗員

等の保護に関する調査・検討を行っている。自転車乗員

保護に関しては、未だ明らかにされていない点も多い交

差点での事故実態について詳細な調査を行うとともに、

車両対歩行者の場合と比較して、その移動速度も速く、

並進時の事故や後突事故も多いという特徴を持つ対自

転車事故に対する効果的な対策と先進安全技術のあり

方及びそれらの評価手法に関して検討している。

２．２．予防安全グループ

交通弱者に対する効果が期待される先進技術を用い

た予防安全技術の交通社会への普及を支援するため、
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その試験法の検討や効果評価に関する研究を実施して

いる。同時に、将来の自動運転車の安全な普及につな

がる要素技術の作動特性、安全な手動操作への遷移方

法等人とシステムとの相互関係に関する研究を進めてい

る。また、高齢者等の認知障害や発作・急病等に由来す

る交通事故の増加が懸念されている中で、杏林大学医

学部とも協力し、高齢ドライバ等にとって有効な運転支援

方策を検討し、より効果的な安全運転支援技術を明らか

にする研究も行っている。

２．３．電気・電子技術・情報グループ

自動運転技術の導入を見据え、電子制御装置に係る

安全性・信頼性を確実に確保するため、不具合検出方

法、電磁両立性に関する評価方法等に関する研究を進

めている。さらに、昨今の車両の著しい電子制御化の進

展に伴い、車両に係る電子情報安全性の確保が必要と

なってきているが、この新しい課題に対する考え方の構

築や基準の必要性、試験方法等について国際調和も念

頭におきながら調査研究を進めている。

２．４．視認性、点検整備グループ

夜間における歩行者の被視認性向上を目的として前照

灯の高光度化や配光可変型前照灯などの先進技術が導

入されつつある。これらによりドライバからの夜間におけ

る歩行者の被視認性は向上するが、その一方歩行者に

与える影響については明らかになっていない点も多い。

自動車研究部ではこれら先進自動車用灯火が歩行者や

自転車乗員の行動に与える影響を調査し、新たな灯火

等の有用性、評価法に関する研究を進めている。

点検整備に関しては、運転支援装置の普及に伴い、多

数の電子制御システムが搭載された自動車に対応した

自動車検査が求められており 、

を活用した検査の可能性及び検査方法等

について調査、研究を実施している。

２．５．大気環境グループ

自動車に起因した大気環境汚染を改善すべく、車載

式排出ガス測定システム（ ）等を用いて様々な車両

運転状態における実走行時の有害排気物質の計測、評

価手法に関する研究を進めている。さらに、実際の使用

条件をより反映した燃費評価手法等を確立することを目

的に、いわゆるカタログ燃費と実燃費の乖離につながる

因子の解明や車種毎の走行状態による燃費変動等を考

慮した実用燃費評価方法に関する研究に取り組んでい

る。次世代の大型車を見据えたプロジェクトでは、将来の

自動車用動力源としてのエネルギーの多様化を視野に

入れて、低環境負荷車両の開発、評価法の確立を目指

している。高度化するパワートレイン系の評価方法やリア

ルワールドにおける環境性能の実態把握と評価方法等

に関する課題にも取り組んでいる。

２．６．電動系グループ

燃料電池自動車、電気自動車等に特有のバッテリ性

能の劣化影響等について、電池安全性にも留意しなが

ら、エネルギー消費効率等の環境性能を正しく評価する

ため、安全・環境性能双方に係る評価に関する研究を行

っている。また、燃料電池自動車の水素燃料消費率測定

に影響を及ぼす因子の抽出及び一充填走行距離試験

法を策定するために必要な研究を進めている。さらに、

ハイブリッド重量車等の燃費、排出ガス評価について、

高精度で柔軟性を持つ新たなハイブリッド台上試験法に

関する研究も進めている。

２．７．騒音グループ

交換用マフラーを用いた騒音測定を行い、使用過程

車の車外騒音の実態把握及びマフラー性能等確認制度

の見直しに資する研究を進めている。また、国連の車外

騒音に関する会議（ ）において、商用車等の後退時

の警報音に関する新たな基準策定の動きがあり、当所で

は、この基準策定を技術的に支援するため、提案の根拠

となる研究を行っている。

３．外部連携

自動車研究に関する種々の課題について、東京工業

大学、千葉大学、早稲田大学、芝浦工業大学、首都大学

東京、東京農工大学、電気通信大学、杏林大学病院等と

の共同研究や 、 米 、 米 、

米 、 独 、 Ü 独 、 米 、 英

等の研究機関等との連携、情報交換を進めている。特

に、 とは定例的に環境研究に関する意見交

換を実施しており、また とは、安全研究の幅広いテ

ーマについて協力しており、年に数度、双方の研究者が

お互いを訪問し、具体的な研究テーマに関して意見交

換、詳細議論を行っている。

４．まとめ

近年の自動車は、高度運転支援システムや複雑な制

御など次々に先進技術が導入されている。これらの技術

を搭載した車両の性能を公正、適切に評価することが新

しい技術の導入・普及につながり、更なる事故の削減、

大気環境の一層の保全に貢献出来ると考える。今後も、

自動車の安全、環境に関わる種々の課題に積極的に取

り組んで行く。

 
 

講演１．歩行者認知支援システムがドライバの 
運転に与える影響に関する研究 

 
自動車研究部 ※後閑 雅人 田中 信壽 安本 まこと 

 
 

１．まえがき 
政府は、中央交通安全対策会議（平成 28 年 3 月）

において「第 10 次交通安全基本計画」を策定し、2020
年までに国内における交通事故死者数を 2,500 人以

下とし、世界一安全な道路交通を実現することを目標

としている。また、近年減少傾向にあるものの平成 28
年の交通事故死者数が 3,904 人（前年比：213 人減）

となっており、2,500 人以下という目標を達成するに

は様々な事故対策を実施することが必要である。交通

事故を状態別に分類すると歩行者が歩行中に死亡す

る交通事故の割合が最も高く 34.9%（1,361人）を占め

ており 1)、第 10 次交通安全基本計画の目標を達成す

るためには、歩行者が歩行中に死亡する交通事故を削

減することが必須な状況にあるといえる。歩行者は車

両に比べ、検知対象が小さく動きが予測しにくいとい

う特性がある。よって車載センサを用いた歩行者検知

対応の被害軽減ブレーキだけでなく、携帯端末の通信

を利用した歩行者の位置情報をドライバに提供する

運転支援の検討が必要である。先進安全自動車推進検

討会では、平成 28 年 3 月に「通信利用歩行者事故防

止支援システム基本設計書（以下、基本設計書）2)」を

策定し、通信を利用した運転支援システムについて備

えるべき技術的要件や配慮すべき事項等について検

討されている。基本設計書では、通信を利用した運転

支援システムは、自立検知型や路車間通信システムに

よって防ぐことができない歩行者の飛び出し等によ

る交通事故防止に効果的であるとされている。 
本研究では、通信を利用した運転支援システムの一

つである歩車間通信を利用した歩行者の接近情報を

ドライバに提示するシステム（以下、歩行者情報提示

システム）に着目し、歩行者情報提示システムがドラ

イバの運転行動に及ぼす影響を明らかにするために

被験者実験を実施した。本実験では、歩道から車道へ

進入しようとする模擬歩行者と、この模擬歩行者の接

近を音と画像でドライバへ注意喚起することができ

る歩行者情報提示システムを準備し、歩行者情報提示

システムの支援の有無による被験者の運転行動を比

較検証することとした。 
 

２．システムの支援レベル 
通信利用型運転支援システム基本設計書 3)では、支

援を行った際にドライバに期待する行動別に支援レ

ベルを定義している。表 1 に支援レベルの定義を示

す。また、基本設計書では、支援レベルが「注意喚起」

以上の支援を行うとドライバの受容性が得られない

と想定し、支援レベルは「情報提供」を設定している。 
しかしながら、今後の技術進歩等により歩行者の検

知精度が向上することによって、精度の高い確実な

「注意喚起」を行うことが可能になると想定される。

本研究では、歩行者情報提示システムが誤情報無く確

実な「注意喚起」を行うことを仮定し、被験者実験を

実施した。 
 

表 1 支援レベルの定義 
支援 
レベル 

定義 
運転者に期

待する行動 

情報 
提供 

運転者がシステムから提

供された情報により安全

運転を行うための客観情

報を伝える。 

通常運転時

の行動で対

応 

注意 
喚起 

特定のタイミング、特定

の場所、運転者による特

定の操作または特定の状

況が生じたときに注意を

喚起する。 

やや急いだ 
行動で対応 

警報 

検知した情報からの事故

の可能性を予測し、運転

者に対して即座に適切な

行動・操作を促す。 

素早い行動 
で対応 
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その試験法の検討や効果評価に関する研究を実施して

いる。同時に、将来の自動運転車の安全な普及につな

がる要素技術の作動特性、安全な手動操作への遷移方

法等人とシステムとの相互関係に関する研究を進めてい

る。また、高齢者等の認知障害や発作・急病等に由来す

る交通事故の増加が懸念されている中で、杏林大学医

学部とも協力し、高齢ドライバ等にとって有効な運転支援

方策を検討し、より効果的な安全運転支援技術を明らか

にする研究も行っている。

２．３．電気・電子技術・情報グループ

自動運転技術の導入を見据え、電子制御装置に係る

安全性・信頼性を確実に確保するため、不具合検出方

法、電磁両立性に関する評価方法等に関する研究を進

めている。さらに、昨今の車両の著しい電子制御化の進

展に伴い、車両に係る電子情報安全性の確保が必要と

なってきているが、この新しい課題に対する考え方の構

築や基準の必要性、試験方法等について国際調和も念

頭におきながら調査研究を進めている。

２．４．視認性、点検整備グループ

夜間における歩行者の被視認性向上を目的として前照

灯の高光度化や配光可変型前照灯などの先進技術が導

入されつつある。これらによりドライバからの夜間におけ

る歩行者の被視認性は向上するが、その一方歩行者に

与える影響については明らかになっていない点も多い。

自動車研究部ではこれら先進自動車用灯火が歩行者や

自転車乗員の行動に与える影響を調査し、新たな灯火

等の有用性、評価法に関する研究を進めている。

点検整備に関しては、運転支援装置の普及に伴い、多

数の電子制御システムが搭載された自動車に対応した

自動車検査が求められており 、

を活用した検査の可能性及び検査方法等

について調査、研究を実施している。

２．５．大気環境グループ

自動車に起因した大気環境汚染を改善すべく、車載

排出ガス測定システム（ ）等を用いて様々な車両運

転状態における実走行時の有害排気物質の計測、評価

手法に関する研究を進めている。さらに、実際の使用条

件をより反映した燃費評価手法等を確立することを目的

に、いわゆるカタログ燃費と実燃費の乖離につながる因

子の解明や車種毎の走行状態による燃費変動等を考慮

した実用燃費評価方法に関する研究に取り組んでいる。

次世代の大型車を見据えたプロジェクトでは、将来の自

動車用動力源としてのエネルギーの多様化を視野に入

れて、低環境負荷車両の開発、評価法の確立を目指し

ている。高度化するパワートレイン系の評価方法やリアル

ワールドにおける環境性能の実態把握と評価方法等に

関する課題にも取り組んでいる。

２．６．電動系グループ

燃料電池自動車、電気自動車等に特有のバッテリ性

能の劣化影響等について、電池安全性にも留意しなが

ら、エネルギー消費効率等の環境性能を正しく評価する

ため、安全・環境性能双方に係る評価に関する研究を行

っている。また、燃料電池自動車の水素燃料消費率測定

に影響を及ぼす因子の抽出及び一充填走行距離試験

法を策定するために必要な研究を進めている。さらに、

ハイブリッド重量車等の燃費、排出ガス評価について、

高精度で柔軟性を持つ新たなハイブリッド台上試験法に

関する研究も進めている。

２．７．騒音グループ

交換用マフラーを用いた騒音測定を行い、使用過程

車の車外騒音の実態把握及びマフラー性能等確認制度

の見直しに資する研究を進めている。また、国連の車外

騒音に関する会議（ ）において、商用車等の後退時

の警報音に関する新たな基準策定の動きがあり、当所で

は、この基準策定を技術的に支援するため、提案の根拠

となる研究を行っている。

３．外部連携

自動車研究に関する種々の課題について、東京工業

大学、千葉大学、早稲田大学、芝浦工業大学、首都大学

東京、東京農工大学、電気通信大学、杏林大学病院等と

の共同研究や 、 米 、 米 、

米 、 独 、 Ü 独 、 米 、 英

等の研究機関等との連携、情報交換を進めている。特

に、 とは定例的に環境研究に関する意見交

換を実施しており、また とは、安全研究の幅広いテ

ーマについて協力しており、年に数度、双方の研究者が

お互いを訪問し、具体的な研究テーマに関して意見交

換、詳細議論を行っている。

４．まとめ

近年の自動車は、高度運転支援システムや複雑な制

御など次々に先進技術が導入されている。これらの技術

を搭載した車両の性能を公正、適切に評価することが新

しい技術の導入・普及につながり、更なる事故の削減、

大気環境の一層の保全に貢献出来ると考える。今後も、

自動車の安全、環境に関わる種々の課題に積極的に取

り組んで行く。
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運転に与える影響に関する研究 

 
自動車研究部 ※後閑 雅人 田中 信壽 安本 まこと 

 
 

１．まえがき 
政府は、中央交通安全対策会議（平成 28 年 3 月）

において「第 10 次交通安全基本計画」を策定し、2020
年までに国内における交通事故死者数を 2,500 人以

下とし、世界一安全な道路交通を実現することを目標

としている。また、近年減少傾向にあるものの平成 28
年の交通事故死者数が 3,904 人（前年比：213 人減）

となっており、2,500 人以下という目標を達成するに

は様々な事故対策を実施することが必要である。交通

事故を状態別に分類すると歩行者が歩行中に死亡す

る交通事故の割合が最も高く 34.9%（1,361人）を占め

ており 1)、第 10 次交通安全基本計画の目標を達成す

るためには、歩行者が歩行中に死亡する交通事故を削

減することが必須な状況にあるといえる。歩行者は車

両に比べ、検知対象が小さく動きが予測しにくいとい

う特性がある。よって車載センサを用いた歩行者検知

対応の被害軽減ブレーキだけでなく、携帯端末の通信

を利用した歩行者の位置情報をドライバに提供する

運転支援の検討が必要である。先進安全自動車推進検

討会では、平成 28 年 3 月に「通信利用歩行者事故防

止支援システム基本設計書（以下、基本設計書）2)」を

策定し、通信を利用した運転支援システムについて備

えるべき技術的要件や配慮すべき事項等について検

討されている。基本設計書では、通信を利用した運転

支援システムは、自立検知型や路車間通信システムに

よって防ぐことができない歩行者の飛び出し等によ

る交通事故防止に効果的であるとされている。 
本研究では、通信を利用した運転支援システムの一

つである歩車間通信を利用した歩行者の接近情報を

ドライバに提示するシステム（以下、歩行者情報提示

システム）に着目し、歩行者情報提示システムがドラ

イバの運転行動に及ぼす影響を明らかにするために

被験者実験を実施した。本実験では、歩道から車道へ

進入しようとする模擬歩行者と、この模擬歩行者の接

近を音と画像でドライバへ注意喚起することができ

る歩行者情報提示システムを準備し、歩行者情報提示

システムの支援の有無による被験者の運転行動を比

較検証することとした。 
 

２．システムの支援レベル 
通信利用型運転支援システム基本設計書 3)では、支

援を行った際にドライバに期待する行動別に支援レ

ベルを定義している。表 1 に支援レベルの定義を示

す。また、基本設計書では、支援レベルが「注意喚起」

以上の支援を行うとドライバの受容性が得られない

と想定し、支援レベルは「情報提供」を設定している。 
しかしながら、今後の技術進歩等により歩行者の検

知精度が向上することによって、精度の高い確実な

「注意喚起」を行うことが可能になると想定される。

本研究では、歩行者情報提示システムが誤情報無く確

実な「注意喚起」を行うことを仮定し、被験者実験を

実施した。 
 

表 1 支援レベルの定義 
支援 
レベル 

定義 
運転者に期

待する行動 

情報 
提供 

運転者がシステムから提

供された情報により安全

運転を行うための客観情

報を伝える。 

通常運転時

の行動で対

応 

注意 
喚起 

特定のタイミング、特定

の場所、運転者による特

定の操作または特定の状

況が生じたときに注意を

喚起する。 

やや急いだ 
行動で対応 

警報 

検知した情報からの事故

の可能性を予測し、運転

者に対して即座に適切な

行動・操作を促す。 

素早い行動 
で対応 
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４．３．模擬歩行者視認実験 
本研究では、まず歩行者情報提示システムが模擬歩

行者視認時間に与える影響を評価するための実験（以

下、模擬歩行者視認実験）を実施した。模擬歩行者視

認時間とは、模擬歩行者の作動からドライバが模擬歩

行者を認知し、スイッチを操作するまでの時間と定義

した（図 3）。 
被験者には、評価車両に搭載された Adaptive 

Cruise Control の定速走行機能を使用し、図 2 で示す

走行車線を矢印の方向に 30km/h の一定速度で走行

させた。その際、模擬歩行者の接近に気づいた時点で

ハンドルに備え付けたスイッチを押すこと、実験区間

ではブレーキ操作を行わないことを指示した。 
模擬歩行者は、図 2 に示した位置から移動を開始

し、評価車両が走行する車線の中心で評価車両と衝突

するタイミングで移動を開始させた。模擬歩行者の移

動速度は 4km/h とした。本実験は、歩行者情報提示

システムの支援有無の条件で被験者一人につき各 3
回ずつ行った。 
なお、本実験では、実験の繰り返しによって被験者

が注意音に対して反射的にブレーキ操作を行うこと

を避けるために模擬歩行者を飛び出させない実験区

間で注意音と共にダミー画像（「この先工事中」、「休

憩をとりましょう」等）を提示する試行を適時行い、

被験者には常に注意喚起の意味を理解させるように

心掛けた。計測項目は模擬歩行者視認時間である。 
 
 
 
 
 
 
 

図 模擬歩行者視認時間の定義

図 模擬歩行者視認時間

４．４．模擬歩行者視認実験の結果 
模擬歩行者視認実験の結果、図 4 に示す通り、歩行

者情報提示システムの支援無しの場合、模擬歩行者 
視認時間の平均値が 1.57sec となった。一方、歩行者

情報提示システムの支援有りの場合、模擬歩行者視認

時間の平均値が 1.38sec となった。なお、平均値は 11
名×3 回分のデータから算出した。この結果から、歩

行者情報提示システムによって模擬歩行者視認時間

が平均 0.20sec 短縮されることが確認された。 
４．５．模擬歩行者ブレーキ実験 
次に、歩行者情報提示システムが模擬歩行者ブレー

キ反応時間に与える影響を評価するための実験（以

下、模擬歩行者ブレーキ実験）を実施した。模擬歩行

者ブレーキ反応時間とは、模擬歩行者の作動からドラ

イバが模擬歩行者を認知し、アクセルペダルからブレ

ーキペダルに踏みかえブレーキを操作するまでの時

間と定義した（図 5）。 
被験者には、評価車両に搭載された Adaptive 

Cruise Control の定速走行機能を使用し、図 2 で示す

走行車線を矢印の方向に 30km/h の一定速度で走行

させた。その際、被験者には、模擬歩行者の接近に合

わせて、模擬歩行者との衝突を回避するようにブレー

キを踏むように指示した。 
模擬歩行者は、図 2 に示した位置から移動を開始

し、評価車両が走行する車線の中心で評価車両と衝突

するタイミングで移動を開始させた。模擬歩行者の移

動速度は 6km/h とした。本実験は、歩行者情報提示

システムの支援有無の条件で被験者一人につき各 3
回ずつ行った。計測項目は模擬歩行者ブレーキ反応時

間である。 
 

 
 

図 模擬歩行者ブレーキ反応時間の定義
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３．歩行者情報提示システム 
図 1 に本研究で検証した歩行者情報提示システム

の概要を示す。本システムは、車両運転席横のコンソ

ールパネル上部に設置したモニタに任意の画像を、実

験区間開始地点を起点とする任意のタイミングでド

ライバに提示することが可能である。また、音声につ

いても任意の音声を同起点からの任意のタイミング

でドライバに提示することが可能である。 
 

４．歩行者情報提示システムの効果評価実験 
４．１．実験環境

図 2 に、歩行者を模擬した人形（以下、模擬歩行者）

とドライバが運転する車両（以下、評価車両）との位

置関係を示す。事前に予備実験を実施し、その結果か

ら模擬歩行者の待機位置が視認しづらい場所に駐車

車両を配置した。模擬歩行者は、対向車線左端に駐車

している車両の後方を車線に対して直角に進入させ

る。但し、模擬歩行者は、走行車線内には進入しない

ものとした。なお、このような位置関係の実験環境が

一か所であった場合、その場所で常にドライバが警戒

し、普段の運転行動が現れない可能性がある。そこで、

図 2 に示す位置関係で駐車車両と模擬歩行者を提示

する装置（以下、模擬歩行者提示装置）を 50m 間隔

に 5 箇所設置し、ドライバの実験区間に対する警戒意

識の低下を図った。5 箇所のうち、3 箇所の模擬歩行

者提示装置が実際に模擬歩行者を飛び出させること

ができる。模擬歩行者提示装置は、評価車両が模擬歩

行者の 50m 前を通過後に任意の模擬歩行者（2 台目、

4 台目及び 5 台目）を任意のタイミングで飛び出させ

ることができる。本実験では、模擬歩行者が飛び出し

を開始したタイミングで注意音と共に「歩行者注意」

という警告画像を提示し、被験者へ歩行者の接近を注

意喚起した。模擬歩行者は、歩行者の横向き姿を象っ

た板とし、全高が 180cm となるようにした。着衣の

配色は、上半身が黒、下半身を青とした。 
歩行者情報提示システムが期待されている効果に

は、ドライバの歩行者に対する視認性の向上が挙げら

れる。そこで、本研究では、歩行者情報提示システム

の効果を検証する環境としてドライバの歩行者に対

する視認性が低下する夜間が適切であると考え、日没

後 30 分以降の時間帯における効果を検証することと

した。また、本実験を実施したテストコースには街路

灯等の光源は設置されていない。 

 
 
 
 

図 歩行者情報提示システムの概要

図 試験車両と実験装置の位置関係

 
４．２．被験者 
実験に参加した被験者は 11 名（男性 1 名、女性 10

名）で、平均年齢 44.9 歳（標準偏差 7.88）、最高年齢

60 歳、最低年齢 35 歳であった。被験者の免許保有年

数は全員 10 年以上であり、主として買い物などで週

に数回運転している。また、本実験は当研究所におけ

る「人間を対象とする実験に関する倫理規定」に基づ

いて事前に審査が行われ、当研究所所長の承認のもと

に実施した。実験にあたっては、事前に実験内容を説

明した後、インフォームド・コンセントを得た。 
次に、日没前の明るい状況で、被験者に歩行者情報

提示システムを搭載した評価車両を 30 分程度運転さ

せコースを周回させた後、歩行者情報提示システムと

模擬歩行者提示装置を体感させた。 
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４．３．模擬歩行者視認実験 
本研究では、まず歩行者情報提示システムが模擬歩

行者視認時間に与える影響を評価するための実験（以

下、模擬歩行者視認実験）を実施した。模擬歩行者視

認時間とは、模擬歩行者の作動からドライバが模擬歩

行者を認知し、スイッチを操作するまでの時間と定義

した（図 3）。 
被験者には、評価車両に搭載された Adaptive 

Cruise Control の定速走行機能を使用し、図 2 で示す

走行車線を矢印の方向に 30km/h の一定速度で走行

させた。その際、模擬歩行者の接近に気づいた時点で

ハンドルに備え付けたスイッチを押すこと、実験区間

ではブレーキ操作を行わないことを指示した。 
模擬歩行者は、図 2 に示した位置から移動を開始

し、評価車両が走行する車線の中心で評価車両と衝突

するタイミングで移動を開始させた。模擬歩行者の移

動速度は 4km/h とした。本実験は、歩行者情報提示

システムの支援有無の条件で被験者一人につき各 3
回ずつ行った。 
なお、本実験では、実験の繰り返しによって被験者

が注意音に対して反射的にブレーキ操作を行うこと

を避けるために模擬歩行者を飛び出させない実験区

間で注意音と共にダミー画像（「この先工事中」、「休

憩をとりましょう」等）を提示する試行を適時行い、

被験者には常に注意喚起の意味を理解させるように

心掛けた。計測項目は模擬歩行者視認時間である。 
 
 
 
 
 
 
 

図 模擬歩行者視認時間の定義

図 模擬歩行者視認時間

４．４．模擬歩行者視認実験の結果 
模擬歩行者視認実験の結果、図 4 に示す通り、歩行

者情報提示システムの支援無しの場合、模擬歩行者 
視認時間の平均値が 1.57sec となった。一方、歩行者

情報提示システムの支援有りの場合、模擬歩行者視認

時間の平均値が 1.38sec となった。なお、平均値は 11
名×3 回分のデータから算出した。この結果から、歩

行者情報提示システムによって模擬歩行者視認時間

が平均 0.20sec 短縮されることが確認された。 
４．５．模擬歩行者ブレーキ実験 
次に、歩行者情報提示システムが模擬歩行者ブレー

キ反応時間に与える影響を評価するための実験（以

下、模擬歩行者ブレーキ実験）を実施した。模擬歩行

者ブレーキ反応時間とは、模擬歩行者の作動からドラ

イバが模擬歩行者を認知し、アクセルペダルからブレ

ーキペダルに踏みかえブレーキを操作するまでの時

間と定義した（図 5）。 
被験者には、評価車両に搭載された Adaptive 

Cruise Control の定速走行機能を使用し、図 2 で示す

走行車線を矢印の方向に 30km/h の一定速度で走行

させた。その際、被験者には、模擬歩行者の接近に合

わせて、模擬歩行者との衝突を回避するようにブレー

キを踏むように指示した。 
模擬歩行者は、図 2 に示した位置から移動を開始

し、評価車両が走行する車線の中心で評価車両と衝突

するタイミングで移動を開始させた。模擬歩行者の移

動速度は 6km/h とした。本実験は、歩行者情報提示

システムの支援有無の条件で被験者一人につき各 3
回ずつ行った。計測項目は模擬歩行者ブレーキ反応時

間である。 
 

 
 

図 模擬歩行者ブレーキ反応時間の定義
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３．歩行者情報提示システム 
図 1 に本研究で検証した歩行者情報提示システム

の概要を示す。本システムは、車両運転席横のコンソ

ールパネル上部に設置したモニタに任意の画像を、実

験区間開始地点を起点とする任意のタイミングでド

ライバに提示することが可能である。また、音声につ

いても任意の音声を同起点からの任意のタイミング

でドライバに提示することが可能である。 
 

４．歩行者情報提示システムの効果評価実験 
４．１．実験環境

図 2 に、歩行者を模擬した人形（以下、模擬歩行者）

とドライバが運転する車両（以下、評価車両）との位

置関係を示す。事前に予備実験を実施し、その結果か

ら模擬歩行者の待機位置が視認しづらい場所に駐車

車両を配置した。模擬歩行者は、対向車線左端に駐車

している車両の後方を車線に対して直角に進入させ

る。但し、模擬歩行者は、走行車線内には進入しない

ものとした。なお、このような位置関係の実験環境が

一か所であった場合、その場所で常にドライバが警戒

し、普段の運転行動が現れない可能性がある。そこで、

図 2 に示す位置関係で駐車車両と模擬歩行者を提示

する装置（以下、模擬歩行者提示装置）を 50m 間隔

に 5 箇所設置し、ドライバの実験区間に対する警戒意

識の低下を図った。5 箇所のうち、3 箇所の模擬歩行

者提示装置が実際に模擬歩行者を飛び出させること

ができる。模擬歩行者提示装置は、評価車両が模擬歩

行者の 50m 前を通過後に任意の模擬歩行者（2 台目、

4 台目及び 5 台目）を任意のタイミングで飛び出させ

ることができる。本実験では、模擬歩行者が飛び出し

を開始したタイミングで注意音と共に「歩行者注意」

という警告画像を提示し、被験者へ歩行者の接近を注

意喚起した。模擬歩行者は、歩行者の横向き姿を象っ

た板とし、全高が 180cm となるようにした。着衣の

配色は、上半身が黒、下半身を青とした。 
歩行者情報提示システムが期待されている効果に

は、ドライバの歩行者に対する視認性の向上が挙げら

れる。そこで、本研究では、歩行者情報提示システム

の効果を検証する環境としてドライバの歩行者に対

する視認性が低下する夜間が適切であると考え、日没

後 30 分以降の時間帯における効果を検証することと

した。また、本実験を実施したテストコースには街路

灯等の光源は設置されていない。 

 
 
 
 

図 歩行者情報提示システムの概要

図 試験車両と実験装置の位置関係

 
４．２．被験者 
実験に参加した被験者は 11 名（男性 1 名、女性 10

名）で、平均年齢 44.9 歳（標準偏差 7.88）、最高年齢

60 歳、最低年齢 35 歳であった。被験者の免許保有年

数は全員 10 年以上であり、主として買い物などで週

に数回運転している。また、本実験は当研究所におけ

る「人間を対象とする実験に関する倫理規定」に基づ

いて事前に審査が行われ、当研究所所長の承認のもと

に実施した。実験にあたっては、事前に実験内容を説

明した後、インフォームド・コンセントを得た。 
次に、日没前の明るい状況で、被験者に歩行者情報

提示システムを搭載した評価車両を 30 分程度運転さ

せコースを周回させた後、歩行者情報提示システムと

模擬歩行者提示装置を体感させた。 
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１．はじめに 
2016 年の我が国の交通事故死者数は 3,904 人であり、

自転車乗員の死者数は 13%（509 人）を占める(1)。自転

車は、通学や通勤、買物、子供の送迎、サイクリング等

のレジャー手段など、身近で便利な交通手段として、子

供から高齢者まで幅広い年齢層に利用されている。  
現在、自転車乗員保護のための道路運送車両（以下、

車両）に関する技術基準は存在せず、自転車乗員が関与

する交通事故の発生メカニズムも充分解明されていな

い。近年では、自動車に搭載されたセンサが前方の歩行

者や自転車乗員を検知し、警報やブレーキ制御をかける

歩行者・自転車検知型被害軽減装置の普及が死傷者数低

減に有効であると考えられている。 
2014 年に発生した自転車が関与する交通事故につい

て都道府県別の傾向に着目すると、第1当事者、第2当
事者ともに都市部が上位を占めており、第1当事者と第

2当事者を足し合わせると自転車の関与する交通事故は

東京が最も多い(2)。事故類型に着目すると、自転車が関

わる交通事故は、出会い頭事故が最も多いことが報告さ

れている(3)。 
本稿では、都市部における自転車の走行状況及び車両

と自転車の危険な接近状況を明確にすることで、交通事

故発生メカニズムを解明し、自転車乗員検知型被害軽減

装置に求められる要件を提案することを目的とした。こ

こでは都市部における自転車の走行状況及び車両のニ

アミス事象を調査したので以下に報告する。 
 

２．都市部における自転車の走行状況 
実際の交通環境における自転車乗員の行動に関する

特徴を解明するため、東京都 A 市の信号機のない交差

点における自転車乗員の走行特性を調査した。対象とし

た交差点は、東京都 A 市において自転車乗員の関係す

る交通事故が多発した交差点の中から選定した。調査対

象の交差点の概略を図 1(a)に示す。この交差点は、南北

の一方通行（車両は北から南方向への一方向）と東西の

優先道路（車両は双方向）が交差する。 
北方向道路及び南方向道路を図 1(b) (c)にそれぞれ示

す。図1(b)に示すように北方向道路角には、車両進入禁

止の標識が設置されている。また、車両が北から南方向

へ走行することから、路上には停止線を使用し一時停止

「止まれ」の表示が塗布されている。なお、南方向道路

角には北方向から交差点に進入する車両のドライバー

用として、カーブミラーが設置されている。 
この交差点から北側へ徒歩約 10 分の距離に鉄道の駅

があることから、朝の通勤時間帯には多くの自転車が南

から北方向へ移動する。そこで、本調査では、交差点角

の道路標識ポールにビデオカメラを設置し、南から北方

向へ移動する自転車の走行状況を録画撮影した。調査対

象時間は、平日の朝 7 時 10 分から 8 時 10 分までの 60
分間とした。なお、ビデオカメラによる撮影については

事前に警察署の許可を取得している。 
交差点手前の道路幅は4.1 mであり、道路の両側に緑

色に路面ペイントされた路側帯がある。ここでは、路面

を図1(c)に示すように4つのゾーンに分け、自転車乗員

の走行位置を調査した。交差点の白破線を通過する時を

交差点進入時とし、その進入時の自転車の走行速度も調

査した。なお、交差点角のカーブミラー背後には、図

1(d)に示す建物があるため、調査対象とした南から北方

向へ走行する自転車乗員には、西側より交差点に進入す

る走行車両、自転車、歩行者が死角に相当する。 
調査対象とした 60 分間に交差点を通過し、画像にお

ける分析が可能な自転車の台数は、合計 250台であった。

調査対象すべての自転車の平均走行速度は3.09 m/sであ

った。 

 
 
 
 
 
 
 

図 模擬歩行者ブレーキ反応時間

なお、本実験では、実験の繰り返しによって被験者が

注意音に対して反射的にブレーキ操作を行うことを

避けるために模擬歩行者を飛び出させない実験区間

で注意音と共にダミー画像（「この先工事中」、「休憩

をとりましょう」等）を提示する試行を適時行い、被

験者には常に注意喚起の意味を理解させるように心

掛けた。 
 
４．６．模擬歩行者ブレーキ実験の結果 
模擬歩行者視認実験の結果、図 6 に示す通り、歩行

者情報提示システムの支援無しの場合、模擬歩行者 
視認時間の平均値が 1.01sec となった。一方、歩行者

情報提示システムの支援有りの場合、模擬歩行者視認

時間の平均値が 0.81sec となった。なお、平均値は 11
名×3 回分のデータから算出した。この結果から、歩

行者情報提示システムによって模擬歩行者ブレーキ

反応時間が平均 0.20sec 短縮されることが確認され

た。 
 

５．考察 
模擬歩行者視認実験において計測されたドライバ

の模擬歩行者視認時間には、スイッチ操作に要した時

間が含まれている。よって、歩行者情報提示システム

によって短縮された計測時間（0.20 sec）にはドライ

バが認知に要する時間（以下、認知時間）の短縮に加

え、スイッチ操作に要する時間の短縮が含まれている

可能性がある。但し、模擬歩行者視認実験では模擬歩

行者を 4km/h に設定し、模擬歩行者が移動を開始し

てから評価車両と衝突するまでの時間を約 5.0sec に

設定したこと、加えて、ブレーキ操作を行わない条件

としたことから、ドライバが模擬歩行者を認知しスイ

ッチ操作を行うことのみに集中する実験となってい

る。歩行者情報提示システム支援の有無によってスイ

ッチ操作に要する時間の変化はほとんど無いと考え

られ、模擬歩行者視認実験で計測された歩行者情報提

示システムの支援によって短縮された計測時間は、認

知時間の短縮によるものと考えられる。 
一方、模擬歩行者ブレーキ実験では、模擬歩行者の

歩行速度を 6km/h に設定し、ドライバは模擬歩行者

を視認後、直ちにブレーキを踏まなければ衝突を回避

できない状況となっている。模擬歩行者ブレーキ実験

では、被験者の認知時間とアクセルペダルからブレー

キペダルに踏みかえ、ブレーキ操作を行うまでの時間

を計測していることから、歩行者情報支援システムの

支援によって短縮された模擬歩行者ブレーキ反応時

間の短縮時間（0.20 sec）には、被験者の認知時間の 
短縮時間とペダルの踏みかえに要する時間の変化が

含まれていることとなる。この模擬歩行者ブレーキ反

応時間の短縮時間（0.20 sec）が認知時間の短縮時間

（0.20 sec）と同程度であるという事は、歩行者情報提

示システムはペダルの踏みかえに要する時間にほと

んど影響を与えていないと考えられる。 
 

６．まとめ 
本研究は、歩行者情報提示システムがドライバの運

転行動に及ぼす影響を明らかにすることを目的とし

た。本実験では、基本設計書において定義されている

支援レベル「注意喚起」を想定し、歩行者情報提示シ

ステムの支援の有無によってドライバの運転行動に

及ぼす影響について被験者実験を実施した。この実験

の結果から、ドライバの認知時間を約 0.2 sec 短縮で

きることがわかった。よって本実験のように歩行者の

接近情報を音と画像で正確に注意喚起することがで

きれば、安全運転支援への効果があることが確認され

た。 
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１．はじめに 
2016 年の我が国の交通事故死者数は 3,904 人であり、

自転車乗員の死者数は 13%（509 人）を占める(1)。自転

車は、通学や通勤、買物、子供の送迎、サイクリング等

のレジャー手段など、身近で便利な交通手段として、子

供から高齢者まで幅広い年齢層に利用されている。  
現在、自転車乗員保護のための道路運送車両（以下、

車両）に関する技術基準は存在せず、自転車乗員が関与

する交通事故の発生メカニズムも充分解明されていな

い。近年では、自動車に搭載されたセンサが前方の歩行

者や自転車乗員を検知し、警報やブレーキ制御をかける

歩行者・自転車検知型被害軽減装置の普及が死傷者数低

減に有効であると考えられている。 
2014 年に発生した自転車が関与する交通事故につい

て都道府県別の傾向に着目すると、第1当事者、第2当
事者ともに都市部が上位を占めており、第1当事者と第

2当事者を足し合わせると自転車の関与する交通事故は

東京が最も多い(2)。事故類型に着目すると、自転車が関

わる交通事故は、出会い頭事故が最も多いことが報告さ

れている(3)。 
本稿では、都市部における自転車の走行状況及び車両

と自転車の危険な接近状況を明確にすることで、交通事

故発生メカニズムを解明し、自転車乗員検知型被害軽減

装置に求められる要件を提案することを目的とした。こ

こでは都市部における自転車の走行状況及び車両のニ

アミス事象を調査したので以下に報告する。 
 

２．都市部における自転車の走行状況 
実際の交通環境における自転車乗員の行動に関する

特徴を解明するため、東京都 A 市の信号機のない交差

点における自転車乗員の走行特性を調査した。対象とし

た交差点は、東京都 A 市において自転車乗員の関係す

る交通事故が多発した交差点の中から選定した。調査対

象の交差点の概略を図 1(a)に示す。この交差点は、南北

の一方通行（車両は北から南方向への一方向）と東西の

優先道路（車両は双方向）が交差する。 
北方向道路及び南方向道路を図 1(b) (c)にそれぞれ示

す。図1(b)に示すように北方向道路角には、車両進入禁

止の標識が設置されている。また、車両が北から南方向

へ走行することから、路上には停止線を使用し一時停止

「止まれ」の表示が塗布されている。なお、南方向道路

角には北方向から交差点に進入する車両のドライバー

用として、カーブミラーが設置されている。 
この交差点から北側へ徒歩約 10 分の距離に鉄道の駅

があることから、朝の通勤時間帯には多くの自転車が南

から北方向へ移動する。そこで、本調査では、交差点角

の道路標識ポールにビデオカメラを設置し、南から北方

向へ移動する自転車の走行状況を録画撮影した。調査対

象時間は、平日の朝 7 時 10 分から 8 時 10 分までの 60
分間とした。なお、ビデオカメラによる撮影については

事前に警察署の許可を取得している。 
交差点手前の道路幅は 4.1 mであり、道路の両側に緑

色に路面ペイントされた路側帯がある。ここでは、路面

を図1(c)に示すように4つのゾーンに分け、自転車乗員

の走行位置を調査した。交差点の白破線を通過する時を

交差点進入時とし、その進入時の自転車の走行速度も調

査した。なお、交差点角のカーブミラー背後には、図

1(d)に示す建物があるため、調査対象とした南から北方

向へ走行する自転車乗員には、西側より交差点に進入す

る走行車両、自転車、歩行者が死角に相当する。 
調査対象とした 60 分間に交差点を通過し、画像にお

ける分析が可能な自転車の台数は、合計 250台であった。

調査対象すべての自転車の平均走行速度は3.09 m/sであ

った。 

 
 
 
 
 
 
 

図 模擬歩行者ブレーキ反応時間

なお、本実験では、実験の繰り返しによって被験者が

注意音に対して反射的にブレーキ操作を行うことを

避けるために模擬歩行者を飛び出させない実験区間

で注意音と共にダミー画像（「この先工事中」、「休憩

をとりましょう」等）を提示する試行を適時行い、被

験者には常に注意喚起の意味を理解させるように心

掛けた。 
 
４．６．模擬歩行者ブレーキ実験の結果 
模擬歩行者視認実験の結果、図 6 に示す通り、歩行

者情報提示システムの支援無しの場合、模擬歩行者 
視認時間の平均値が 1.01sec となった。一方、歩行者

情報提示システムの支援有りの場合、模擬歩行者視認

時間の平均値が 0.81sec となった。なお、平均値は 11
名×3 回分のデータから算出した。この結果から、歩

行者情報提示システムによって模擬歩行者ブレーキ

反応時間が平均 0.20sec 短縮されることが確認され

た。 
 

５．考察 
模擬歩行者視認実験において計測されたドライバ

の模擬歩行者視認時間には、スイッチ操作に要した時

間が含まれている。よって、歩行者情報提示システム

によって短縮された計測時間（0.20 sec）にはドライ

バが認知に要する時間（以下、認知時間）の短縮に加

え、スイッチ操作に要する時間の短縮が含まれている

可能性がある。但し、模擬歩行者視認実験では模擬歩

行者を 4km/h に設定し、模擬歩行者が移動を開始し

てから評価車両と衝突するまでの時間を約 5.0sec に

設定したこと、加えて、ブレーキ操作を行わない条件

としたことから、ドライバが模擬歩行者を認知しスイ

ッチ操作を行うことのみに集中する実験となってい

る。歩行者情報提示システム支援の有無によってスイ

ッチ操作に要する時間の変化はほとんど無いと考え

られ、模擬歩行者視認実験で計測された歩行者情報提

示システムの支援によって短縮された計測時間は、認

知時間の短縮によるものと考えられる。 
一方、模擬歩行者ブレーキ実験では、模擬歩行者の

歩行速度を 6km/h に設定し、ドライバは模擬歩行者

を視認後、直ちにブレーキを踏まなければ衝突を回避

できない状況となっている。模擬歩行者ブレーキ実験

では、被験者の認知時間とアクセルペダルからブレー

キペダルに踏みかえ、ブレーキ操作を行うまでの時間

を計測していることから、歩行者情報支援システムの

支援によって短縮された模擬歩行者ブレーキ反応時

間の短縮時間（0.20 sec）には、被験者の認知時間の 
短縮時間とペダルの踏みかえに要する時間の変化が

含まれていることとなる。この模擬歩行者ブレーキ反

応時間の短縮時間（0.20 sec）が認知時間の短縮時間

（0.20 sec）と同程度であるという事は、歩行者情報提

示システムはペダルの踏みかえに要する時間にほと

んど影響を与えていないと考えられる。 
 

６．まとめ 
本研究は、歩行者情報提示システムがドライバの運

転行動に及ぼす影響を明らかにすることを目的とし

た。本実験では、基本設計書において定義されている

支援レベル「注意喚起」を想定し、歩行者情報提示シ

ステムの支援の有無によってドライバの運転行動に

及ぼす影響について被験者実験を実施した。この実験

の結果から、ドライバの認知時間を約 0.2 sec 短縮で

きることがわかった。よって本実験のように歩行者の

接近情報を音と画像で正確に注意喚起することがで

きれば、安全運転支援への効果があることが確認され

た。 
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人）と直進（53人）の差は3人であった。これに対し、

ゾーン 3を通行する自転車のほとんどは直進（104人）

しており、左折した自転車乗員は 1人のみであった。ゾ

ーン 2 では全員が直進（23 人）しており、ゾーン 1 で

は7人が直進、5人が右折であった。この結果から、左

折する自転車の多くはゾーン 4を走行し、直進する自転

車はゾーン 3が最も多いことがわかった。 
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図3 ゾーン別、進行方向別の自転車乗員数 

 
この交差点の南西角には図 1(d)に示す建物があるた

め、交差道路を行き交う車両、自転車、歩行者が自転車

乗員には死角となり、交差点進入直前まで認識が困難な

環境であった。特にゾーン 4 を走行する自転車乗員は、

交差点直前まで交差する車両等を認識することはでき

ない。このような見通しの悪い条件も交通事故を誘発す

る一要因となることが推察される。 
 

３．ニアミス事象における車両対自転車の接近状況 
３．１．ニアミスデータの有効性 
ニアミスデータの有効性を明確にするため、車両と自

転車との接近状況について、ニアミスと事故を比較する。

公益財団法人交通事故総合分析センターでは、1999 年

から 2003 年に日本で発生した四輪車対自転車乗員の死

亡事故における車両と自転車の接近状況について調査

している(4)。その調査結果では、車両が直進中に自転車

乗員が死亡した事例が各年齢帯において青壮年では

83%、高齢者では90%と大部分を占めることが報告され

ている。そこで、ここでは車両が直進する事例に着目し、

単路において車両の移動方向に対し自転車が横断する

場合を「分類A」、交差点において車両の移動方向に対

し自転車が横断する場合を「分類B」、車両の移動方向

に対し自転車が平行に移動する場合を「分類C」とした

（図4）。 

公益社団法人自動車技術会は、東京都内 105台、静岡

市内 20 台のタクシーに装着されたドライブレコーダの

データを 2005 年より収集している。ここでは、公益社

団法人自動車技術会が保有するヒヤリハットデータベ

ースを使用し、ニアミスデータの有効性を調査する。 
 

(b) 交差点(a) 単路

分類C

分類A

分類C

分類B

 

図4 車両と自転車の接近パターン 
 
車両と自転車との接近状況について、自転車乗員が死

亡した交通事故2818件(4)と、ニアミス事象229件を比較

した結果を表2に示す。交差点の直前を車両が移動し自

転車が横断する分類Bがニアミス事象（62.9%）、死亡

事故（64.1%）ともに最も多く、両構成率に有意な差は

なかった。このように、ニアミス事象・死亡事故ともに、

車両が直進し、車の前方を自転車が横断する事象が多く、

接近形態も違いがないことが判明した。この結果から、

ニアミスデータは事故状況を把握する上で活用可能で

あると考えられる。そこで、車両が直進中、自転車がそ

の車両前方を横断するニアミスデータ 166 件を使用し、

両者接近時の分析を行った知見を次節で述べる。 
 
表2 接近分類毎のニアミス事象と死亡事故の構成率 

自転車 (人) 構成率 (%) 自転車 (人) 構成率 (%) p値
A 22 9.6 386 13.7 0.072
B 144 62.9 1806 64.1 0.704
C 63 27.5 626 22.2 0.054
合計 229 100 2818 100 -

接近
パターン

ニアミス事象 死亡事故

 

 
３．２．衝突予測時間 (TTC) の推定 
公益社団法人自動車技術会が所有するヒヤリハット

データベースを使用し、ドライブレコーダ画像に自転車

が現れた瞬間の自転車前輪から車両前端までの距離（自

転車と車両との距離）情報を画像から抽出した。車両走

行速度は、ドライバーが急ブレーキを踏む直前の速度情
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図 1 調査対象とした交差点の状況 

 

交差点通過後の進行方向については、表1に示すよう

に直進187人（75%）が最も多く、次いで左折57人（23%）、

右折 6 人（2%）であった。自転車の平均走行速度を進

行方向毎に比較すると、左折が最も速く（平均3.14 m/s）、
次いで直進（平均3.11 m/s）、右折（平均2.18 m/s）の

順であった。 
 
表1 交差点を通過後の進行方向別自転車の平均速度 

方向 自転車 (人) 構成率 (%)
自転車

平均速度 (m/s)
直進 187 75 3.11
左折 57 23 3.14
右折 6 2 2.18
合計 250 100 3.09  

 
交差点における進行方向毎の自転車の平均走行速度

について、安全確認の有・無別に図 2に示す。250人の

中で、交差点進入時に左右確認をしない自転車乗員は

119 人（48%）であった。自転車が直進する場合、安全

確認をしない乗員の自転車走行速度（平均 3.31 m/s）は、

安全確認をした乗員の自転車走行速度（平均 2.98 m/s）
と比べ有意に速かった（p0.05）。自転車が左折する場

合、直進と同様、安全確認をしない乗員の自転車走行速

度（平均3.16 m/s）は、安全確認をした乗員の自転車走

行速度（平均3.06 m/s）と比べ僅かに速いが、有意差は

なかった。 
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図2 安全確認有・無別の自転車平均走行速度 
 
自転車の走行位置を図 1(c) に示したようにゾーン 1

（自転車進行方向に向かい、道路の右路側帯）、ゾーン

2（道路中央より右側）、ゾーン 3（道路中央より左側）、

ゾーン4（道路の左路側帯）の 4つのゾーンに区分した。

図 3 に示すように自転車の進行方向をゾーン別に分析

したところ、最も人数の多いゾーン 4の場合、左折（56



－ 31 － 

人）と直進（53人）の差は3人であった。これに対し、

ゾーン 3を通行する自転車のほとんどは直進（104人）

しており、左折した自転車乗員は 1人のみであった。ゾ

ーン 2 では全員が直進（23 人）しており、ゾーン 1 で

は7人が直進、5人が右折であった。この結果から、左

折する自転車の多くはゾーン 4を走行し、直進する自転

車はゾーン 3が最も多いことがわかった。 
 

0

1

2

3

4

0

40

80

120

160

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

【進行方向別】 Zone 別

直進 左折 右折 平均速度

平
均
走
行
速
度

(m
/s

)

直進 左折 右折 平均走行速度

自
転
車
乗
員
数
（
人
）

ゾーン 1            ゾーン 2          ゾーン 3             ゾーン 4

2.44 m/s

3.23 m/s 3.18 m/s 3.05 m/s

0

40

80

120

160

0

1

2

3

4

n=7,   0,   5       n=23,   0,   0      n=104, 1,  0        n=53, 56,  1

 
図3 ゾーン別、進行方向別の自転車乗員数 

 
この交差点の南西角には図 1(d)に示す建物があるた

め、交差道路を行き交う車両、自転車、歩行者が自転車

乗員には死角となり、交差点進入直前まで認識が困難な

環境であった。特にゾーン 4 を走行する自転車乗員は、

交差点直前まで交差する車両等を認識することはでき

ない。このような見通しの悪い条件も交通事故を誘発す

る一要因となることが推察される。 
 

３．ニアミス事象における車両対自転車の接近状況 
３．１．ニアミスデータの有効性 
ニアミスデータの有効性を明確にするため、車両と自

転車との接近状況について、ニアミスと事故を比較する。

公益財団法人交通事故総合分析センターでは、1999 年

から 2003 年に日本で発生した四輪車対自転車乗員の死

亡事故における車両と自転車の接近状況について調査

している(4)。その調査結果では、車両が直進中に自転車

乗員が死亡した事例が各年齢帯において青壮年では

83%、高齢者では90%と大部分を占めることが報告され

ている。そこで、ここでは車両が直進する事例に着目し、

単路において車両の移動方向に対し自転車が横断する

場合を「分類A」、交差点において車両の移動方向に対

し自転車が横断する場合を「分類B」、車両の移動方向

に対し自転車が平行に移動する場合を「分類C」とした

（図4）。 

公益社団法人自動車技術会は、東京都内 105台、静岡

市内 20 台のタクシーに装着されたドライブレコーダの

データを 2005 年より収集している。ここでは、公益社

団法人自動車技術会が保有するヒヤリハットデータベ

ースを使用し、ニアミスデータの有効性を調査する。 
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図4 車両と自転車の接近パターン 
 
車両と自転車との接近状況について、自転車乗員が死

亡した交通事故2818件(4)と、ニアミス事象229件を比較

した結果を表2に示す。交差点の直前を車両が移動し自

転車が横断する分類Bがニアミス事象（62.9%）、死亡

事故（64.1%）ともに最も多く、両構成率に有意な差は

なかった。このように、ニアミス事象・死亡事故ともに、

車両が直進し、車の前方を自転車が横断する事象が多く、

接近形態も違いがないことが判明した。この結果から、

ニアミスデータは事故状況を把握する上で活用可能で

あると考えられる。そこで、車両が直進中、自転車がそ

の車両前方を横断するニアミスデータ 166 件を使用し、

両者接近時の分析を行った知見を次節で述べる。 
 
表2 接近分類毎のニアミス事象と死亡事故の構成率 

自転車 (人) 構成率 (%) 自転車 (人) 構成率 (%) p値
A 22 9.6 386 13.7 0.072
B 144 62.9 1806 64.1 0.704
C 63 27.5 626 22.2 0.054
合計 229 100 2818 100 -

接近
パターン

ニアミス事象 死亡事故

 

 
３．２．衝突予測時間 (TTC) の推定 
公益社団法人自動車技術会が所有するヒヤリハット

データベースを使用し、ドライブレコーダ画像に自転車

が現れた瞬間の自転車前輪から車両前端までの距離（自

転車と車両との距離）情報を画像から抽出した。車両走

行速度は、ドライバーが急ブレーキを踏む直前の速度情
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(b) 北方向道路 
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(c) 南方向道路 

 
(d) 建物 

図 1 調査対象とした交差点の状況 

 

交差点通過後の進行方向については、表1に示すよう

に直進187人（75%）が最も多く、次いで左折57人（23%）、

右折 6 人（2%）であった。自転車の平均走行速度を進

行方向毎に比較すると、左折が最も速く（平均3.14 m/s）、
次いで直進（平均 3.11 m/s）、右折（平均2.18 m/s）の

順であった。 
 
表1 交差点を通過後の進行方向別自転車の平均速度 

方向 自転車 (人) 構成率 (%)
自転車

平均速度 (m/s)
直進 187 75 3.11
左折 57 23 3.14
右折 6 2 2.18
合計 250 100 3.09  

 
交差点における進行方向毎の自転車の平均走行速度

について、安全確認の有・無別に図 2に示す。250人の

中で、交差点進入時に左右確認をしない自転車乗員は

119 人（48%）であった。自転車が直進する場合、安全

確認をしない乗員の自転車走行速度（平均 3.31 m/s）は、

安全確認をした乗員の自転車走行速度（平均 2.98 m/s）
と比べ有意に速かった（p0.05）。自転車が左折する場

合、直進と同様、安全確認をしない乗員の自転車走行速

度（平均3.16 m/s）は、安全確認をした乗員の自転車走

行速度（平均3.06 m/s）と比べ僅かに速いが、有意差は

なかった。 
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図2 安全確認有・無別の自転車平均走行速度 
 
自転車の走行位置を図 1(c) に示したようにゾーン 1

（自転車進行方向に向かい、道路の右路側帯）、ゾーン

2（道路中央より右側）、ゾーン 3（道路中央より左側）、

ゾーン4（道路の左路側帯）の 4つのゾーンに区分した。

図 3 に示すように自転車の進行方向をゾーン別に分析

したところ、最も人数の多いゾーン 4の場合、左折（56
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講演３．高齢者等の交通弱者に配慮した自動車前照灯に関する評価解析 
 

自動車研究部 ※青木 義郎    後閑 雅人    田中 信壽    安本 まこと 
小糸製作所 山村 聡志    中澤 美紗子 

 
 

１．はじめに 
高齢社会により 65 歳以上の高齢者の免許保有者数

も年々増加し続けており、2016 年には 1768 万人に

達している。これにより、高齢ドライバによる 2016
年の事故は 20 年前と比べると 2.2 倍以上（図 11））と

なっており、高止まり傾向にある。また高齢ドライバ

による事故は、夜間時において対歩行者への事故の割

合が高いのが特徴である 2）。これは、夜間時における

歩行者の被視認性の低下が原因と考えられる。

こうしたことから夜間の歩行者被視認性向上のた

め、前照灯の高光度化や、対向車のドライバにグレア

を与えず歩行者をより見えやすくするような配光可

変型前照灯の開発導入が行われてきている。また、保

安基準における走行ビームの最高光度は近年１灯当

たり 112,500cd から合計で 430,000cd と引き上げら

れた。 
これらによりドライバから見た夜間歩行者被視認

性の向上が期待されるが、その一方で高光度化した前

照灯が歩行者に与える影響については十分な知見が

得られていない。また歩行者のグレアについては

UNECE(国際連合欧州経済委員会)の GRE（灯火器分

科会）でも十分議論されてないのが現状である。

この研究では、夜間時の対歩行者事故の低減を目指

し、歩行者へのグレアも配慮した新しい前照灯配光に

について評価解析を行うものとし、前照灯の照射範囲

や加齢により歩行者被視認性及び認知特性がどのよ

うに変化するのか評価実験を実施した。  
 

 
 
 
 
 
 

図 1 交通事故の推移.(1996 年比） 

２．前照灯に関する歩行者へのアンケート調査

年齢層（高齢層：65 歳以上。非高齢層：20～64 歳）

別に、歩行者から見た前照灯の明るさ等に関するアン

ケート調査を実施した。その結果を図 2、図 3 に示す。 
高齢歩行者、非高齢歩行者いずれも最近の前照灯は

眩しく感じる人の割合が高く、高齢歩行者はその割合

がより高くなることが図 2 に示されている。 
また、前照灯の明るさが歩行者安全性に及ぼす影響

については、眩しすぎて危険を感じたことのある歩行

者の割合が 3 割強存在することが示された（図 3-1、
3-2）。 

（a）高齢歩行者（n=312） (b)非高齢歩行者（n=312） 
図 2 前照灯の明るさに関する歩行者アンケート結果 
（Q.最近の自動車前照灯、以前と比べてどのように感じるか?） 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

(a) 高齢歩行者（n=312） 
図 3-1 前照灯による歩行者安全性のアンケート結果 
（Q.夜間接近してくる車両の前照灯について（複数回答可）） 

 

 

報を抽出した。なお、衝突予測時間（TTC）は、ドライ

バーが自転車に気づかずブレーキをかけない最悪の状

態を想定し、車両と自転車との距離（L）を車両走行速

度（V）で除して求めた。 
解析対象は、車両が直進中に自転車がその車両前方を

横断した 166件の中で、自転車前輪の距離情報が確認で

きる161件の事例とした。ここでは、危険な接近状況を

解明するため、自転車の飛び出しを表3に示す2つに区

分する：(a) 障害物なし、(b) 物陰（建物の陰、車両の陰）

からの飛び出し。 
 

表3 2つに区分した自転車の飛び出しパターン 

(a) 障害物なし

建物の陰から 車の陰から

搭載車
ドライブレコーダ

(b) 物陰からの飛び出し

 
 
ニアミスデータをそれら 2 つに区分したときのTTC、

車両と自転車との距離、車両走行速度の各平均値と統計

検定結果を表4に示す。自転車が物陰から飛び出す時の

TTC（平均1.95秒）は、障害物なしで飛び出す時のTTC
（平均 3.26秒）と比べて有意に短かった。 
この結果から、車両運転者の視界確保も交通安全対策

としては必要と考える。現在、自動車に装着されたセン

サが歩行者や自転車乗員を検知し、警報やブレーキ制御

をかける安全装置が交通事故防止に有効と考えられ、一

部実用化されている。このような予防安全装置を開発、

さらにこうした装置の保護性能を厳密に評価する際、障

害物の有・無という条件が検知結果に大きく影響を及ぼ

すものと考える。 
 
 
 
 
 
 

表4 飛び出しパターン毎のTTC 

解析項目

飛び出し
パターン

(a) 障害物なし (b) 物陰からの
     飛び出し

平均 3.26 秒 1.95 秒

標準偏差 2.11 秒 1.52 秒

自転車 (人) 25 136

p値

** p < 0.01

TTC

0.006**

 

 

４．おわりに 
自転車の関与する交通事故は都市部で多く発生して

おり、ここでは東京都における自転車の走行状況及び車

両のニアミス事象を調査した。その結果、自転車乗員、

車両運転者ともに建物などにより見通しが悪く、相手を

認識できない交差点の場合、出会い頭での交通事故に至

る可能性が極めて高くなることが推察された。現在、自

動車に装着されたセンサが歩行者や自転車乗員を検知

し、警報やブレーキ制御をかける安全装置が交通事故防

止に有効と考えられ、一部実用化されている。欧州にお

ける自動車アセスメントでは、自転車乗員検知型被害軽

減装置の普及を目指し、保護性評価手法を検討している。

このような予防安全装置を開発、またはこうした装置の

保護性能を詳細に評価する際、障害物の有・無という条

件が検知結果に大きく影響を及ぼすものと考える。本結

果がそれら装置の開発や保護性能評価手法に反映され

ることが期待される。 
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１．はじめに 
高齢社会により 65 歳以上の高齢者の免許保有者数

も年々増加し続けており、2016 年には 1768 万人に

達している。これにより、高齢ドライバによる 2016
年の事故は 20 年前と比べると 2.2 倍以上（図 11））と

なっており、高止まり傾向にある。また高齢ドライバ

による事故は、夜間時において対歩行者への事故の割

合が高いのが特徴である 2）。これは、夜間時における

歩行者の被視認性の低下が原因と考えられる。

こうしたことから夜間の歩行者被視認性向上のた

め、前照灯の高光度化や、対向車のドライバにグレア

を与えず歩行者をより見えやすくするような配光可

変型前照灯の開発導入が行われてきている。また、保

安基準における走行ビームの最高光度は近年１灯当

たり 112,500cd から合計で 430,000cd と引き上げら

れた。 
これらによりドライバから見た夜間歩行者被視認

性の向上が期待されるが、その一方で高光度化した前

照灯が歩行者に与える影響については十分な知見が

得られていない。また歩行者のグレアについては

UNECE(国際連合欧州経済委員会)の GRE（灯火器分

科会）でも十分議論されてないのが現状である。

この研究では、夜間時の対歩行者事故の低減を目指

し、歩行者へのグレアも配慮した新しい前照灯配光に

について評価解析を行うものとし、前照灯の照射範囲

や加齢により歩行者被視認性及び認知特性がどのよ

うに変化するのか評価実験を実施した。  
 

 
 
 
 
 
 

図 1 交通事故の推移.(1996 年比） 

２．前照灯に関する歩行者へのアンケート調査

年齢層（高齢層：65 歳以上。非高齢層：20～64 歳）

別に、歩行者から見た前照灯の明るさ等に関するアン

ケート調査を実施した。その結果を図 2、図 3 に示す。 
高齢歩行者、非高齢歩行者いずれも最近の前照灯は

眩しく感じる人の割合が高く、高齢歩行者はその割合

がより高くなることが図 2 に示されている。 
また、前照灯の明るさが歩行者安全性に及ぼす影響

については、眩しすぎて危険を感じたことのある歩行

者の割合が 3 割強存在することが示された（図 3-1、
3-2）。 

（a）高齢歩行者（n=312） (b)非高齢歩行者（n=312） 
図 2 前照灯の明るさに関する歩行者アンケート結果 
（Q.最近の自動車前照灯、以前と比べてどのように感じるか?） 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

(a) 高齢歩行者（n=312） 
図 3-1 前照灯による歩行者安全性のアンケート結果 
（Q.夜間接近してくる車両の前照灯について（複数回答可）） 

 

 

報を抽出した。なお、衝突予測時間（TTC）は、ドライ

バーが自転車に気づかずブレーキをかけない最悪の状

態を想定し、車両と自転車との距離（L）を車両走行速

度（V）で除して求めた。 
解析対象は、車両が直進中に自転車がその車両前方を

横断した 166件の中で、自転車前輪の距離情報が確認で

きる161件の事例とした。ここでは、危険な接近状況を

解明するため、自転車の飛び出しを表3に示す2つに区

分する：(a) 障害物なし、(b) 物陰（建物の陰、車両の陰）

からの飛び出し。 
 

表3 2つに区分した自転車の飛び出しパターン 

(a) 障害物なし

建物の陰から 車の陰から

搭載車
ドライブレコーダ

(b) 物陰からの飛び出し

 
 
ニアミスデータをそれら 2 つに区分したときのTTC、

車両と自転車との距離、車両走行速度の各平均値と統計

検定結果を表4に示す。自転車が物陰から飛び出す時の

TTC（平均1.95秒）は、障害物なしで飛び出す時のTTC
（平均 3.26秒）と比べて有意に短かった。 
この結果から、車両運転者の視界確保も交通安全対策

としては必要と考える。現在、自動車に装着されたセン

サが歩行者や自転車乗員を検知し、警報やブレーキ制御

をかける安全装置が交通事故防止に有効と考えられ、一

部実用化されている。このような予防安全装置を開発、

さらにこうした装置の保護性能を厳密に評価する際、障

害物の有・無という条件が検知結果に大きく影響を及ぼ

すものと考える。 
 
 
 
 
 
 

表4 飛び出しパターン毎のTTC 

解析項目

飛び出し
パターン

(a) 障害物なし (b) 物陰からの
     飛び出し

平均 3.26 秒 1.95 秒

標準偏差 2.11 秒 1.52 秒

自転車 (人) 25 136

p値

** p < 0.01

TTC

0.006**

 

 

４．おわりに 
自転車の関与する交通事故は都市部で多く発生して

おり、ここでは東京都における自転車の走行状況及び車

両のニアミス事象を調査した。その結果、自転車乗員、

車両運転者ともに建物などにより見通しが悪く、相手を

認識できない交差点の場合、出会い頭での交通事故に至

る可能性が極めて高くなることが推察された。現在、自

動車に装着されたセンサが歩行者や自転車乗員を検知

し、警報やブレーキ制御をかける安全装置が交通事故防

止に有効と考えられ、一部実用化されている。欧州にお

ける自動車アセスメントでは、自転車乗員検知型被害軽

減装置の普及を目指し、保護性評価手法を検討している。

このような予防安全装置を開発、またはこうした装置の

保護性能を詳細に評価する際、障害物の有・無という条

件が検知結果に大きく影響を及ぼすものと考える。本結

果がそれら装置の開発や保護性能評価手法に反映され

ることが期待される。 
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ぎりぎりのコントラスト値（コントラスト閾値）を、

それぞれの条件で求めるものとした。 
C＝（Lp－ L）  Lp…………………………(1)  

Lp：歩行者輝度 [cd/m2]  L：背景輝度 [cd/m2] 
３．１．４．実験参加者

実験参加者は、65 歳以上の運転免許保有者 16 名で

ある。なお、また実験参加者は外部から派遣されてお

り、当研究所の「人間を対象とする実験に関する倫理

規程」に基づき実験を開始する前に内容の説明を充分

に行い、インフォームドコンセントを得た。 
高齢層の平均年齢は 70.9 歳（標準偏差 3.8）、平均

視力は左 0.80、右 0.90 であった。 

３．２．実験結果

３．２．１．照射範囲によるコントラスト閾値の変化

実験結果から歩行者についての物体知覚及び歩行

者認知が限界となるコントラスト閾値を算出し、前照

灯の照射範囲や背景輝度などとの関係を調べるもの

とした。その結果（背景輝度: 0.14 または 0.96cd/m２

のケース）を図 9 に示す。コントラスト閾値は、物体

知覚、歩行者認知が可能な実験参加者の割合が 50%
（中央値）の時の値をそれぞれ算出したものである。 

照射範囲、背景輝度、歩車間距離の条件により物体

知覚と歩行者認知のコントラスト閾値は変化するこ

とが示されている。背景輝度が低下すると、視覚認知

能力も低下するため、その分コントラスト閾値も高く

なるものと考えられる。コントラスト閾値は視程など

の算出において一般的に 0.05 が使用されているが、

今回のような夜間の暗い条件では十分に整合せず、背

景条件が暗くなるほど、また歩行者の距離が遠くなり

見かけ上の大きさが小さくなるほど、大きな違いが出

ることが明らかになった。 
 

(a)背景輝度: 0.14cd/m２ 

 

(b) 背景輝度: 0.96cd/m２ 
図９ 照射範囲によるコントラスト閾値の変化 

 
また物体知覚と歩行者認知のコントラスト閾値はい

ずれの条件でも大きく異なる。歩行者認知のためには物

体知覚の場合よりも、さらに高いコントラストが必要に

なることが明らかとなった。

照射範囲の影響については、歩行者へのグレアを考慮

した新型前照灯（首下照射）のコントラスト閾値は走行

ビームの結果とほとんど差が見られない。すれ違いビー

ムについてはより高いコントラストが知覚認知に必要

であることが示されている。 
今回求められたコントラスト閾値Ｅt と、歩車間

距離 D（m）や背景輝度Ｌ（cd/m2）との関係式を重

回帰分析により求めた。その結果を以下に示す。

 走行ビーム（全身照射：物体知覚） 
log(Et）＝-1.069＋0.00516D－0.247L ………(2) 

 走行ビーム（全身照射：歩行者認知） 
log(Et）＝-0.816＋0.00594D－0.286L ………(3) 

 新型前照灯（首下照射：物体知覚） 
log(Et）＝-1.068＋0.00521D－0.203L ………(4) 

 新型前照灯（首下照射：歩行者認知） 
log(Et）＝-0.779＋0.00574D－0.265L ………(5) 

 すれ違いビーム（足元照射：物体知覚） 
log(Et）＝-1.434＋0.0185D－0.199L ………(6) 

 すれ違いビーム（足元照射：歩行者認知） 
log(Et）＝-1.045＋0.0171D－0.171L ………(7) 

この解析結果から走行ビームと新型前照灯（式(2)
と(4)、式(3)と(5)）で歩車間距離と背景輝度に対する

係数の値がほとんど変わらないことが明らかになっ

た。また両側 t 検定（5%）においても有意差は認め

られなかった。すなわち走行ビームと新型前照灯との

比較では、物体知覚や歩行者認知特性に殆ど影響しな
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(b)非高齢歩行者（n=312） 
図 3-2 前照灯による歩行者安全性のアンケート結果 

（Q.夜間接近してくる車両の前照灯について（複数回答可）） 

 

３．歩行者被視認性の評価解析

アンケート調査結果（図 2、図 3-1、3-2）より、最

近の前照灯は眩しく感じやすく、また安全性への影響

も懸念されることから、歩行者へのグレアも配慮した

新しい前照灯配光を使用した場合、高齢ドライバから

見た歩行者の被視認性がどのように変化するのかを

評価解析することとした。また、歩行者死亡事故（図

4 参照 3））のうち 72％は道路横断中に発生しているこ

とから、本研究では、横断歩行中の歩行者の見え方に

ついて評価することとした。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 4 歩行者死亡事故の行動類型別割合（終日） 

 
３．１．歩行者被視認性実験方法

本研究では、夜間横断歩行者の

見え方が前照灯などによりどのよ

うに変化するかを明らかにするた

めに、暗室（当研究所低視程実験

棟暗室(図 5 参照)）内において実

験参加者（高齢者）による評価実

験を行った。 図 5 暗室 

３．１．１．視認対象物

歩行者は、スクリーン上へのプロジェクタライトに

よる投影画像（図 6 参照。（最大投影面積 0.7m×1m））

により模擬する。歩行者の

身長は成人男女平均である

160cm とした。横断歩行姿

勢の歩行者の画像からその

形状を抽出し、評価実験に

使用することとした。 
３．１．２．前照灯照射範囲 図 6 模擬歩行者

前照灯による見え方の変化を評価するため、3 種類

（図 7 参照：全身照射、首下照射、足元照射）の画像

を使用して実験を行った。全身照射は走行ビームを想

定、足元照射はすれ違いビームを想定した。 
さらに歩行者にグレアを与えずなおかつドライバ

に歩行者を視認しやす

い将来の新型灯火を想

定した”首下照射”の画

像についても評価を実

施することとした。 
それぞれの歩行者画

像について視認できる

かどうか評価を行うも

のとした。 図 7 前照灯の照射範囲 
３．１．３．観測条件

歩行者とドライバ間の

距離は 30～150m と設定

した。実験参加者は歩行

者画像が投影されたスク

リーンから 6m 離れた状

態で観測評価（図 8 参照） 図 8 観測状況 
を行うものとし、縮尺率からこの時スクリーン上に映

る人体の見かけ上の全長を算出し、表示を行った。  
路面の水平面照度はCIE で規定されている 3lx（交

通量の少ない住宅地区）～20lx（交通量の多い商業地

区）に基づき、路面の反射率は 15%で完全拡散であ

るものとして、背景輝度（路面輝度）は 
          0.14～0.96cd/m２  

と設定した。 
歩行者輝度は前照灯の照射範囲内において均一と

した。歩行者輝度と背景輝度のコントラスト C は以

下の式(1)より算出する。何か存在するのがわかる（物

体知覚）、歩行者であることが分かる（歩行者認知）

Passing beam

Driving beam

Under the neck
(New lamp)
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区）に基づき、路面の反射率は 15%で完全拡散であ

るものとして、背景輝度（路面輝度）は 
          0.14～0.96cd/m２  

と設定した。 
歩行者輝度は前照灯の照射範囲内において均一と

した。歩行者輝度と背景輝度のコントラスト C は以

下の式(1)より算出する。何か存在するのがわかる（物

体知覚）、歩行者であることが分かる（歩行者認知）

Passing beam

Driving beam

Under the neck
(New lamp)
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１．はじめに 
近年のディーゼル車では、厳しい排出ガス規制に適

合するため、高圧燃料噴射システムやEGR（Exhaust 
Gas Recirculation ）、 DPF （ Diesel Particulate 
Filter）、尿素 SCR（Selective Catalytic Reduction）
触媒などの先進技術の搭載が必須となっている。ディ

ーゼル車に関しては、2015 年 9 月、フォルクスワー

ゲン社が米国で販売している車両において、排出ガス

検査時のみ排出ガス低減装置を作動させる不正ソフ

トの搭載が米国環境保護庁（EPA）より発表され、大

きな問題となった（以下、「排出ガス不正事案」とい

う）。この排出ガス不正事案を受けて、国内では国土

交通省と環境省が合同で「排出ガス不正事案を受けた

ディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会」を設置

し、車両総重量 3.5 t 以下のディーゼル乗用車および

ディーゼル貨物車を対象に検査方法等の見直しが検

討された。検査方法等の見直しにおいては、路上走行

検査の導入に向けた検討が進められ、路上走行検査を

2022 年より導入することを提言した最終とりまとめ

が 2017 年 4 月に公表された 1)。本講演では交通安全

環境研究所が試験や解析などを行い、検討を進めてい

る路上走行検査方法について紹介する。 
 

２．路上走行検査方法の検討 
大気環境保全の観点から、シャシーダイナモメータ

上で走行し評価を行う台上試験と同様に、路上走行に

おいても排出ガス低減が図られることが必要不可欠

である。そのため、路上走行検査方法の策定にあたっ

ては、不正の防止に加え、実走行環境下における排出

低減を確実にする検査方法にすべきとした基本的な

考え方のもと、先行して検討が進められている欧州の

RDE（Real Driving Emissions）試験法 2)を参考に、

国内の走行環境などを反映した路上走行検査方法の

検討を行ってきた。ここでは、これまでの検討内容を

「走行条件」、「環境条件」、「車両条件」、「運転条件」、

「試験結果の評価」の 5 項目に大別して、それぞれの

詳細を欧州のRDE 試験法と比較して説明する。 
２．１．走行条件 
走行条件として、ここでは走行ルートに関連した下

記の 5 項目を取り上げる。 
1）ルート選定および走行順序 
欧州RDE 試験法では、試験走行を都市内（Urban）、

都市間（Rural）、高速（Motorway）走行に区分して

おり、走行ルートは全ての走行区分を含むとともに都

市内、都市間、高速の順序で構成されることが基本と

されている。走行順序については、台上試験の試験サ

イクルである WLTC（Worldwide Light-duty Test 
Cycles、図 1）がLow、Medium、High、Extra High
フェーズの順序で構成されており、各フェーズの平均

速度は走行順序に応じて高くなることに準じている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一方、走行環境が欧州と異なる国内では、制限速度

等から都市内と都市間走行を明確に区別することは

困難であることから、一般道路と高速道路で構成され

るルートとし、走行順序は欧州と同様の考え方から一

般道路、高速道路の順序とした。 
2）走行区分毎の速度条件および距離比率 
欧州RDE 試験法では、走行区分を走行速度で分類

しており、各区分に対して走行距離比率が規定されて
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い。これは歩行者にグレアを与えない新型前照灯は、

歩行者の被視認性を走行ビーム並みにできる可能性

を示すものである 
なお、すれ違いビームにおいては歩車間距離に対す

る係数が他より大きくなり、すれ違いビームの狭い照

射範囲は歩行者認知や物体知覚に大きく影響する。

３．２．２．年齢層によるコントラスト閾値の変化

年齢層によるコントラスト閾値の変化（本研究の高齢

ドライバの結果と以前実施した非高齢ドライバ 4）の結

果の比較）を図10に示す。なお、非高齢層（平均視力、

左1.07、右1.01）と今回の高齢層とでは、実験参加者の

平均視力に差があったため、高齢層については視力上位

8名のデータ（平均視力、左0.98、右1.08）に対する解

析データを用いて、比較を行うこととした。 
視力に大きな差がないにもかかわらず、夜間の条件

では、物体知覚、歩行者認知いずれの条件でも高齢層

の方が悪化しており、より高いコントラストが必要と

なることが示されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 背景輝度: 0.14cd/m２ 

(b) 背景輝度: 0.96cd/m２ 
図 10 年齢層によるコントラスト閾値の変化 

４．まとめ

この研究では、夜間時の高齢ドライバ等による対歩

行者事故の低減を目指し、歩行者へのグレアも配慮し

た新しい前照灯配光にについて評価解析を行った。前

照灯の照射範囲や加齢により歩行者被視認性がどの

ように変化するのか評価実験等を行った。その結果、

以下のことが明らかになった。 
 高齢歩行者、非高齢歩行者いずれも最近の前照灯

は眩しく感じる人の割合が高く、高齢歩行者はそ

の割合がより高くなる。また、前照灯の明るさが

歩行者安全性に及ぼす影響については、眩しすぎ

て危険を感じたことのある歩行者が3割強の割合

で存在する。

 前照灯の照射範囲の影響については全身照射と首

下照射ではほとんど差が見られなかった。歩行者に

グレアを与えない新型前照灯（首下照射）は歩行者

の被視認性を走行ビーム並みにできる可能性が示

された。足元照射についてはより高いコントラスト

が視覚認知に必要である。

 背景輝度が低下すると、歩行者が視認限界となる

コントラスト閾値も高くなる。コントラスト閾値

は一般的に 0.05 が使用されているが、今回のよ

うな夜間の暗い条件に十分に整合せず、背景条件

が暗くなるほど大きな違いが出る。

 物体知覚と歩行者認知のコントラスト閾値はい

ずれの条件でも大きく異なる。歩行者認知の場合

には物体知覚の場合よりもさらに高いコントラ

ストが必要になる。

 夜間の条件では、物体知覚、歩行者認知いずれの条

件でも非高齢層より高齢層の方が同程度の視力で

も悪化しやすく、より高いコントラストが必要とな

る。

今後も、交通弱者である高齢者や歩行者を保護する

ため、高齢ドライバ等の歩行者被視認性改善について

検討を行う。 
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近年のディーゼル車では、厳しい排出ガス規制に適

合するため、高圧燃料噴射システムやEGR（Exhaust 
Gas Recirculation ）、 DPF （ Diesel Particulate 
Filter）、尿素 SCR（Selective Catalytic Reduction）
触媒などの先進技術の搭載が必須となっている。ディ

ーゼル車に関しては、2015 年 9 月、フォルクスワー

ゲン社が米国で販売している車両において、排出ガス

検査時のみ排出ガス低減装置を作動させる不正ソフ

トの搭載が米国環境保護庁（EPA）より発表され、大

きな問題となった（以下、「排出ガス不正事案」とい

う）。この排出ガス不正事案を受けて、国内では国土

交通省と環境省が合同で「排出ガス不正事案を受けた

ディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会」を設置

し、車両総重量 3.5 t 以下のディーゼル乗用車および

ディーゼル貨物車を対象に検査方法等の見直しが検

討された。検査方法等の見直しにおいては、路上走行

検査の導入に向けた検討が進められ、路上走行検査を

2022 年より導入することを提言した最終とりまとめ

が 2017 年 4 月に公表された 1)。本講演では交通安全

環境研究所が試験や解析などを行い、検討を進めてい

る路上走行検査方法について紹介する。 
 

２．路上走行検査方法の検討 
大気環境保全の観点から、シャシーダイナモメータ

上で走行し評価を行う台上試験と同様に、路上走行に

おいても排出ガス低減が図られることが必要不可欠

である。そのため、路上走行検査方法の策定にあたっ

ては、不正の防止に加え、実走行環境下における排出

低減を確実にする検査方法にすべきとした基本的な

考え方のもと、先行して検討が進められている欧州の

RDE（Real Driving Emissions）試験法 2)を参考に、

国内の走行環境などを反映した路上走行検査方法の

検討を行ってきた。ここでは、これまでの検討内容を

「走行条件」、「環境条件」、「車両条件」、「運転条件」、

「試験結果の評価」の 5 項目に大別して、それぞれの

詳細を欧州のRDE 試験法と比較して説明する。 
２．１．走行条件 
走行条件として、ここでは走行ルートに関連した下

記の 5 項目を取り上げる。 
1）ルート選定および走行順序 
欧州RDE 試験法では、試験走行を都市内（Urban）、

都市間（Rural）、高速（Motorway）走行に区分して

おり、走行ルートは全ての走行区分を含むとともに都

市内、都市間、高速の順序で構成されることが基本と

されている。走行順序については、台上試験の試験サ

イクルである WLTC（Worldwide Light-duty Test 
Cycles、図 1）がLow、Medium、High、Extra High
フェーズの順序で構成されており、各フェーズの平均

速度は走行順序に応じて高くなることに準じている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一方、走行環境が欧州と異なる国内では、制限速度

等から都市内と都市間走行を明確に区別することは

困難であることから、一般道路と高速道路で構成され

るルートとし、走行順序は欧州と同様の考え方から一

般道路、高速道路の順序とした。 
2）走行区分毎の速度条件および距離比率 
欧州RDE 試験法では、走行区分を走行速度で分類

しており、各区分に対して走行距離比率が規定されて
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い。これは歩行者にグレアを与えない新型前照灯は、

歩行者の被視認性を走行ビーム並みにできる可能性

を示すものである 
なお、すれ違いビームにおいては歩車間距離に対す

る係数が他より大きくなり、すれ違いビームの狭い照

射範囲は歩行者認知や物体知覚に大きく影響する。

３．２．２．年齢層によるコントラスト閾値の変化

年齢層によるコントラスト閾値の変化（本研究の高齢

ドライバの結果と以前実施した非高齢ドライバ 4）の結

果の比較）を図10に示す。なお、非高齢層（平均視力、

左 1.07、右1.01）と今回の高齢層とでは、実験参加者の

平均視力に差があったため、高齢層については視力上位

8名のデータ（平均視力、左0.98、右1.08）に対する解

析データを用いて、比較を行うこととした。 
視力に大きな差がないにもかかわらず、夜間の条件

では、物体知覚、歩行者認知いずれの条件でも高齢層

の方が悪化しており、より高いコントラストが必要と

なることが示されている。 
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図 10 年齢層によるコントラスト閾値の変化 
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行者事故の低減を目指し、歩行者へのグレアも配慮し

た新しい前照灯配光にについて評価解析を行った。前

照灯の照射範囲や加齢により歩行者被視認性がどの

ように変化するのか評価実験等を行った。その結果、

以下のことが明らかになった。 
 高齢歩行者、非高齢歩行者いずれも最近の前照灯

は眩しく感じる人の割合が高く、高齢歩行者はそ

の割合がより高くなる。また、前照灯の明るさが

歩行者安全性に及ぼす影響については、眩しすぎ

て危険を感じたことのある歩行者が3割強の割合

で存在する。

 前照灯の照射範囲の影響については全身照射と首

下照射ではほとんど差が見られなかった。歩行者に
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の被視認性を走行ビーム並みにできる可能性が示

された。足元照射についてはより高いコントラスト

が視覚認知に必要である。

 背景輝度が低下すると、歩行者が視認限界となる

コントラスト閾値も高くなる。コントラスト閾値

は一般的に 0.05 が使用されているが、今回のよ

うな夜間の暗い条件に十分に整合せず、背景条件

が暗くなるほど大きな違いが出る。
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ずれの条件でも大きく異なる。歩行者認知の場合

には物体知覚の場合よりもさらに高いコントラ

ストが必要になる。
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条件とした。ただし、0 ℃未満の低温条件や 35 ℃を

超える高温条件で走行した際は、排出量を補正係数

1.6 で除して評価することとした。なお、試験中の車

両周辺における気温が規定の温度範囲を外れた場合、

基本的に試験は無効となるが、評価の結果、排出ガス

量が規制値を満たせば、有効な試験として取り扱うこ

とを認めている。 
天候に関しては、国内においても欧州と同様に規定

しないこととしたが、安全が確保される範囲内で実施

すべきとした。 
２．３．車両条件 
車両条件として、下記の 4 項目を取り上げる。 

1）車載式排出ガス測定システム（PEMS）の設置 
PEMS （ Portable Emissions Measurement 

System）の設置に関して、欧州では各国の法規に従

って PEMS を設置することとしており、国内におい

ても同様に道路運送車両法等の関係法令を遵守する

必要がある。また、試験車両の排出ガス性能に影響を

及ぼさないように PEMS を設置するだけでなく、計

測精度を確保するため、排出ガス流量計の前後に設け

る直線部の長さなどの要件が欧州 RDE 試験法では規

定されており、国内においても同様とした。 
2）試験自動車重量 
排出ガス性能に影響を及ぼしうる要素である試験

自動車重量は、欧州RDE 試験法と同様に国内におい

ても、車両重量（空車重量）に運転手、立会人、試験

装置を加えた重量を基本とし、以下の式で求める重量

（paymass90%重量）を試験自動車重量の上限とした。 
 paymass90%重量 ＝ 空車重量＋運転手（75 kg） 
  ＋最大オプション重量＋（最大許容重量－空車重量 
  －運転手－最大オプション重量）×0.9        （1） 
3）暖機状態 
欧州 RDE 試験法ではコールド（エンジン冷機状態）

スタートとホット（エンジン暖機状態）スタートでの

測定が義務付けられている。また、コールドスタート

のプレコンディショニング条件については、30 分以

上の事前走行を行った後、2.1.および 2.2.節で述べた

標高と気温の条件を満たす環境下で 6 時間以上 56 時

間以下ソークすることが規定されている。 
一方、国内では台上試験の WLTC がコールドスタ

ート試験のみでの評価となることを考慮し、路上走行

検査もコールドスタートで測定を行うこととした。ま

た、プレコンディショニング条件は、ソーク環境に関

する標高および気温条件が欧州RDE 試験法と異なる

が、その他条件は欧州と同様の規定とした。 
4）補機類の使用 
エアコン等の補機に関して、欧州では想定される一

般的な使用方法での操作を許可しており、国内におい

ても同様とした。 
２．４．運転条件 
運転方法については、制限速度を遵守した上で、加

速が極端にならないよう留意する必要がある。欧州

RDE 試験法では加速時の走行動態を評価しており、

加速が緩急いずれか極端であった場合には試験不成

立となる。走行動態の評価においては、RPA（Relative 
Positive Acceleration）と v･apos_[95]が評価の指標と

して用いられる。RPA とは、加速が過度に緩やかと

なっていないかを判定する指標であり、加速時（加速

度が 0.1 m/s2以上）のデータを対象に、単位重量あた

りの仕事量を積算し、走行距離で除することで求め

る。一方、v･apos_[95]は、過度な急加速をしていない

かを判定する指標であり、加速時（加速度が 0.1 m/s2

以上）のデータを対象に、単位重量あたりの仕事率を

昇順に並べた際の 95%タイル値を指す。なお、RPA
と v･apos_[95]は都市内、都市間、高速の各走行区分で

判定される。国内においても、走行動態の評価は欧州

と同様の方法を採用するが、走行環境の違いを考慮し

て、判定を行う区分は 60 km/h 以下と 60 km/h 超の

2 区分とした。 
２．５．試験結果の評価 
1）評価方法 
欧州RDE 試験法では、Moving Averaging Window

法（以下、「MAW 法」という）またはPower Binning
法で排出ガス値を評価することが規定されている。今

後、MAW 法に一本化することが検討されており、国

内においては、MAW 法で評価することとした。 
ここで、MAW 法を具体的に説明する。MAW 法で

は、台上試験で WLTC を走行した際の CO2 排出量

（g/test）の 50%を基準とし、1 秒毎に生成される各

Window（移動平均処理を行う区間を定義）において、

基準となる CO2 排出量に達するまでの区間を対象に

平均速度と各排出ガス量を算出する。それらの算出デ

ータを図 2 に示すように速度と CO2排出量（g/km）

の関係で整理し、都市内、都市間、高速走行に分類す

る。そして、急加速等の極端な運転をした際のデータ

による影響を低減するため、台上試験で WLTC を走

いる。各走行区分における速度範囲と走行距離比率を

表 1 に示す。規定された走行距離比率には欧州の走行

実態が反映されており、4 フェーズで構成される

WLTCの速度パターンに対して欧州RDE試験法の走

行区分を適用した場合、各区分の走行距離比率は概ね

等しく、規定を満たす比率になっている。 
 
 
 
 
 
 
国内では走行環境の違いから、欧州 RDE 試験法と

同様の走行区分を適用することは難しいため、走行区

分は一般道路での走行を想定した低速および中速走

行、高速道路での走行を想定した高速走行の 3 区分と

し、表 2 に示す速度範囲と走行距離比率を設定した。

低速と中速を区分する速度閾値に関しては、WLTC
のLow およびMedium フェーズにおける走行速度と

走行距離を考慮して 40 km/h とし、中速と高速を区

分する速度閾値は一般道路の最高制限速度等を考慮

して 60 km/h とした。また、走行距離比率について、

国内の台上試験では WLTC の Low、Medium、High
の 3 フェーズで評価を行うことから、3 フェーズの速

度パターンに 40、60 km/h の速度閾値を適用して算

出した各区分の走行距離比率を基に規定した。 
 
 
 
 
 
 
3）試験時間および走行距離 
試験時間については、評価に必要なデータ数の確保

および運転者の疲労等を考慮し、欧州 RDE 試験法と

同様に 90 分以上 120 分以下とした。 
また、走行距離に関して、欧州 RDE 試験法では最

低走行距離が規定されており、都市内、都市間、高速

の各走行区分で 16 km 以上の走行が必要となる。国

内においては、先で述べた走行区分毎の距離比率と試

験時間の規定を満たす条件であれば、評価に必要な一

定の走行距離を確保出来ることが見込まれ、最低走行

距離は設定しないこととした。 

4）標高および勾配 
標高に関して、欧州 RDE 試験法では 1300 m 以下

で試験を実施するよう規定されている。ただし、標高

の高い場所では空気密度が低下することで、エンジン

の燃焼不良等につながる可能性がある。そのため、

NOx 低減対策の一つである EGR を減量する必要性

が一定程度認められることから、700 m よりも高い標

高で走行した区間における排出量は補正係数1.6で除

して評価することとしている。国内においては、標高

1000 m 以上で供用されている高速道路の実延長が約

19 km に留まることなどを考慮し、標高の上限は

1000 m とした。また、700 m を超える標高で走行し

た区間のデータは、欧州と同様の取扱いとした。 
勾配については、始点と終点の標高差が大きい場合

はもちろんのこと、標高差が小さい場合であっても、

ルート途中における標高の変化が大きくなることで

試験結果の排出量は影響を受ける。走行ルートによっ

て試験結果に大きな差異が生じることを防ぐため、欧

州 RDE 試験法では、始点と終点の標高差は 100 m 以

下、登りの累積高度は 1200 m/100km（走行 100 km
あたりの累積高度）未満としており、国内でも同様の

規定とした。 
5）その他条件 
停止時間に関する条件について、欧州 RDE 試験法

では、10 秒以上の停止（速度が 1 km/h 未満）が複数

回あり、停止時間の合計は都市内走行時間の 6%以上

30%未満と規定している。また、1 回あたりの停止時

間も 300 秒を上限としている。国内においては、1 回

あたりの停止時間に欧州と同じ規定を採用する一方、

停止時間の割合に関しては、走行環境の違いを考慮す

る必要があるため、WLTC における Extra High フェ

ーズの有無による停止時間割合の違いを参考に、低速

走行に分類される総時間の 7%以上 36%未満とした。 
２．２．環境条件 
気温について、欧州 RDE 試験法では、-7 ℃以上

35 ℃以下の環境下において実施することが規定され

ており、試験途中で一時的に温度範囲から外れた場合

であっても、その試験は無効となる。なお、0 ℃未満

の低温条件や30 ℃を超える高温条件で走行した区間

の排出量は補正係数1.6で除して評価することとして

いる。一方、国内においては走行環境の実態を反映さ

せるため、県庁所在地の気温データや都道府県別の交

通量データなどを参考に、-2 ℃以上 38 ℃以下を気温

表 1 各走行区分の速度範囲と走行距離比率（欧州） 
走行区分 速度 km/h 走行距離比率 %
都市内 速度≦60 29～44
都市間 60＜速度≦90 33±10
高速 90＜速度 33±10  

表 2 各走行区分の速度範囲と走行距離比率（国内） 
走行区分 速度 km/h 走行距離比率 %
低速 速度≦40 20～35
中速 40＜速度≦60 30±10
高速 60＜速度 45±10  
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条件とした。ただし、0 ℃未満の低温条件や 35 ℃を

超える高温条件で走行した際は、排出量を補正係数

1.6 で除して評価することとした。なお、試験中の車

両周辺における気温が規定の温度範囲を外れた場合、

基本的に試験は無効となるが、評価の結果、排出ガス

量が規制値を満たせば、有効な試験として取り扱うこ

とを認めている。 
天候に関しては、国内においても欧州と同様に規定

しないこととしたが、安全が確保される範囲内で実施

すべきとした。 
２．３．車両条件 
車両条件として、下記の 4 項目を取り上げる。 

1）車載式排出ガス測定システム（PEMS）の設置 
PEMS （ Portable Emissions Measurement 

System）の設置に関して、欧州では各国の法規に従

って PEMS を設置することとしており、国内におい

ても同様に道路運送車両法等の関係法令を遵守する

必要がある。また、試験車両の排出ガス性能に影響を

及ぼさないように PEMS を設置するだけでなく、計

測精度を確保するため、排出ガス流量計の前後に設け

る直線部の長さなどの要件が欧州 RDE 試験法では規

定されており、国内においても同様とした。 
2）試験自動車重量 
排出ガス性能に影響を及ぼしうる要素である試験

自動車重量は、欧州RDE 試験法と同様に国内におい

ても、車両重量（空車重量）に運転手、立会人、試験

装置を加えた重量を基本とし、以下の式で求める重量

（paymass90%重量）を試験自動車重量の上限とした。 
 paymass90%重量 ＝ 空車重量＋運転手（75 kg） 
  ＋最大オプション重量＋（最大許容重量－空車重量 
  －運転手－最大オプション重量）×0.9        （1） 
3）暖機状態 
欧州 RDE 試験法ではコールド（エンジン冷機状態）

スタートとホット（エンジン暖機状態）スタートでの

測定が義務付けられている。また、コールドスタート

のプレコンディショニング条件については、30 分以

上の事前走行を行った後、2.1.および 2.2.節で述べた

標高と気温の条件を満たす環境下で 6 時間以上 56 時

間以下ソークすることが規定されている。 
一方、国内では台上試験の WLTC がコールドスタ

ート試験のみでの評価となることを考慮し、路上走行

検査もコールドスタートで測定を行うこととした。ま

た、プレコンディショニング条件は、ソーク環境に関

する標高および気温条件が欧州RDE 試験法と異なる

が、その他条件は欧州と同様の規定とした。 
4）補機類の使用 
エアコン等の補機に関して、欧州では想定される一

般的な使用方法での操作を許可しており、国内におい

ても同様とした。 
２．４．運転条件 
運転方法については、制限速度を遵守した上で、加

速が極端にならないよう留意する必要がある。欧州

RDE 試験法では加速時の走行動態を評価しており、

加速が緩急いずれか極端であった場合には試験不成

立となる。走行動態の評価においては、RPA（Relative 
Positive Acceleration）と v･apos_[95]が評価の指標と

して用いられる。RPA とは、加速が過度に緩やかと

なっていないかを判定する指標であり、加速時（加速

度が 0.1 m/s2以上）のデータを対象に、単位重量あた

りの仕事量を積算し、走行距離で除することで求め

る。一方、v･apos_[95]は、過度な急加速をしていない

かを判定する指標であり、加速時（加速度が 0.1 m/s2

以上）のデータを対象に、単位重量あたりの仕事率を

昇順に並べた際の 95%タイル値を指す。なお、RPA
と v･apos_[95]は都市内、都市間、高速の各走行区分で

判定される。国内においても、走行動態の評価は欧州

と同様の方法を採用するが、走行環境の違いを考慮し

て、判定を行う区分は 60 km/h 以下と 60 km/h 超の

2 区分とした。 
２．５．試験結果の評価 
1）評価方法 
欧州RDE 試験法では、Moving Averaging Window

法（以下、「MAW 法」という）またはPower Binning
法で排出ガス値を評価することが規定されている。今

後、MAW 法に一本化することが検討されており、国

内においては、MAW 法で評価することとした。 
ここで、MAW 法を具体的に説明する。MAW 法で

は、台上試験で WLTC を走行した際の CO2 排出量

（g/test）の 50%を基準とし、1 秒毎に生成される各

Window（移動平均処理を行う区間を定義）において、

基準となる CO2 排出量に達するまでの区間を対象に

平均速度と各排出ガス量を算出する。それらの算出デ

ータを図 2 に示すように速度と CO2排出量（g/km）

の関係で整理し、都市内、都市間、高速走行に分類す

る。そして、急加速等の極端な運転をした際のデータ

による影響を低減するため、台上試験で WLTC を走

いる。各走行区分における速度範囲と走行距離比率を

表 1 に示す。規定された走行距離比率には欧州の走行

実態が反映されており、4 フェーズで構成される

WLTCの速度パターンに対して欧州RDE試験法の走

行区分を適用した場合、各区分の走行距離比率は概ね

等しく、規定を満たす比率になっている。 
 
 
 
 
 
 
国内では走行環境の違いから、欧州 RDE 試験法と

同様の走行区分を適用することは難しいため、走行区

分は一般道路での走行を想定した低速および中速走

行、高速道路での走行を想定した高速走行の 3 区分と

し、表 2 に示す速度範囲と走行距離比率を設定した。

低速と中速を区分する速度閾値に関しては、WLTC
のLow およびMedium フェーズにおける走行速度と

走行距離を考慮して 40 km/h とし、中速と高速を区

分する速度閾値は一般道路の最高制限速度等を考慮

して 60 km/h とした。また、走行距離比率について、

国内の台上試験では WLTC の Low、Medium、High
の 3 フェーズで評価を行うことから、3 フェーズの速

度パターンに 40、60 km/h の速度閾値を適用して算

出した各区分の走行距離比率を基に規定した。 
 
 
 
 
 
 
3）試験時間および走行距離 
試験時間については、評価に必要なデータ数の確保

および運転者の疲労等を考慮し、欧州 RDE 試験法と

同様に 90 分以上 120 分以下とした。 
また、走行距離に関して、欧州 RDE 試験法では最

低走行距離が規定されており、都市内、都市間、高速

の各走行区分で 16 km 以上の走行が必要となる。国

内においては、先で述べた走行区分毎の距離比率と試

験時間の規定を満たす条件であれば、評価に必要な一

定の走行距離を確保出来ることが見込まれ、最低走行

距離は設定しないこととした。 

4）標高および勾配 
標高に関して、欧州 RDE 試験法では 1300 m 以下

で試験を実施するよう規定されている。ただし、標高

の高い場所では空気密度が低下することで、エンジン

の燃焼不良等につながる可能性がある。そのため、

NOx 低減対策の一つである EGR を減量する必要性

が一定程度認められることから、700 m よりも高い標

高で走行した区間における排出量は補正係数1.6で除

して評価することとしている。国内においては、標高

1000 m 以上で供用されている高速道路の実延長が約

19 km に留まることなどを考慮し、標高の上限は

1000 m とした。また、700 m を超える標高で走行し

た区間のデータは、欧州と同様の取扱いとした。 
勾配については、始点と終点の標高差が大きい場合

はもちろんのこと、標高差が小さい場合であっても、

ルート途中における標高の変化が大きくなることで

試験結果の排出量は影響を受ける。走行ルートによっ

て試験結果に大きな差異が生じることを防ぐため、欧

州 RDE 試験法では、始点と終点の標高差は 100 m 以

下、登りの累積高度は 1200 m/100km（走行 100 km
あたりの累積高度）未満としており、国内でも同様の

規定とした。 
5）その他条件 
停止時間に関する条件について、欧州 RDE 試験法

では、10 秒以上の停止（速度が 1 km/h 未満）が複数

回あり、停止時間の合計は都市内走行時間の 6%以上

30%未満と規定している。また、1 回あたりの停止時

間も 300 秒を上限としている。国内においては、1 回

あたりの停止時間に欧州と同じ規定を採用する一方、

停止時間の割合に関しては、走行環境の違いを考慮す

る必要があるため、WLTC における Extra High フェ

ーズの有無による停止時間割合の違いを参考に、低速

走行に分類される総時間の 7%以上 36%未満とした。 
２．２．環境条件 
気温について、欧州 RDE 試験法では、-7 ℃以上

35 ℃以下の環境下において実施することが規定され

ており、試験途中で一時的に温度範囲から外れた場合

であっても、その試験は無効となる。なお、0 ℃未満

の低温条件や30 ℃を超える高温条件で走行した区間

の排出量は補正係数1.6で除して評価することとして

いる。一方、国内においては走行環境の実態を反映さ

せるため、県庁所在地の気温データや都道府県別の交

通量データなどを参考に、-2 ℃以上 38 ℃以下を気温

表 1 各走行区分の速度範囲と走行距離比率（欧州） 
走行区分 速度 km/h 走行距離比率 %
都市内 速度≦60 29～44
都市間 60＜速度≦90 33±10
高速 90＜速度 33±10  

表 2 各走行区分の速度範囲と走行距離比率（国内） 
走行区分 速度 km/h 走行距離比率 %
低速 速度≦40 20～35
中速 40＜速度≦60 30±10
高速 60＜速度 45±10  
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１．はじめに 
昨今、膨大な人的・経済的被害をもたらす局所的集

中豪雨などの異常気象が世界中で発生しており、これ

らを引き起こすと考えられる地球温暖化を防止する

観点からも、自動車の燃費向上は重要な課題である。

また、自動車の燃費向上に対する市場からの要求も

年々高まっており、自動車メーカ各社は電動化などの

新たなパワートレイン技術に加え、多くの技術改良を

積み上げることで燃費向上を図っている。 
交通安全環境研究所では、上記の燃費向上に資する

新たな技術の評価手法を検討することに加え、国にお

ける将来の燃費基準値の策定を支援するため、乗用車

を対象として最新型車両の燃費評価を実施している。

しかしながら、個別技術の燃費影響度をシャシダイナ

モ試験により評価する場合、燃費への影響が小さい技

術に対しては、試験ばらつきなどの影響により詳細な

評価が困難である。そこで、車両燃費シミュレーショ

ンを活用することで個別技術による燃費影響度を評

価する手法を考案したので紹介する。また、交通安全

環境研究所と定期的に情報交換をしている米国環境

保護庁（Environmental Protection Agency）（以下、「EPA」

という）National Vehicle and Fuel Emissions Laboratory
（以下、「NVFEL」という）における当該分野の動向に

ついて紹介する。 
 

２．交通安全環境研究所における取組 
２．１．乗用車燃費シミュレーションの構築 
当研究所においては、既にシミュレーションの精度

が検証されており、認証試験において使用されている

重量車燃料消費率計算用プログラム 1)、2)をベースに、

乗用車用燃費シミュレーションを構築した。重量車燃

料消費率計算用プログラムはソースコードが開示さ

れており任意にダウンロードできるが、走行モード、

車両諸元、トランスミッション、変速アルゴリズム、

タイヤころがり抵抗，車体空気抵抗は重量車用のもの

となっている 2)。このため、これらの箇所に対しては

乗用車用に新たにモデルを構築した。プログラムの改

変個所を図 1 に青字で示す。次節以降でその代表的な

ものについて解説する。 
 
２．２．供試車両及びサブシステムのモデル化 
当研究所は千葉大学大学院次世代モビリティパワ

ーソース研究センターと共同で、排気量 1.6 Lの過給

ガソリンエンジンを搭載した乗用車を供試車両とし、

エンジン燃費マップ、タイヤころがり抵抗係数（以下、

「RRC」という）[N/kN]及び車体の空気抵抗係数

[N/(km/h)2]を取得するとともにトランスミッションと

いったサブシステムのモデルを構築し、シミュレーシ

ョンに適用した。なお、供試車両はトランスミッショ

ンに無段変速機（CVT）を搭載している。 
エンジン燃費マップは、供試車両に搭載されている

エンジンと同一型式のエンジンによる台上試験装置

を用いて取得した。図 2 に取得したエンジン燃費マッ

プを示す。また、RRC はタイヤ単体試験装置を用い

て測定し、車体の空気抵抗係数は供試車両の惰行試験

により得られた走行抵抗のうち、速度の 2 乗に比例す

る項の係数から算出した。 
トランスミッションのモデルは、シャシダイナモ試 
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任意の車両諸元を設定

空気抵抗係数測定値を反映
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T/Mモデルを変更

行した際の各フェーズにおける CO2 排出量を基に定

義される CO2 Characteristic Curve を標準的な運転

をした際の基準CO2排出量とし、その基準の±25%に

あたる Tolerance1 の範囲内に存在するデータは全て

採用され、±50%であるTolerance2 から外れるデータ

は除外し、Tolerance1 とTolerance2 の間に存在する

データは重み付けをした上で採用される。これらの処

理を経て得られた各 Window の排出ガス量を加重平

均し、各走行区分および試験全体の排出量が算出され

る。その他にも、各走行区分に分類されるWindow 数

の比率（Test Completeness）や Tolerance1 の範囲内

に存在する Window 数の比率（Test Normality）も規

定され、極端な運転により CO2 排出量が基準値から

大きく乖離した特異なデータは排除して、試験結果の

ばらつきを抑制する工夫がなされている。なお、上述

の評価においては閾値等の様々な条件が規定されて

おり、国内では欧州RDE 試験法の規定を一部変更し

て適用した。変更した主な項目を表 3 に示す。国内と

欧州では走行環境だけでなく、WLTC による台上試

験で適用されるフェーズが異なることを考慮して、各

項目を規定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2）規制対象成分と規制値 
欧州ではNOx と PN（Particulate Number）を規

制対象成分としているが、国内においては、ディーゼ

ル車両から排出される NOx が台上走行と路上走行時

で乖離が生じている問題を最優先で解決すべきと考

え、当面はNOx のみを規制対象とした。 
そして、規制値はCF（Conformity Factor）値（台

上試験の規制値に対する倍数）として定め、国内と欧

州の CF 値を表 4 に示す。欧州では NOx の CF 値を

適宜見直し、2023 年までに CF 値＝1.0 を目指すとし

ている。国内では、様々な条件下で路上走行した際の

データを基に検討し、CF 値を 2.0 に設定した。なお、

欧州では試験全体だけでなく、都市内走行単独の排出

ガス量においてもCF値を満たすことが義務付けられ

ている。国内においては、試験全体に加え、主に一般

道路を走行した際のデータとなる都市内と都市間走

行をあわせた排出ガス量も規制の対象とした。 
 
 
 
 
 
 

３．おわりに 
本講演ではリアルワールドの環境保全を実現する

ために検討を進めている路上走行検査方法について、

走行条件、環境条件、車両条件、運転条件、試験結果

の評価に分けて検討内容を紹介した。交通安全環境研

究所では今後も国土交通省等と連携して、実走行時の

排出ガス低減に有効な検査方法の策定や国際基準調

和に貢献すべく、試験、調査等を実施していく。 
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表 4 国内と欧州のCF 値 
NOx PN
2.0 －

2017年～ 2.1 1.5
2020年～ 1.5 1.5欧州
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表 3 MAW 法の主な変更点 
変更項目 国内 欧州

走行区分の速度閾値
都市内・都市間：30 km/h
都市間・高速：50 km/h

都市内・都市間：45 km/h
都市間・高速：80 km/h

WindowのCO2排出量を

規定する試験サイクル

WLTCの3フェーズ

（Low、Medium、High）

WLTCの4フェーズ

（Low、Medium、High、
　Extra High）

CO2 Characteristic Curve
の基準点

P1（19.0 km/h）
：LowフェーズCO2排出量

　×1.1
P2（56.6 km/h）
：HighフェーズCO2排出量

　×1.1
P3：設定せず

（中速より高い速度は

　HighフェーズCO2排出量

　×1.1）

P1（19.0 km/h）
：LowフェーズCO2排出量

　×1.2
P2（56.6 km/h）
：HighフェーズCO2排出量

　×1.1
P3（92.3 km/h）
：Extra Highフェーズ

　CO2排出量×1.05

Test Completenessの要件 各走行区分のWindow数は

全Window数の10%以上

各走行区分のWindow数は

全Window数の15%以上  
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１．はじめに 
昨今、膨大な人的・経済的被害をもたらす局所的集

中豪雨などの異常気象が世界中で発生しており、これ

らを引き起こすと考えられる地球温暖化を防止する

観点からも、自動車の燃費向上は重要な課題である。

また、自動車の燃費向上に対する市場からの要求も

年々高まっており、自動車メーカ各社は電動化などの

新たなパワートレイン技術に加え、多くの技術改良を

積み上げることで燃費向上を図っている。 
交通安全環境研究所では、上記の燃費向上に資する

新たな技術の評価手法を検討することに加え、国にお

ける将来の燃費基準値の策定を支援するため、乗用車

を対象として最新型車両の燃費評価を実施している。

しかしながら、個別技術の燃費影響度をシャシダイナ

モ試験により評価する場合、燃費への影響が小さい技

術に対しては、試験ばらつきなどの影響により詳細な

評価が困難である。そこで、車両燃費シミュレーショ

ンを活用することで個別技術による燃費影響度を評

価する手法を考案したので紹介する。また、交通安全

環境研究所と定期的に情報交換をしている米国環境

保護庁（Environmental Protection Agency）（以下、「EPA」

という）National Vehicle and Fuel Emissions Laboratory
（以下、「NVFEL」という）における当該分野の動向に

ついて紹介する。 
 

２．交通安全環境研究所における取組 
２．１．乗用車燃費シミュレーションの構築 
当研究所においては、既にシミュレーションの精度

が検証されており、認証試験において使用されている

重量車燃料消費率計算用プログラム 1)、2)をベースに、

乗用車用燃費シミュレーションを構築した。重量車燃

料消費率計算用プログラムはソースコードが開示さ

れており任意にダウンロードできるが、走行モード、

車両諸元、トランスミッション、変速アルゴリズム、

タイヤころがり抵抗，車体空気抵抗は重量車用のもの

となっている 2)。このため、これらの箇所に対しては

乗用車用に新たにモデルを構築した。プログラムの改

変個所を図 1 に青字で示す。次節以降でその代表的な

ものについて解説する。 
 
２．２．供試車両及びサブシステムのモデル化 
当研究所は千葉大学大学院次世代モビリティパワ

ーソース研究センターと共同で、排気量 1.6 Lの過給

ガソリンエンジンを搭載した乗用車を供試車両とし、

エンジン燃費マップ、タイヤころがり抵抗係数（以下、

「RRC」という）[N/kN]及び車体の空気抵抗係数

[N/(km/h)2]を取得するとともにトランスミッションと

いったサブシステムのモデルを構築し、シミュレーシ

ョンに適用した。なお、供試車両はトランスミッショ

ンに無段変速機（CVT）を搭載している。 
エンジン燃費マップは、供試車両に搭載されている

エンジンと同一型式のエンジンによる台上試験装置

を用いて取得した。図 2 に取得したエンジン燃費マッ

プを示す。また、RRC はタイヤ単体試験装置を用い

て測定し、車体の空気抵抗係数は供試車両の惰行試験

により得られた走行抵抗のうち、速度の 2 乗に比例す

る項の係数から算出した。 
トランスミッションのモデルは、シャシダイナモ試 
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をした際の基準CO2排出量とし、その基準の±25%に

あたる Tolerance1 の範囲内に存在するデータは全て

採用され、±50%であるTolerance2 から外れるデータ

は除外し、Tolerance1 とTolerance2 の間に存在する

データは重み付けをした上で採用される。これらの処

理を経て得られた各 Window の排出ガス量を加重平

均し、各走行区分および試験全体の排出量が算出され

る。その他にも、各走行区分に分類されるWindow 数

の比率（Test Completeness）や Tolerance1 の範囲内

に存在する Window 数の比率（Test Normality）も規

定され、極端な運転により CO2 排出量が基準値から

大きく乖離した特異なデータは排除して、試験結果の

ばらつきを抑制する工夫がなされている。なお、上述

の評価においては閾値等の様々な条件が規定されて

おり、国内では欧州RDE 試験法の規定を一部変更し

て適用した。変更した主な項目を表 3 に示す。国内と

欧州では走行環境だけでなく、WLTC による台上試

験で適用されるフェーズが異なることを考慮して、各

項目を規定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2）規制対象成分と規制値 
欧州ではNOx と PN（Particulate Number）を規

制対象成分としているが、国内においては、ディーゼ

ル車両から排出される NOx が台上走行と路上走行時

で乖離が生じている問題を最優先で解決すべきと考

え、当面はNOx のみを規制対象とした。 
そして、規制値はCF（Conformity Factor）値（台

上試験の規制値に対する倍数）として定め、国内と欧

州の CF 値を表 4 に示す。欧州では NOx の CF 値を

適宜見直し、2023 年までに CF 値＝1.0 を目指すとし

ている。国内では、様々な条件下で路上走行した際の

データを基に検討し、CF 値を 2.0 に設定した。なお、

欧州では試験全体だけでなく、都市内走行単独の排出

ガス量においてもCF値を満たすことが義務付けられ

ている。国内においては、試験全体に加え、主に一般

道路を走行した際のデータとなる都市内と都市間走

行をあわせた排出ガス量も規制の対象とした。 
 
 
 
 
 
 

３．おわりに 
本講演ではリアルワールドの環境保全を実現する

ために検討を進めている路上走行検査方法について、

走行条件、環境条件、車両条件、運転条件、試験結果

の評価に分けて検討内容を紹介した。交通安全環境研

究所では今後も国土交通省等と連携して、実走行時の

排出ガス低減に有効な検査方法の策定や国際基準調

和に貢献すべく、試験、調査等を実施していく。 
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表 3 MAW 法の主な変更点 
変更項目 国内 欧州

走行区分の速度閾値
都市内・都市間：30 km/h
都市間・高速：50 km/h

都市内・都市間：45 km/h
都市間・高速：80 km/h

WindowのCO2排出量を

規定する試験サイクル

WLTCの3フェーズ

（Low、Medium、High）

WLTCの4フェーズ

（Low、Medium、High、
　Extra High）

CO2 Characteristic Curve
の基準点

P1（19.0 km/h）
：LowフェーズCO2排出量

　×1.1
P2（56.6 km/h）
：HighフェーズCO2排出量

　×1.1
P3：設定せず

（中速より高い速度は

　HighフェーズCO2排出量

　×1.1）

P1（19.0 km/h）
：LowフェーズCO2排出量

　×1.2
P2（56.6 km/h）
：HighフェーズCO2排出量

　×1.1
P3（92.3 km/h）
：Extra Highフェーズ

　CO2排出量×1.05

Test Completenessの要件 各走行区分のWindow数は

全Window数の10%以上

各走行区分のWindow数は

全Window数の15%以上  
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集を目的として、最新型車両における燃費性能のベン

チマーキングを実施するとともに、 Advanced 
Light-duty Powertrain and Hybrid Analysis （以下、

「ALPHA」という）と呼ばれる独自に開発した車両燃

費シミュレーションツールを用い、将来普及が見込ま

れる技術を搭載した車両の燃費予測を行っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．２．車両燃費シミュレーションツール ALPHAの

概要 
ALPHA は物理原則に基づいた車両燃費シミュレー

ションツールである。シミュレーションの基本的な考

え方は国土交通省の重量車燃料消費率計算用プログ

ラムと同じであり、モード走行時における車両燃費を

エンジンの燃費マップから計算するモデルとなって

いる。ALPHA のプログラムは MATLAB／Simulink で

構築されており、EPA が WEB で無償配布しているオ

ープンソースコードである。初期のバージョンである

ALPHA v1.0 は、シャシダイナモを用いた認証試験で

は燃費改善効果を評価することが困難なオフサイク

ル技術を評価する目的で用いられていた 3)。近年では、

将来技術による燃費改善効果を予測し、2022～2025
年（モデル年）GHG 排出規制値の妥当性を評価する

目的で ALPHA v2.0 が運用されている。なお、v2.0 は

v1.0 に対して、より現実的な車両挙動の表現に加え、

エネルギーフローの解析を可能としている。 
 
３．３．最新型車両の燃費性能ベンチマーキング 

ALPHA に入力するエンジンの燃費マップやトラン

スミッションの伝達効率は、エンジン台上試験装置を

用いて EPA-NVFEL が独自に計測・取得し、ベンチマ

ーキングしている。現在は EPA の WEB サイトで、 
・トヨタ Camry 搭載排気量 2.4 L ガソリンエンジン 
・シボレーMalibu 搭載排気量 2.5 L ガソリンエンジン 
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図 8 エンジン要素技術、トランスミッション変更に
よる WLTC 走行燃費の改善効果 

図 7 タイヤ RRC 等級及び空気圧の違いが WLTC 走
行燃費に及ぼす影響 

験装置を用いて加速試験により計測・取得したトラン

スミッション（CVT+トルクコンバータ）の変速比マ

ップと、一定速度試験により計測・算出した式(1)に示

す伝達効率の実験モデルとした。図 3 にトランスミッ

ション（CVT+トルクコンバータ）の変速比マップを、

図 4 に伝達効率の計測結果を示す。 
𝜂𝜂𝑇𝑇/𝑀𝑀 = 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑇𝑇/𝑀𝑀_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

2 + 𝑏𝑏𝑁𝑁𝑇𝑇/𝑀𝑀_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑇𝑇/𝑀𝑀2 + 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑇𝑇/𝑀𝑀 + 𝑒𝑒 
ここで、𝜂𝜂𝑇𝑇/𝑀𝑀は伝達効率、𝑁𝑁𝑇𝑇/𝑀𝑀_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜はトランスミッ

ション出力軸回転数[rpm]、𝑟𝑟𝑇𝑇/𝑀𝑀はトランスミッショ

ンの変速比、𝑎𝑎～𝑒𝑒は係数である。 
 
２．３．乗用車燃費シミュレーションモデルの検証 
以上で構築した乗用車燃費シミュレーションから

計算した WLTC（Worldwide Light-duty Test Cycle）走

行時の燃費をシャシダイナモ試験結果と比較した。図

5 に WLTC の各フェーズで燃費を比較した結果を示

す。この結果、計算と実測の相違は最大でも 5%程度

であり、構築した乗用車燃費シミュレーションモデル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は十分に高い計算精度を有していることが確認でき

た。図 6 に WLTC におけるエンジン回転数、図示平

均有効圧（以下、「IMEP」という）、駆動力、燃料消

費量の計算結果と計測結果の比較を示す。エンジン回

転数の比較結果からはトランスミッションの変速比

が、IMEP の比較結果からはトランスミッションの伝

達効率が適切にモデル化できたといえる。 
 
２．４．乗用車燃費シミュレーションの活用事例 
図7に、タイヤRRC等級及び空気圧の違いがWLTC

走行燃費に及ぼす影響をシミュレーションにより評

価した結果を示す。この結果、タイヤ RRC 等級の変

化に対しては、最大で 7%程度燃費が変化した。また、

各 RRC 等級のタイヤにおいて指定空気圧の-10%から

+10%の範囲で空気圧を変化させた場合、燃費への影

響は 1%程度と小さいことがわかる。 
図 8 に一次元エンジンシミュレーションツール

GT-POWER により予測した Cooled EGR、可変圧縮比

（VCR）、可変動弁機構（VVT+VVA）といったエンジ

ン要素技術による熱効率向上や6速マニュアルトラン

スミッション（MT）化による WLTC 走行燃費の改善

効果を、シミュレーションにより評価した結果を示

す。この結果、これらの要素技術を全て適用すること

で、最大で 20%程度燃費が改善した。 
このように、実車での計測データをベースとして構

築した乗用車燃費シミュレーションを活用すること

で、個別技術の改良による燃費改善効果を定量的に評

価できることが示された。 
 

３．EPA-NVFEL の動向 
３．１．EPA-NVFEL における取組の概要 

EPA-NVFELにおいては、Light-Duty Vehicle（LDV）

の将来の温室効果ガス（Greenhouse Gas）（以下、

「GHG」という）排出規制を策定するためのデータ収 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 エンジン燃費マップ 図 3 トランスミッション
（CVT+トルクコンバータ）

の変速比マップ 
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・マツダ Mazda 3（日本名：アクセラ）搭載排気量 2.0 
L ガソリンエンジン（スカイアクティブエンジン） 
・フォードF150搭載排気量2.7 Lターボガソリンエンジン 
・ホンダCivic搭載排気量1.5 Lターボガソリンエンジン 
の燃費マップ、及び一次元エンジンシミュレーション

ツール GT-POWER や文献値から予測した将来エンジ

ンの燃費マップが公開されており、ALPHA の入力デ

ータとして使用できるようになっている 4)。 
エンジンのベンチマーキングに際しては、エンジン

を車両搭載状態と同一の制御状態で運転する必要が

ある。そこで EPA-NVFEL では、図 9 に示すようにエ

ンジン台上試験で使用する ECU（Engine Control Unit） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と試験室に横付けした車両の制御ユニットを接続す

ることで、エンジン警告灯（MIL：Malfunction Indication 
Lamp）を点灯させずにエンジンを運転する方法を構

築している 5)。 
トランスミッションのベンチマーキングに際して

は、図 10 に示すようにエンジン出力軸（トランスミ

ッションの入力軸）とトランスミッション出力軸にフ

ランジ型軸トルク計を取り付け、エンジン台上試験装

置により伝達効率を計測する手法を適用している 5)。 
 
３．４．将来技術導入時の GHG 排出量削減予測の例 

EPA-NVFELにおいて、トヨタ Camry（2008 年式）

をベースに車体軽量化、空気抵抗及びころがり抵抗の

低減を考慮した上で、ベンチマーキングした最新のエ

ンジンやトランスミッションのデータをALPHAに適

用し、GHG 排出量削減効果を予測した例を図 11 に示

す 6)。この結果、各種オフサイクルクレジットを適用

すれば2025年のGHG排出規制値と同等の性能を得ら

れることが示されており、EPA-NVFEL ではこのよう

にして GHG 排出規制値の妥当性を評価している。 
 

４．おわりに 
今後は電動化車両に対しても燃費シミュレーショ

ンを活用し、燃費向上技術の評価・将来予測を実施す

るため、モデル構築手法を検討する予定である。また、

EPA-NVFEL との意見交換を通して、引き続き米国の

GHG 排出規制に関わる研究動向を調査する。 
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１．はじめに 
自動車や自動車部品の流通の国際化はますます進

展しており、安全対策、地球環境問題への対策など自

動車性能に対する要求を世界規模でとらえる必要が

生じている。加えて、日本の技術・基準をアジア諸国

等と共同で国際標準化し、これらの国々の需要を取り

込んでいくことが今後も我が国が継続的に成長を続

けていくための原動力の一つと考えられている。具体

的に、「インフラシステム輸出戦略」（平成 29 年度改

訂版）の「３．先進的な技術・知見等を活かした国際

標準の獲得」において、「国際機関（国連自動車基準

調和世界フォーラム等）における連携を通じて、我が

国制度・技術の国際標準化を推進」することとしてお

り、国土交通省は、アジアの新興国を含む世界各国に

おいて、安全・安心な車社会を実現するとともに、日

本の企業がより活動しやすい環境を整備するため、自

動車にかかる国際基準調和を積極的に推進している。 
国連自動車基準調和世界フォーラム（以下、

「WP29」という）では、自動車の基準の国際調和と

認証の相互承認について審議を行っており、自動車の

装置等に関する型式認可の相互承認協定と自動車の

世界統一基準を策定する協定を扱っている。我が国は

これらの協定下で国連規則（UN Regulation、以下

「UN 規則」という）や、世界統一技術規則（Global 
Technical Regulation、以下「UN GTR」という）の

制定、改訂作業に積極的に参加している。 
交通安全環境研究所（以下「当研究所」という）は、

国土交通省の国際基準調和の推進を支援する立場か

ら、WP29 の下に組織されている様々な会議に参加

し、基準の原案作りや修正等の作業に関わっている。

そのため、平成 28 年 4 月１日に、独立行政法人自動

車技術総合機構の交通安全環境研究所として新たな

スタートを迎えるに当たって、国際調和活動を専門に 
行う「国際調和推進部」を新設し、年々増加している 

国際基準調和の業務に組織的かつ柔軟に対応できる

よう実施体制の強化を図った。 
以下に、国際調和推進部における基準調和への貢献

に向けた活動の概要と今後の方向性について述べる。 
 

２．国際調和推進部の活動の概要 
図１に示す WP29 及びその傘下の各専門家会合

（GR）における主な活動の概要について紹介する。 
２．１．ＷＰ２９ 

WP29 直下に設置されている自動運転インフォー

マル会議（ITS/AD（Intelligent Transport Systems 
and Automated Driving））は、日本と英国が共同議

長を務め、当研究所が事務局としてこの活動を補佐し

ている。自動運転技術の実現のための課題を解決する

道筋を示した「サイバーセキュリティとデータ保護に

関するガイドライン」をドイツと共同で作成し、当該

ガイドラインは平成 29 年 3 月の WP29 で成立した。

ITS/AD 傘下に設置されたサイバーセキュリティ TF
では当研究所の職員が英国と共に共同議長を担当し

ており、国土交通省や日本の自動車メーカーと共に検

討した資料を報告することによって主導的な役割を

果たしている。 
２．２．一般安全専門家会合（ＧＲＳＧ） 
日本から、間接視界の基準である UN 規則 No.46

に、直前直左に直右及び近接後方を加えた視界の確保

（ミラーでなく CMS（Camera Monitor System）、ソ

ナー、直視でも可）の提案を行っており、日本の事故

データを基に近接視界の必要性を主張してきた。その

結果、車両近接における視界を確保するための

VRU-Prxi（Vulnerable Road Users proximity）イン

フォーマル会議が新たに設置され、当研究所の職員が

議長を務め、インフォーマル会議の運営を主導してい

る。 
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以下に、国際調和推進部における基準調和への貢献

に向けた活動の概要と今後の方向性について述べる。 
 

２．国際調和推進部の活動の概要 
図１に示す WP29 及びその傘下の各専門家会合

（GR）における主な活動の概要について紹介する。 
２．１．ＷＰ２９ 

WP29 直下に設置されている自動運転インフォー

マル会議（ITS/AD（Intelligent Transport Systems 
and Automated Driving））は、日本と英国が共同議

長を務め、当研究所が事務局としてこの活動を補佐し

ている。自動運転技術の実現のための課題を解決する

道筋を示した「サイバーセキュリティとデータ保護に

関するガイドライン」をドイツと共同で作成し、当該

ガイドラインは平成 29 年 3 月の WP29 で成立した。

ITS/AD 傘下に設置されたサイバーセキュリティ TF
では当研究所の職員が英国と共に共同議長を担当し

ており、国土交通省や日本の自動車メーカーと共に検

討した資料を報告することによって主導的な役割を

果たしている。 
２．２．一般安全専門家会合（ＧＲＳＧ） 
日本から、間接視界の基準である UN 規則 No.46

に、直前直左に直右及び近接後方を加えた視界の確保

（ミラーでなく CMS（Camera Monitor System）、ソ

ナー、直視でも可）の提案を行っており、日本の事故

データを基に近接視界の必要性を主張してきた。その

結果、車両近接における視界を確保するための

VRU-Prxi（Vulnerable Road Users proximity）イン

フォーマル会議が新たに設置され、当研究所の職員が

議長を務め、インフォーマル会議の運営を主導してい

る。 
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１．はじめに 

自動運転技術は、自動車をより便利で快適にするだ

けでなく、交通事故の予防や燃費の改善等にも効果が

あると期待されている。そのため、世界中の自動車メ

ーカが競って開発を進めているが、昨年 5 月、米国に

おいて自動運転車両の事故により乗員が死亡したこ

とを機に、自動運転技術の安全性が非常に注目される

こととなった。自動運転技術を安全に導入、普及させ

るためには、自動運転技術の安全要件に関する適正な

国際技術基準を早急に整備する必要がある。 
自動車基準調和世界フォーラム（以下、WP29）の

中 に自 動運転 技術 を専 門的 に扱 う ITS/AD 
(Intelligent Transport Systems/Automated Driving) 
インフォーマル会議（以下、ITS/AD）が設置されてい

る。ITS/AD は、自動運転の国際基準化に必要な定義

や、各専門家会合（GR）が具体的な基準を検討する場

合の前提条件や対象範囲等を定めている。当研究所は

ITS/AD の活動を事務局として全面的に支援している

ため。ここでは自動運転技術の定義と国際基準化項目

の検討状況に関する最近の成果を報告する。 

２．自動運転の定義とドライバの役割 
これまでに各国政府や業界団体等から様々な自動

運転の定義が提案されている。自動運転技術に関する

多くの定義はシステムが全く介入しない手動運転か

ら全てをシステムが実行する完全自動運転までを数

段階に分割し、各レベルの名前とシステムの役割を記

述している。中でも米国自動車技術会（SAE）の定義

1)は、各レベルにおける自動運転システムの機能を詳

しく記述しているため、ITS/AD は SAE の定義を参

照して議論を進めている（表 1）。 
SAE は運転時にドライバが果たす「認知、判断、操

作」のことを動的運転タスク（DDT：Dynamic Driving 
Task）と呼んでいる。自動運転は DDT をドライバの

代わりに車両システムが行う技術と定義している。 
また、運用設計領域（ODD：Operational Design 

Domain）という設計上の使用環境を想定しており、

自動運転技術は自動車専用道路や駐車場など、適切な

ODD の条件下で使用することとしている。 
 
 

表 1 米国自動車技術会（SAE）における自動運転の定義 

 

レベル レベルの名称 定義の概要
縦横方向

運動制御

物体・事象

検知と反応

万が一の

備え

運用設計

領域

運転者が運転タスクの一部または全部を実行する

0 手動運転
予防安全装置がある場合でも、ドライバが

すべての運転タスクを行う
ドライバ ドライバ ドライバ 該当なし

1 運転支援
自動運転システムによる横方向か縦方向

どちらかの持続的な制御

ドライバと

システム
ドライバ ドライバ 制限あり

2 部分的自動運転
自動運転システムによる横方向と縦方向

の両方の持続的な制御
システム ドライバ ドライバ 制限あり

車両システムが全ての運転タスクを実行する

3 条件付き自動運転
全ての運転タスクをシステムが行い、要求

に応じてドライバが適切に反応
システム システム ドライバ 制限あり

4 高度自動運転
限定条件下で全ての運転タスクをシステ

ムが実行。ドライバの反応を期待しない。
システム システム システム 制限あり

5 完全自動運転
無条件で全ての運転タスクをシステムが

実行。ドライバの反応を期待しない。
システム システム システム 制限なし

 
２．３．衝突安全専門家会合（ＧＲＳＰ） 
電気自動車の安全性に関する EVS（Electric 

Vehicle Safety）インフォーマル会議では、当研究所

の職員が事務局として米国の議長と共に会議運営を

担当し、バッテリーの安全性、耐久性等に関する新た

なUN GTRのとりまとめに貢献した。これは、新GTR 
の Phase 1 として第 173 回 WP29（平成 29 年 11 月）

で成立予定である。現在、Phase 2 に向けて、議長と

ともにインフォーマル会議の運営を主導している。 
２．４．ブレーキ・走行装置専門家会合（ＧＲＲＦ） 

GRRF では自動運転に関連する基準の議論が急速

に行われている。かじ取装置に関する UN 規則 No.79
を改正するため、自動操舵（ACSF：Automatically 
Commanded Steering Function）のインフォーマル

会議が行われており、日本とドイツが共同議長となっ

ている。当研究所は、共同議長である国土交通省を補

佐するとともに、当研究所の研究部門の研究成果と審

査部門の知見を基に、自動車線維持機能（ハンドル保

持）に必要な要件の提案を行い、UN 規則 No.79 改正

案の策定に貢献した。これは、第 171 回 WP29（平成

29 年 3 月）で成立した。現在は、片側２車線以上の

自動車専用道において、ドライバのウィンカー操作を

起点とする自動車線変更機能（ハンドル保持）等の要

件について検討を行っており、第 174 回 WP29（平成

30 年 3 月）での成立を目指している。 
２．５．排出ガス・エネルギー専門家会合（ＧＲＰＥ） 
第 170 回 WP29（平成 28 年 11 月）において、UN 

GTR No.15（乗用車の国際調和排出ガス・燃費試験法

（WLTP：Worldwide harmonized Light vehicles Test 
Procedure))の Phase 1b が成立し、現在、Phase 2 に 

向けた議論を行っている。Phase 1b に引き続き、当

研究所の職員がWLTPインフォーマル会議の副議長、

及び EV サブグループの共同議長を担当し、会議の運

営に貢献している。また、電動車のモータ・エンジン

出力定義や駆動用バッテリーの性能劣化評価試験の

検討を行っている EVE（Electric Vehicles and the 
Environment）インフォーマル会議の活動も本格化し

ており、当研究所の職員が副議長として参画してい

る。 
２．６．騒音専門家会合（ＧＲＢ） 
四輪車の騒音規制に関する UN 規則 No.51 では、

試験法で規定されている加速走行の条件だけ騒音が

小さくなるようにすることを防止するための規定が

あるが、その確認方法が煩雑で効果が見込めるかが不

透明であるとの課題から、インフォーマル会議を設置

して試験法の見直しを行っている。当研究所の職員が

副議長を担当し、各国と連携して会議を進めている。

また、トルコから車両の後退時における安全対策とし

て警報装置の基準策定について提案がなされたこと

を受け、第 66 回 GRB（平成 29 年 9 月）で日本から

後退時警報音の基準化のタスクフォース設置の提案

を行い、承認された。当研究所の職員が議長を、トル

コが副議長を担当することとなった。 
２．７．灯火器専門家会合（ＧＲＥ） 

UN 規則 No.53（二輪自動車の灯火器取付け）に、

DRL（Daytime Running Lights）と前照灯の自動切

替え要件を追加する改正提案を日本から行っている

が、照度を測定するセンサに課題があるため反対意見

が出されたので、第 77 回 GRE（平成 29 年 4 月）に

おいて、当研究所が実施した調査結果を基に日本提案

の妥当性を主張した。タスクフォースを設置して当事

者間で検討した結果、第 78 回 GRE（平成 29 年 10
月）において、日本の提案に基づく UN 規則 No.53
の改正が承認される予定である。 

 
３．国際調和推進部の今後の方向性 

当研究所は、我が国代表の一員として WP29 の各

専門家会合及びインフォーマル会議に参加し、研究成

果や認証審査の知見を活用し、基準の原案作りや修正

等の作業に積極的に関わっている。今後も、我が国の

先駆的な自動車技術に基づく基準・試験方法等につい

て積極的に提案を行い、国際標準化に貢献することと

している。 

図１ 自動車の国際基準調和活動を行う国連の組織 
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１．はじめに 

自動運転技術は、自動車をより便利で快適にするだ

けでなく、交通事故の予防や燃費の改善等にも効果が

あると期待されている。そのため、世界中の自動車メ

ーカが競って開発を進めているが、昨年 5 月、米国に

おいて自動運転車両の事故により乗員が死亡したこ

とを機に、自動運転技術の安全性が非常に注目される

こととなった。自動運転技術を安全に導入、普及させ

るためには、自動運転技術の安全要件に関する適正な

国際技術基準を早急に整備する必要がある。 
自動車基準調和世界フォーラム（以下、WP29）の

中 に自 動運転 技術 を専 門的 に扱 う ITS/AD 
(Intelligent Transport Systems/Automated Driving) 
インフォーマル会議（以下、ITS/AD）が設置されてい

る。ITS/AD は、自動運転の国際基準化に必要な定義

や、各専門家会合（GR）が具体的な基準を検討する場

合の前提条件や対象範囲等を定めている。当研究所は

ITS/AD の活動を事務局として全面的に支援している

ため。ここでは自動運転技術の定義と国際基準化項目

の検討状況に関する最近の成果を報告する。 

２．自動運転の定義とドライバの役割 
これまでに各国政府や業界団体等から様々な自動

運転の定義が提案されている。自動運転技術に関する

多くの定義はシステムが全く介入しない手動運転か

ら全てをシステムが実行する完全自動運転までを数

段階に分割し、各レベルの名前とシステムの役割を記

述している。中でも米国自動車技術会（SAE）の定義

1)は、各レベルにおける自動運転システムの機能を詳

しく記述しているため、ITS/AD は SAE の定義を参

照して議論を進めている（表 1）。 
SAE は運転時にドライバが果たす「認知、判断、操

作」のことを動的運転タスク（DDT：Dynamic Driving 
Task）と呼んでいる。自動運転は DDT をドライバの

代わりに車両システムが行う技術と定義している。 
また、運用設計領域（ODD：Operational Design 

Domain）という設計上の使用環境を想定しており、

自動運転技術は自動車専用道路や駐車場など、適切な

ODD の条件下で使用することとしている。 
 
 

表 1 米国自動車技術会（SAE）における自動運転の定義 

 

レベル レベルの名称 定義の概要
縦横方向

運動制御

物体・事象

検知と反応

万が一の

備え

運用設計

領域

運転者が運転タスクの一部または全部を実行する

0 手動運転
予防安全装置がある場合でも、ドライバが

すべての運転タスクを行う
ドライバ ドライバ ドライバ 該当なし

1 運転支援
自動運転システムによる横方向か縦方向

どちらかの持続的な制御

ドライバと

システム
ドライバ ドライバ 制限あり

2 部分的自動運転
自動運転システムによる横方向と縦方向

の両方の持続的な制御
システム ドライバ ドライバ 制限あり

車両システムが全ての運転タスクを実行する

3 条件付き自動運転
全ての運転タスクをシステムが行い、要求

に応じてドライバが適切に反応
システム システム ドライバ 制限あり

4 高度自動運転
限定条件下で全ての運転タスクをシステ

ムが実行。ドライバの反応を期待しない。
システム システム システム 制限あり

5 完全自動運転
無条件で全ての運転タスクをシステムが

実行。ドライバの反応を期待しない。
システム システム システム 制限なし

 
２．３．衝突安全専門家会合（ＧＲＳＰ） 
電気自動車の安全性に関する EVS（Electric 

Vehicle Safety）インフォーマル会議では、当研究所

の職員が事務局として米国の議長と共に会議運営を

担当し、バッテリーの安全性、耐久性等に関する新た

なUN GTRのとりまとめに貢献した。これは、新GTR 
の Phase 1 として第 173 回 WP29（平成 29 年 11 月）

で成立予定である。現在、Phase 2 に向けて、議長と

ともにインフォーマル会議の運営を主導している。 
２．４．ブレーキ・走行装置専門家会合（ＧＲＲＦ） 

GRRF では自動運転に関連する基準の議論が急速

に行われている。かじ取装置に関する UN 規則 No.79
を改正するため、自動操舵（ACSF：Automatically 
Commanded Steering Function）のインフォーマル

会議が行われており、日本とドイツが共同議長となっ

ている。当研究所は、共同議長である国土交通省を補

佐するとともに、当研究所の研究部門の研究成果と審

査部門の知見を基に、自動車線維持機能（ハンドル保

持）に必要な要件の提案を行い、UN 規則 No.79 改正

案の策定に貢献した。これは、第 171 回 WP29（平成

29 年 3 月）で成立した。現在は、片側２車線以上の

自動車専用道において、ドライバのウィンカー操作を

起点とする自動車線変更機能（ハンドル保持）等の要

件について検討を行っており、第 174 回 WP29（平成

30 年 3 月）での成立を目指している。 
２．５．排出ガス・エネルギー専門家会合（ＧＲＰＥ） 
第 170 回 WP29（平成 28 年 11 月）において、UN 

GTR No.15（乗用車の国際調和排出ガス・燃費試験法

（WLTP：Worldwide harmonized Light vehicles Test 
Procedure))の Phase 1b が成立し、現在、Phase 2 に 

向けた議論を行っている。Phase 1b に引き続き、当

研究所の職員がWLTPインフォーマル会議の副議長、

及び EV サブグループの共同議長を担当し、会議の運

営に貢献している。また、電動車のモータ・エンジン

出力定義や駆動用バッテリーの性能劣化評価試験の

検討を行っている EVE（Electric Vehicles and the 
Environment）インフォーマル会議の活動も本格化し

ており、当研究所の職員が副議長として参画してい

る。 
２．６．騒音専門家会合（ＧＲＢ） 
四輪車の騒音規制に関する UN 規則 No.51 では、

試験法で規定されている加速走行の条件だけ騒音が

小さくなるようにすることを防止するための規定が

あるが、その確認方法が煩雑で効果が見込めるかが不

透明であるとの課題から、インフォーマル会議を設置

して試験法の見直しを行っている。当研究所の職員が

副議長を担当し、各国と連携して会議を進めている。

また、トルコから車両の後退時における安全対策とし

て警報装置の基準策定について提案がなされたこと

を受け、第 66 回 GRB（平成 29 年 9 月）で日本から

後退時警報音の基準化のタスクフォース設置の提案

を行い、承認された。当研究所の職員が議長を、トル

コが副議長を担当することとなった。 
２．７．灯火器専門家会合（ＧＲＥ） 

UN 規則 No.53（二輪自動車の灯火器取付け）に、

DRL（Daytime Running Lights）と前照灯の自動切

替え要件を追加する改正提案を日本から行っている

が、照度を測定するセンサに課題があるため反対意見

が出されたので、第 77 回 GRE（平成 29 年 4 月）に

おいて、当研究所が実施した調査結果を基に日本提案

の妥当性を主張した。タスクフォースを設置して当事

者間で検討した結果、第 78 回 GRE（平成 29 年 10
月）において、日本の提案に基づく UN 規則 No.53
の改正が承認される予定である。 

 
３．国際調和推進部の今後の方向性 

当研究所は、我が国代表の一員として WP29 の各

専門家会合及びインフォーマル会議に参加し、研究成

果や認証審査の知見を活用し、基準の原案作りや修正

等の作業に積極的に関わっている。今後も、我が国の

先駆的な自動車技術に基づく基準・試験方法等につい

て積極的に提案を行い、国際標準化に貢献することと

している。 

図１ 自動車の国際基準調和活動を行う国連の組織 
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二次タスクとは、自動運転使用中にドライバが行う

運転とは異なる作業のことである。先に述べたよう

に、レベル 1 及びレベル 2 におけるドライバは常時の

周辺監視義務を負うため、二次タスクは認められな

い。しかし、レベル 3、4 では限定された ODD にお

いて車両が全てのDDT を代行するため、二次タスク

が可能と述べている。ただし、レベル 3 では車両がド

ライバにテイクオーバーを要求することがあるため、

ドライバが速やかに対応出来ないような二次タスク

（居眠りなど）は認められないと思われる。 
３．２．車両の役割

自動運転における車両の役割として、周辺の物体や

状況を認識し、縦横方向の自動制御を行うことを求め

ている。レベル 1、2、3 において、ドライバによるブ

レーキやハンドルの介入操作があった場合に自動運

転制御を解除することとしている。これを「オーバー

ライド」と呼んでいる。ただし、レベル 3 におけるオ

ーバーライドが、客観的な安全性と矛盾する場合には

その効果を遅延させることが出来るとしている。 
レベル 3 において、設計された条件下でのみ自動運

転を作動させることを認めている。ドライバにテイク

オーバーを要求し、自動運転制御を解除する場合に

は、十分な余裕時間を設けることとしている。また、

ドライバが運転に復帰できる状況にあることを確認

する機能を備えることとしている。 
レベル 4 の車両タスクはレベル 3 とほぼ同じであ

るが、ドライバを頼ることが出来ないため、より高度

な自動運転の機能が必要であり、ODD 条件が満たさ

れなくなった場合でも、車両のリスクが最小限となる

ような安全対策を求めている。レベル 5 では全ての

DDT や安全確保を車両が行うこととしている。 
３．３．ドライバの役割

レベル 1、2 におけるドライバの役割は、通常の運

転とほとんど変わらず、運転環境を常に監視し、必要

に応じてオーバーライドを行うことである。レベル 3
におけるドライバは、DDT を車両に任せることが出

来るが、車両からのテイクオーバー要求により運転に

復帰する必要がある。ドライバは車両の機能や性能限

界などを充分に理解し、誤解や誤用がないように注意

する必要がある。そのため、車両はドライバが理解し

やすいヒューマンマシンインターフェースを備えて

いる必要があると思われる。 

レベル 4、5 におけるドライバは、基本的に何もし

なくても良い。ただし、レベル 4 におけるドライバに

は、自動運転使用中に想定した ODD 条件が満たされ

ているか確認することを求めている。 
３．４．基準化のポイント

以上に説明した自動運転技術の安全性を確保する

ための様々な機能の基準化が検討されている。例え

ば、オーバーライド機能、テイクオーバー機能、以下

の節で説明するドライバモニタ機能やシステム状態

を記録する機能などは基準化項目の候補となってい

る。また、レベル 4、5 における ODD 条件から外れ

た場合の車両リスクを最小限とするための安全対策

についても何らかの規定を設ける可能性がある。 
３．５．ドライバモニタ機能

レベル 1 から 3 までの自動運転において、車両によ

る対応が困難な場面では、オーバーライドやテイクオ

ーバーといったドライバによるバックアップ対応が

必要となる。しかし、自動運転を使用中のドライバは、

手動運転の場合よりも運転に関与している意識が低

下し、速やかな対応が難しくなる可能性がある。 
そのため、ドライバの運転への従事度を高め、安全

性を確保するための対策の一つとしてドライバモニ

タ機能が提案されている。ドライバモニタ機能とは、

車両システムに備えたカメラやセンサによりドライ

バの状態を判別し、運転への従事度が低いと判定され

た場合に警告する機能である。 
例えば、レベル 1 の LKAS には、ドライバがハン

ドルを握っていない場合（ハンズオフ）に警告する機

能を求めている。レベル 2b、3 のシステムには、ハン

ズオフ検知に加え、ドライバの視線や頭の動きを監視

して運転従事度を確認する機能を求めている。 
レベル 3 ではドライバの役割が少なくなるため、ド

ライバが運転席から離れてしまい、テイクオーバー要

求への対応が遅くなる可能性がある。そのため、ドラ

イバが離席したら警告する機能や、ドライバが二次タ

スクを行う場合には、運転席に備え付けた画面を使用

することなどが検討されている。 
レベル 4 において、高速道路の出口など、想定した

ODD が終了するときにドライバに引き継ぐ場合には

ドライバの状態を確認する機能（ドライバモニタ機

能）を求めている。ただし、ドライバが引き継げない

場合でもリスクを最小限に抑える対策を求めている。

レベル 1 は、速度調整、車線維持、ブレーキ操作な

どの DDT の 1つを代行する自動運転である。例えば、

定速走行・車間距離制御装置（ACC：Adaptive Cruise 
Control）、車線維持支援装置（LKAS：Lane Keeping 
Assist System）、先進緊急ブレーキシステム（AEBS：
Advanced Emergency Braking System）など、すで

に実用化、普及が進んでいる技術である。 
レベル 2 は、レベル 1 の技術機能を組合せ、自動車

専用道路などの好条件の環境において使用する自動

運転技術である。ただし、レベル 1 及びレベル 2 にお

いてドライバは道路環境やシステムの状態を常に監

視する必要があるとされている。 
レベル 3 では全てのDDT をシステムが行うが、道

路状況の変化や故障等によりシステムの対応が難し

い場合にシステムが運転をドライバに戻すことがあ

る。これを「テイクオーバー」と呼ぶ。 
レベル 4 では、システムの対応が難しい状況におい

てもドライバの対応を期待しない点がレベル 3 と異

なっている。レベル 3、レベル 4 のいずれもODD を

限定しているが、レベル 5では全てのDDT をシステ

ムが行い、テイクオーバーを要求せず、ODD は無制

限とされている。 

３．国連規則のための自動運転の定義 
ITS/AD は、自動運転システムの一般的な原則を

WP29 に提案し、これに基づき WP29 が新しい基準

を策定するためのガイドライン案を示すこととして

いる。国際基準化の観点から、SAE の各レベルにおけ

る車両システムとドライバの役割を区分し、レベルご

とに求める安全対策や安全装置について詳細に検討

した。その成果として表 2 に示す表を作成した 2)。実

際の表は分量が大きく、複雑であるため、ここでは概

要と代表的な記載例のみを示している。表の列はSAE
の自動化レベル、行は基準化のための検討項目の例な

どを示す。なお、この表のレベル 2 は 2a と 2b に分

かれているが、その理由については3.7節で説明する。

以下に表の内容を順番に説明する。 
３．１．二次タスクの禁止と許容

この表は、レベル 1 と 2 を「ドライバによる物体と

事象の検知と反応（OEDR：Object and Event 
Detection and Response）」、レベル 3、4、5 を「シス

テムによるOEDR」と大きく区別して、前者を「ドラ

イバの二次タスク禁止」、後者を「ドライバの二次タ

スク可能」としている。 

表 2 WP29 における自動運転定義の提案と国連規則のための一般的原則（概要） 
ドライバによる物体と状況の検知と反応（OEDR）

（ドライバの二次タスク禁止）
システムによるOEDR

（ドライバの二次タスク可能）

参考SAEレベ
ル (J3016) 1 2a 2b 3 4 5

車両の役割
（例）

縦横方向どち
らかの制御

縦横の両方向の自動制御、ドライ
バの介入操作で直ちに制御を解除

全ての制御 （ドライバに戻
す場合がある）

ドライバを頼らない
全ての制御

システムによ
る常時運転

ドライバの
役割（例）

縦か横の運
転操作

運転環境を連続的に監視し、必要
に応じてオーバーライドを行う

システム要求に応じて
運転に復帰する

システムの作動、解
除の決定

特になし

基準の開発
ポイント（例）

現状と同じ ドライバの要求により直ちにシステ
ム解除できること、
ドライバ有効性の認識機能

システム要求時に運転に
戻れることを確認する機能、
引き継ぎ余裕時間の確保

車両の最小限の
リスク状態を確保

設計環境の
みでシステム
作動を許可

WP1との調和
（道交法改正） 適合 適合 適合 要検討 要検討 要検討

必要とされるシステム要件の例

オーバーライ
ド機能

必要 必要 必要 必要
安全と矛盾する
操作の反映を遅延

不要

ドライバモニタ
機能

手放し検知
（LKAS時）

手放し
検知

手放し・
視線検知等

手放し・視線・着座検知等
運用設計領域
終了時の確認

不要

システム状態
の記録 不要 不要

ドライバによる操
作とシステム状態

ドライバによる操作と
システム状態

システム状態

具体的な使用
例

LKAS、ACC、
ACSF Cat. A

ACC+ACSF
(Cat.B1, C, 

D)
（将来開発予定）

議論中
ACSF Cat. B2、
ACSF Cat. E

議論中
ACSF Cat. B2、
ACSF Cat. E
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二次タスクとは、自動運転使用中にドライバが行う

運転とは異なる作業のことである。先に述べたよう

に、レベル 1 及びレベル 2 におけるドライバは常時の

周辺監視義務を負うため、二次タスクは認められな

い。しかし、レベル 3、4 では限定された ODD にお

いて車両が全てのDDT を代行するため、二次タスク

が可能と述べている。ただし、レベル 3 では車両がド

ライバにテイクオーバーを要求することがあるため、

ドライバが速やかに対応出来ないような二次タスク

（居眠りなど）は認められないと思われる。 
３．２．車両の役割

自動運転における車両の役割として、周辺の物体や

状況を認識し、縦横方向の自動制御を行うことを求め

ている。レベル 1、2、3 において、ドライバによるブ

レーキやハンドルの介入操作があった場合に自動運

転制御を解除することとしている。これを「オーバー

ライド」と呼んでいる。ただし、レベル 3 におけるオ

ーバーライドが、客観的な安全性と矛盾する場合には

その効果を遅延させることが出来るとしている。 
レベル 3 において、設計された条件下でのみ自動運

転を作動させることを認めている。ドライバにテイク

オーバーを要求し、自動運転制御を解除する場合に

は、十分な余裕時間を設けることとしている。また、

ドライバが運転に復帰できる状況にあることを確認

する機能を備えることとしている。 
レベル 4 の車両タスクはレベル 3 とほぼ同じであ

るが、ドライバを頼ることが出来ないため、より高度

な自動運転の機能が必要であり、ODD 条件が満たさ

れなくなった場合でも、車両のリスクが最小限となる

ような安全対策を求めている。レベル 5 では全ての

DDT や安全確保を車両が行うこととしている。 
３．３．ドライバの役割

レベル 1、2 におけるドライバの役割は、通常の運

転とほとんど変わらず、運転環境を常に監視し、必要

に応じてオーバーライドを行うことである。レベル 3
におけるドライバは、DDT を車両に任せることが出

来るが、車両からのテイクオーバー要求により運転に

復帰する必要がある。ドライバは車両の機能や性能限

界などを充分に理解し、誤解や誤用がないように注意

する必要がある。そのため、車両はドライバが理解し

やすいヒューマンマシンインターフェースを備えて

いる必要があると思われる。 

レベル 4、5 におけるドライバは、基本的に何もし

なくても良い。ただし、レベル 4 におけるドライバに

は、自動運転使用中に想定した ODD 条件が満たされ

ているか確認することを求めている。 
３．４．基準化のポイント

以上に説明した自動運転技術の安全性を確保する

ための様々な機能の基準化が検討されている。例え

ば、オーバーライド機能、テイクオーバー機能、以下

の節で説明するドライバモニタ機能やシステム状態

を記録する機能などは基準化項目の候補となってい

る。また、レベル 4、5 における ODD 条件から外れ

た場合の車両リスクを最小限とするための安全対策

についても何らかの規定を設ける可能性がある。 
３．５．ドライバモニタ機能

レベル 1 から 3 までの自動運転において、車両によ

る対応が困難な場面では、オーバーライドやテイクオ

ーバーといったドライバによるバックアップ対応が

必要となる。しかし、自動運転を使用中のドライバは、

手動運転の場合よりも運転に関与している意識が低

下し、速やかな対応が難しくなる可能性がある。 
そのため、ドライバの運転への従事度を高め、安全

性を確保するための対策の一つとしてドライバモニ

タ機能が提案されている。ドライバモニタ機能とは、

車両システムに備えたカメラやセンサによりドライ

バの状態を判別し、運転への従事度が低いと判定され

た場合に警告する機能である。 
例えば、レベル 1 の LKAS には、ドライバがハン

ドルを握っていない場合（ハンズオフ）に警告する機

能を求めている。レベル 2b、3 のシステムには、ハン

ズオフ検知に加え、ドライバの視線や頭の動きを監視

して運転従事度を確認する機能を求めている。 
レベル 3 ではドライバの役割が少なくなるため、ド

ライバが運転席から離れてしまい、テイクオーバー要

求への対応が遅くなる可能性がある。そのため、ドラ

イバが離席したら警告する機能や、ドライバが二次タ

スクを行う場合には、運転席に備え付けた画面を使用

することなどが検討されている。 
レベル 4 において、高速道路の出口など、想定した

ODD が終了するときにドライバに引き継ぐ場合には

ドライバの状態を確認する機能（ドライバモニタ機

能）を求めている。ただし、ドライバが引き継げない

場合でもリスクを最小限に抑える対策を求めている。

レベル 1 は、速度調整、車線維持、ブレーキ操作な

どの DDT の 1つを代行する自動運転である。例えば、

定速走行・車間距離制御装置（ACC：Adaptive Cruise 
Control）、車線維持支援装置（LKAS：Lane Keeping 
Assist System）、先進緊急ブレーキシステム（AEBS：
Advanced Emergency Braking System）など、すで

に実用化、普及が進んでいる技術である。 
レベル 2 は、レベル 1 の技術機能を組合せ、自動車

専用道路などの好条件の環境において使用する自動

運転技術である。ただし、レベル 1 及びレベル 2 にお

いてドライバは道路環境やシステムの状態を常に監

視する必要があるとされている。 
レベル 3 では全てのDDT をシステムが行うが、道

路状況の変化や故障等によりシステムの対応が難し

い場合にシステムが運転をドライバに戻すことがあ

る。これを「テイクオーバー」と呼ぶ。 
レベル 4 では、システムの対応が難しい状況におい

てもドライバの対応を期待しない点がレベル 3 と異

なっている。レベル 3、レベル 4 のいずれもODD を

限定しているが、レベル 5では全てのDDT をシステ

ムが行い、テイクオーバーを要求せず、ODD は無制

限とされている。 

３．国連規則のための自動運転の定義 
ITS/AD は、自動運転システムの一般的な原則を

WP29 に提案し、これに基づき WP29 が新しい基準

を策定するためのガイドライン案を示すこととして

いる。国際基準化の観点から、SAE の各レベルにおけ

る車両システムとドライバの役割を区分し、レベルご

とに求める安全対策や安全装置について詳細に検討

した。その成果として表 2 に示す表を作成した 2)。実

際の表は分量が大きく、複雑であるため、ここでは概

要と代表的な記載例のみを示している。表の列はSAE
の自動化レベル、行は基準化のための検討項目の例な

どを示す。なお、この表のレベル 2 は 2a と 2b に分

かれているが、その理由については3.7節で説明する。

以下に表の内容を順番に説明する。 
３．１．二次タスクの禁止と許容

この表は、レベル 1 と 2 を「ドライバによる物体と

事象の検知と反応（OEDR：Object and Event 
Detection and Response）」、レベル 3、4、5 を「シス

テムによるOEDR」と大きく区別して、前者を「ドラ

イバの二次タスク禁止」、後者を「ドライバの二次タ

スク可能」としている。 

表 2 WP29 における自動運転定義の提案と国連規則のための一般的原則（概要） 
ドライバによる物体と状況の検知と反応（OEDR）

（ドライバの二次タスク禁止）
システムによるOEDR

（ドライバの二次タスク可能）

参考SAEレベ
ル (J3016) 1 2a 2b 3 4 5

車両の役割
（例）

縦横方向どち
らかの制御

縦横の両方向の自動制御、ドライ
バの介入操作で直ちに制御を解除

全ての制御 （ドライバに戻
す場合がある）

ドライバを頼らない
全ての制御
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１．はじめに 
ドライバーが自動車をより安全に運転すること

を可能にする運転支援機能や自動運転機能の普及

に伴い、自動車の制御システムや外部との情報通信

におけるセキュリティの重要性が増している。国連

の自動車基準調和世界フォーラム（以下、「WP29」
という）の傘下の自動運転分科会（ ITS/AD: 
Intelligent Transport Systems / Automated Driving）にお

いて取りまとめられた自動車のセキュリティガイ

ドラインが車両構造に関する統合決議として発効

した ）。さらに、今後 WP29 で対応すべき自動車セ

キュリティ上の課題を抽出するため、ITS/AD 傘下

にセキュリティタスクフォース（以下、「TF」とい

う）が新たに設置され、自動車のセキュリティに必

要な国際的な技術要件について議論が進められて

いる。

本稿では、TF における検討内容と交通安全環境

研究所の活動の概要について述べる。

WP29 の ITS/AD における TF の概要は下記の通

りである。

 Leading team： 

議長：英国（英国運輸省） 

日本（交通安全環境研究所） 

事務局：国際自動車工業連合会（OICA） 

 活動期間：1 年 (2016 年 12 月~2017 年 12 月) 

 参加国（団体） 

政府： 英国、日本、オランダ、ドイツ、 

フランス、EC、中国、他 

非政府組織: 

国際自動車工業連合会（OICA） 

欧州自動車部品工業会（CLEPA） 

国際自動車検査委員会（CITA） 

国際電気通信連合（ITU） 

国際自動車連盟（FiA） 

TF は 年 月までに WP29 での取組に関す

る提言をまとめ、ITS/AD へ提出することとしてい

る。

～ 章では TF の活動状況について、また 章で

は当研究所で実施している自動車に特化した情報

セキュリティ分野への取組について説明する。

２． TF で取り扱う課題

TF では、活動を開始するにあたり ToR(Terms of 
Reference)として活動方針を定めた ）。TF の主たる

課題として下記の 項目を設定した。

①サイバーセキュリティ対策

②ソフトウェアアップデートに関する対策

③データ保護

以下に、これらの 項目について TF の進捗状況

を説明する。

３．サイバーセキュリティに関する議論の状況 
自動車に特化したセキュリティ対策の検討は次

のようなアプローチで実施している。

①どのような脅威（例えば CAN(Controller Area 
Network)メッセージの不正など）が起こりうる

かを想定する。

②この脅威による車両安全性への影響などを最

小限化する手段を検討し、その上で対策案をま

とめる。

３．１．リファレンス車両モデルの概要

上記アプローチで検討を行うに当たり、サイバー

セキュリティが必要とされる車両としてリファレ

ンス車両モデルを設定し、その共通的仕様を定めた

（表 。

また、図 には TF の検討対象の範囲を示した。

TF において想定した検討の対象物に関する特徴

は、例えばメーカなどが自動車のユーザーに対して

提供するサービス用のサーバーを含んでいる点で

ある。ITS/AD による自動車のセキュリティガイド

ラインが、自動運転車及び Connected vehicle といっ

なお、レベル 5 におけるドライバモニタ機能は不要と

している。 
３．６．システム状態の記録

自動運転システムは新しい技術であり、当面の間、

問題なく作動することを確認しながら運用する必要

があると考えられる。あらゆる場面に対応できるプロ

グラムを作成することは難しいため、想定外の状況に

対応できない可能性がある。また、万が一事故が発生

した場合にその原因を検証する必要があると考えら

れる。これらの理由から、ドライバの操作やシステム

の状態を記録することを提案している。レベル 2b、3
においては、ドライバによる操作とシステム状態をど

ちらも記録することを求めている。レベル 4、5 では、

システム作動にドライバが介入することを想定しな

いため、システム状態のみを記録するように求めてい

る。なお、何の情報をどの程度の精度で記録するかと

いった具体的な記録内容については ITS/AD の対象

外としている。 
３．７．具体的な使用例

すでに普及が進んでいる安全運転支援機能と、近い

将来実用化される自動命令型操舵機能（ACSF：

Automatically Commanded Steering Function）など

について、表 2 との対応が検討されている。 
LKAS やACC はレベル 1 に分類される。ACSF は

機能によってカテゴリA、B1、B2、C、D、E に分類

されている 3)。カテゴリA は自動駐車などに使われる

時速 10km/h 以下の自動操舵である。カテゴリB1 は

ハンドルを握った状態で使用する車線維持機能であ

り、B2 はハンドルから手を離しても作動する車線維

持機能である。カテゴリC はドライバが周囲環境を確

認し、指令を与えると作動する自動車線変更機能であ

り、カテゴリ D はシステムが判断しドライバが承認

することにより作動する自動車線変更機能である。カ

テゴリ E はドライバの指令や承認なしに連続的に自

動車線変更を行う機能である。 
当初、ACSF は全てレベル 2 の機能として議論が進

んできた。レベル 2 の自動運転技術はドライバの常時

監視が前提であることから、表 2 に示した通り、現状

の道路交通法に適合するため、基準策定後、比較的早

期に市場導入が可能であると考えられている。 
しかし、最近、ドイツやEC などはACSF の中でも

高度な機能を有するカテゴリB2とEについてはレベ

ル 3 に分類すべきではないかと提案している。レベル

3の自動運転はドライバの意思から独立して車両が独

自に判断し、持続的に走行することから、国によって

は道路交通法との調整が必要となり、市場導入時期が

遅れることが懸念されている。 
そこで、日本はレベル2を2aと2bに区分し、ACSF

の B2 と E をレベル 2b にも分類し、レベル 2b には

2a よりも高度なドライバモニタ機能やシステム状態

の記録を要求するという提案を行っている。ACSF を

レベル 2 の技術としてまずは市場導入し、安全性や社

会受容性などの実績を重ねながら議論を進める方針

も併せて提案している。本稿執筆時点（2017 年 9 月）

では、これらの議論は収束しておらず、今後の技術動

向を考慮しながら議論を続ける必要があると考えら

れる。 
 

４．まとめ 
自動運転技術の国際基準化に必要な定義の概要と

議論の進捗状況について報告した。車両とドライバの

役割分担に応じて、オーバーライドやテイクオーバー

を実現するための機能や、ドライバ状態を監視する機

能、システム状態やドライバの操作を記録する機能な

どが基準化項目の候補として提案されている。 
当研究所は ITS/AD の事務局として、全ての議論や

資料の作成等に携わっている。この会議に関係する諸

外国の行政府や自動車メーカといった製造業界等の

代表者と直接情報交換を行い、様々な立場の意見を集

めることにより、公平で客観性、透明性の高い議論が

展開されるように努力している。また、当研究所の知

見がガイドライン等に反映されるように情報発信を

行うこともある。このような活動を通じて、自動運転

の国際基準が適正かつ効率的に構築されるように今

後も支援を続ける予定である。 
 

参考文献
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(2016) 
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の自動車基準調和世界フォーラム（以下、「WP29」
という）の傘下の自動運転分科会（ ITS/AD: 
Intelligent Transport Systems / Automated Driving）にお

いて取りまとめられた自動車のセキュリティガイ

ドラインが車両構造に関する統合決議として発効

した ）。さらに、今後 WP29 で対応すべき自動車セ

キュリティ上の課題を抽出するため、ITS/AD 傘下

にセキュリティタスクフォース（以下、「TF」とい
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要な国際的な技術要件について議論が進められて

いる。
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研究所の活動の概要について述べる。

WP29 の ITS/AD における TF の概要は下記の通
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基準・標準連携（シナリオ）タスクフォース

自動車基準認証国際化研究センター

自動運転基準化研究所

参加団体：
• 国土交通省
• 経済産業省
• 自動車技術総合機構／交通研
• 自動車工業会
• 自動車部品工業会
• 自動車技術会
• 日本自動車輸入組合
• ほか

４ ソフトウェアアップデートについて

TF におけるソフトウェアアップデートに関する

議論の状況について説明する。ソフトウェアアップ

デートに関するセキュリティについては前章の「サ

イバーセキュリティに関する議論の状況」において

カバーされているので、ここでは制度上の課題とそ

の対策の議論の状況について説明する。

TF は、車両の登録後も含め OTA (Over-The-Air 
updates)すなわち無線通信を使ったソフトウェアア

ップデートの可用性なども考慮し、メーカ以外の当

局など必ずしもソフトウェアの詳細な記載内容を

把握していない者が必要に応じてソフトウェアア

ップデートの概要（アップデート対象の機能や型式

認証への影響など）や履歴を把握する方法について

検討している。現在案として挙げているのは、型式

認証の対象となる機能単位で つのソフトウェア

同定番号（SWIN ：SoftWare Identification Number）
を与え、このソフトウェア同定番号にソフトウェア

アップデートの情報を関連付けて管理する方法で

ある。 
この提案のポイントは、自動車が基準適合の審査

を経て、市販・登録されユーザーに使用される段階

までを含めたソフトウェアアップデートの取り扱

いを透明化することにある。例えば、欧州において

は車両の登録情報についてメンバー国間の電子化

による情報共有化を進めているが、このシステムと

WP29 において検討中である審査情報の電子化

（DETA：Database for the Exchange of Type Approvals）
を組み合わせれば、SWIN の方法を適用し自動車の

審査から使用までのソフトウェアアップデートを

一括管理できる可能性がある。一方で、日本のよう

に自動車審査と登録の仕組みが分かれている場合

には、必ずしも有効ではない。TF では、各国事情

にも配慮しながら、各国の制度に役立つ提案ができ

るよう議論を進めている。

５ データ保護について

先述の通り、ITS/AD において自動車のセキュリ

ティガイドラインが取りまとめられ、車両構造に関

する統合決議として発効した。このガイドラインは

ドイツ及び日本からの原案を統合し修正を加えた

構成となっており、ガイドラインに取り上げられた

個人情報を含むデータ保護については主にドイツ

の原案を反映している。この背景から TF において

も引き続きデータ保護を主課題の１つと捉え議論

を進めている。現状では、データ保護の手段として

のセキュリティ上の課題は、先の 章に示した「サ

イバーセキュリティに関する議論の状況」に含まれ

る課題として議論されている。なお、データ保護の

ポリシーについては、これからの議論となってい

る。

６ 当研究所の取組について

ここまで TF における つの主課題について議論

の状況を説明した。 章でも述べたが、TF として

は 年 月までにこれらの課題に対する対応策

をまとめる予定である。この対応策への日本の意見

の反映はもちろんであるが、さらにセキュリティに

関する将来的な WP29 レベルの活動（例えば自動車

のセキュリティに関する国際的な共通ルールの検

討など）に関わっていくために、日本として対応す

るための組織が必要となった。そこで、自動車基準

認証国際化研究センター（JASIC: Japan Automobile 
Standards  
Internationalization Center）に設置されている、官民

からなる連携組織「自動運転基準化研究所」の傘下

に、今年、通信・セキュリティタスクフォース（主

査：自動車工業会）が設置され（図 ）活動を開始

した。

図 WP29 でのセキュリティの議論に対応する

国内の体制

自動運転基準化研究所の通信・セキュリティタス

クフォースでは、ITS/AD の TF にリンクしながら

国内の専門家による脅威分析結果を基に ITS/ADの

TF に提言を行うとともに、通信やセキュリティ分

野の基準化を考慮した将来課題の検討のために独

た車両を対象にしているのに対し、同 TF の検討対

象範囲は、自動車との通信を行う自動車メーカのサ

ーバーや道路側との通信システムを含んだ幅広い

ものとなっている。

表１ リファレンス車両モデルの定義

The reference vehicle model including

Hardware 

Software

Data held on the vehicle

Internal communications

Interfaces with

External communication systems/ 

functions 

(e.g. V2X and emergency communications) 

 and devices (e.g. USB, CD etc.)

Vehicle functions/systems that use wireless 

communications (e.g. TPMS, keyless entry)

Support servers which directly communicate 

with the vehicle

Diagnostic/maintenance systems 

図 脅威分析の検討対象範囲

想定した脅威のカテゴリは下記の通りである。

1. Compromise of back-end server 
（サービス用のサーバーへの不正接続）

 Internal communication channels used to attack a 
vehicle（内部通信手段を利用した攻撃）

3. Update process used to attack a vehicle 
（アップデートを利用した攻撃）

4. Human factor and social engineering 
（人的要素に関する脅威）

5. Compromise of external connectivity 
（外部接続手段の不正接続）

 Target of an attack on a vehicle（特定車両への

攻撃）

 System design exploits（設計仕様の悪用）

8. Data loss / "data leakage" from vehicle 
（情報漏えい）

 Physical manipulation of systems to enable an 
attack （システムの物理的な改ざん）

10. Vehicle used as a means to propagate an attack 
（他への攻撃起点とする車の悪用）

11. Communication loss to/from vehicle  
（通信のロス）

12. Non-cyber security vehicle threats 
（その他の物理的な脅威）

３．２．脅威分析及びその対策の検討例

以上に説明してきたアプローチにより、TF で実

施した脅威分析とその対策の例を紹介する。議論の

結果の取りまとめには、例えば車両メーカの開発な

どに活かせるように脅威の例に対する対応策およ

び手段を示すこととしている。なお、紙面の関係上

サーバーといった WP29 においては直接的な基準

化の対象にならないものに関しては説明を割愛し、

車両に関連する脅威分析とその対策についての検

討例を紹介する。

①脅威の例：Spoofing of messages by impersonation 
（なりすましによるメッセージの不正） 

②対応策 ：Online Services should have a strong 
mutual authentication of messages and 
assure secure communication 
(confidential and integrity protected) 
between the involved entities. 
（オンラインサービスでは、送受信とも強固な

認証手段を設ける） 
手段の例：

 Message authentication for all messages 
received.（メッセージに認証を持たせる） 

 Encryption for communications containing 
sensitive data. （重要データに暗号を用い

る） 
 Techniques to prevent replay attacks, such 

as timestamping and use of freshness values
（時刻情報や常時更新する値を利用す

る）など 
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通信・セキュリティタスクフォース

基準・標準連携（シナリオ）タスクフォース

自動車基準認証国際化研究センター

自動運転基準化研究所

参加団体：
• 国土交通省
• 経済産業省
• 自動車技術総合機構／交通研
• 自動車工業会
• 自動車部品工業会
• 自動車技術会
• 日本自動車輸入組合
• ほか

４ ソフトウェアアップデートについて

TF におけるソフトウェアアップデートに関する

議論の状況について説明する。ソフトウェアアップ

デートに関するセキュリティについては前章の「サ

イバーセキュリティに関する議論の状況」において

カバーされているので、ここでは制度上の課題とそ

の対策の議論の状況について説明する。

TF は、車両の登録後も含め OTA (Over-The-Air 
updates)すなわち無線通信を使ったソフトウェアア

ップデートの可用性なども考慮し、メーカ以外の当

局など必ずしもソフトウェアの詳細な記載内容を

把握していない者が必要に応じてソフトウェアア

ップデートの概要（アップデート対象の機能や型式

認証への影響など）や履歴を把握する方法について

検討している。現在案として挙げているのは、型式

認証の対象となる機能単位で つのソフトウェア

同定番号（SWIN ：SoftWare Identification Number）
を与え、このソフトウェア同定番号にソフトウェア

アップデートの情報を関連付けて管理する方法で

ある。 
この提案のポイントは、自動車が基準適合の審査

を経て、市販・登録されユーザーに使用される段階

までを含めたソフトウェアアップデートの取り扱

いを透明化することにある。例えば、欧州において

は車両の登録情報についてメンバー国間の電子化

による情報共有化を進めているが、このシステムと

WP29 において検討中である審査情報の電子化

（DETA：Database for the Exchange of Type Approvals）
を組み合わせれば、SWIN の方法を適用し自動車の

審査から使用までのソフトウェアアップデートを

一括管理できる可能性がある。一方で、日本のよう

に自動車審査と登録の仕組みが分かれている場合

には、必ずしも有効ではない。TF では、各国事情

にも配慮しながら、各国の制度に役立つ提案ができ

るよう議論を進めている。

５ データ保護について

先述の通り、ITS/AD において自動車のセキュリ

ティガイドラインが取りまとめられ、車両構造に関

する統合決議として発効した。このガイドラインは

ドイツ及び日本からの原案を統合し修正を加えた

構成となっており、ガイドラインに取り上げられた

個人情報を含むデータ保護については主にドイツ

の原案を反映している。この背景から TF において

も引き続きデータ保護を主課題の１つと捉え議論

を進めている。現状では、データ保護の手段として

のセキュリティ上の課題は、先の 章に示した「サ

イバーセキュリティに関する議論の状況」に含まれ

る課題として議論されている。なお、データ保護の

ポリシーについては、これからの議論となってい

る。

６ 当研究所の取組について

ここまで TF における つの主課題について議論

の状況を説明した。 章でも述べたが、TF として

は 年 月までにこれらの課題に対する対応策

をまとめる予定である。この対応策への日本の意見

の反映はもちろんであるが、さらにセキュリティに

関する将来的な WP29 レベルの活動（例えば自動車

のセキュリティに関する国際的な共通ルールの検

討など）に関わっていくために、日本として対応す

るための組織が必要となった。そこで、自動車基準

認証国際化研究センター（JASIC: Japan Automobile 
Standards Internationalization Center）に設置されてい

る、官民からなる連携組織「自動運転基準化研究所」

の傘下に、今年、通信・セキュリティタスクフォー

ス（主査：自動車工業会）が設置され（図 ）活動

を開始した。

図 WP29 でのセキュリティの議論に対応する

国内の体制

自動運転基準化研究所の通信・セキュリティタス

クフォースでは、ITS/AD の TF にリンクしながら

国内の専門家による脅威分析結果を基に ITS/ADの

TF に提言を行うとともに、通信やセキュリティ分

野の基準化を考慮した将来課題の検討のために独

自の調査活動を行っている。本調査活動は当研究所

た車両を対象にしているのに対し、同 TF の検討対

象範囲は、自動車との通信を行う自動車メーカのサ

ーバーや道路側との通信システムを含んだ幅広い

ものとなっている。

表１ リファレンス車両モデルの定義

The reference vehicle model including

Hardware 

Software

Data held on the vehicle

Internal communications

Interfaces with

External communication systems/ 

functions 

(e.g. V2X and emergency communications) 

 and devices (e.g. USB, CD etc.)

Vehicle functions/systems that use wireless 

communications (e.g. TPMS, keyless entry)

Support servers which directly communicate 

with the vehicle

Diagnostic/maintenance systems 

図 脅威分析の検討対象範囲

想定した脅威のカテゴリは下記の通りである。

1. Compromise of back-end server 
（サービス用のサーバーへの不正接続）

 Internal communication channels used to attack a 
vehicle（内部通信手段を利用した攻撃）

3. Update process used to attack a vehicle 
（アップデートを利用した攻撃）

4. Human factor and social engineering 
（人的要素に関する脅威）

5. Compromise of external connectivity 
（外部接続手段の不正接続）

 Target of an attack on a vehicle（特定車両への

攻撃）

 System design exploits（設計仕様の悪用）

8. Data loss / "data leakage" from vehicle 
（情報漏えい）

 Physical manipulation of systems to enable an 
attack （システムの物理的な改ざん）

10. Vehicle used as a means to propagate an attack 
（他への攻撃起点とする車の悪用）

11. Communication loss to/from vehicle  
（通信のロス）

12. Non-cyber security vehicle threats 
（その他の物理的な脅威）

３．２．脅威分析及びその対策の検討例

以上に説明してきたアプローチにより、TF で実

施した脅威分析とその対策の例を紹介する。議論の

結果の取りまとめには、例えば車両メーカの開発な

どに活かせるように脅威の例に対する対応策およ

び手段を示すこととしている。なお、紙面の関係上

サーバーといった WP29 においては直接的な基準

化の対象にならないものに関しては説明を割愛し、

車両に関連する脅威分析とその対策についての検

討例を紹介する。

①脅威の例：Spoofing of messages by impersonation 
（なりすましによるメッセージの不正） 

②対応策 ：Online Services should have a strong 
mutual authentication of messages and 
assure secure communication 
(confidential and integrity protected) 
between the involved entities. 
（オンラインサービスでは、送受信とも強固な

認証手段を設ける） 
手段の例：

 Message authentication for all messages 
received.（メッセージに認証を持たせる） 

 Encryption for communications containing 
sensitive data. （重要データに暗号を用い

る） 
 Techniques to prevent replay attacks, such 

as timestamping and use of freshness values
（時刻情報や常時更新する値を利用す

る）など 
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講演８．自動車認証審査部における審査の概要について

自動車認証審査部 ※山﨑 孝章

１．はじめに

自動車を購入し使用する際は、その自動車が安全

面や環境面での基準に合致していることを、運輸支

局等で行われる検査により一台一台確認すること

になっているが、この検査を効率的に行うため、自

動車、共通構造部及び自動車装置 以下「自動車等」

という。 について、安全・環境基準に合致してい

るか否かを生産段階で確認する「型式指定制度」が

設けられている。

自動車認証審査部 以下「審査部」という。 は、

型式指定制度の一環として、自動車等について、安

全・環境基準への適合性や燃料消費率の確認を、公

正な立場で行うわが国唯一の機関である。

自動車等の審査は、基準に適合しない自動車が市

場に出回ることを防止することを目的としており、

厳正に行うことは当然であるが、併せて、自動車が

技術革新の進展が著しく、また、国際的な流通を念

頭に置いた商品であることに鑑み、合理的に行うこ

とも必要である。

ここでは、昨今の審査部の取り組みを概説する。

２．自動車認証審査部の業務実績

平成 28 年度の自動車等の審査型式数は、自動車

にあっては 3,565 型式、自動車装置にあっては 289
型式となっている（図１）。

また、メーカーの設計・開発をより円滑に進める

ため、審査業務に先立ち試験等を行う先行受託試験

については、平成 28 年度は 196 件の受託があり、

積極的な利用が進んでいる。

さらに、国連の「車両の型式認定相互承認協定

（1958 年協定）」に基づく、日本政府による装置型

式指定認可証（E43）発行については、概ね国内で

使用される突入防止装置及び大型後部反射器を除

くと、平成 28 年度は 91 件 対前年度 34 件減 で

あった。

図１ 審査型式数の推移

３．審査体制の構築に係る取組

審査部として中立・公正な審査を実施するため、

基準の制定、改正等に対して、審査手法の確立及び

職員の研修、さらに必要に応じた施設の整備によ

り、審査体制の構築を行っている。

３．１．新たな排出ガス・燃費基準の導入

乗用車の排出ガス及び燃費算定試験法（WLTP）
については、国連における国際基準策定に向けて、

平成 21 年以降、我が国が国際的議論を主導してき

たところである。その結果、平成 26 年 3 月に WLTP
が車両等の世界的技術基準協定に基づく世界統一

技術規則（gtr 規則）として成立し、平成 28 年 10
月に国内導入された。また、平成 29 年２月には、

WLTP における走行抵抗値の測定法における統計

的手法が、現行の試験法（JC08 モード）に対して

も導入された。本手法は、メーカーの不正行為の抑

止・防止に資するものとなっている。

WLTP は、平成 30 年 10 月から新型乗用車に適

用される予定である。審査部では、試験規程

（TRIAS）を平成 29 年 4 月に定め、同年 9 月まで

に 13 件の試験を実施したところである。また、自

動車試験場において、WLTP 試験実施のための施設

を平成 32 年度までに整備することとしている。

が主体となり実施しており、下記にその概要を説明

する。

６．１．セキュリティに関する調査の目的

自動運転基準化研究所では、発足初年度である

年度からセキュリティに関する調査を実施し

ている。 年度の主な調査目的は、基準化の観

点での自動車独自のセキュリティについて考え方

を整理することであった。調査では次のような知見

が得られた。自動車では、例えば鉄道や飛行機とい

った他の輸送機器で通常行われている物理的なセ

キュリティ（例えば、情報管理区域の設定やセキュ

リティ教育など）を設定することが難しい。従って、

物理的なセキュリティを期待しない設計思想によ

り自動車のセキュリティ対策を施すことが必要と

なる。一方で、最終的な車両の安全性確保（非常停

止など）について配慮することも重要である。

今年度の調査では、最終的な車両の安全性確保の

ため、不正等による制御異常を考慮した非常停止機

能について市販車両の調査の実施や、共通的な非常

停止機能について調査・検討を行うこととなった。

６．２．市販車両の非常停止機能に関する調査

非常停止機能を備える車両を用い、非常停止機能

の作動条件・方法及び非常停止後の車両の状態等に

ついて調査を行っている。以下には非常停止機能の

作動条件に関する調査結果の概要を示す。

市販車両の非常停止機能の作動条件として、手動

での作動手順について調査した。国内メーカを対象

に、取扱説明書で非常停止機能の装備の記載がある

車種を対象に作動方法を調査した。対象の 社の車

両は「START」ボタンが付いており、このボタンを

長押しするか連打することで非常停止機能が作動

する。

一方で一部の輸入車両では非常停止機能の作動

条件が異なっている。例えば図 の車両では、

「START」ボタンが無く、車両の起動は運転席への

着座がトリガとなっている。この車両では、シフト

レバーの P レンジを長押しすることで非常停止機

能が作動する。

図 「START」ボタンが無くディスプレイでの

操作設定が主体の車種

このように、手動での非常停止機能の作動条件は

異なっており、仮にドライバーが制御異常を把握し

ても非常停止に戸惑う可能性が考えられる。そのた

め、非常停止機能の作動条件が統一化される必要が

ある。

７ まとめ

WP29 において自動運転に関する議論を行う

ITS/AD に新たに設置されたセキュリティに関する

TF の活動状況と、これに対応する日本国内の動向

について説明した。

今後は、TF の議論の取りまとめ（ 年 月

をめどに活動）に向け、日本の意見を反映しつつ、

セキュリティに関して WP29 で扱うべき将来的な

課題の明確化を進め、WP29 内の議論に反映してい

く。

参考文献

1 ） United Nations/Economic and Social Council, 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/
wp29resolutions/ECE-TRANS-WP.29-78r6e.pdf, 2017 
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講演８．自動車認証審査部における審査の概要について

自動車認証審査部 ※山﨑 孝章

１．はじめに
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になっているが、この検査を効率的に行うため、自

動車、共通構造部及び自動車装置 以下「自動車等」

という。 について、安全・環境基準に合致してい

るか否かを生産段階で確認する「型式指定制度」が
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図１ 審査型式数の推移
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異なっており、仮にドライバーが制御異常を把握し
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講演９．リコール技術検証業務の現状と今後の取組 
 
 

 
 
リコール技術検証部 ※杉崎 友信 小林 一幸 

 
 

１．まえがき 
リコール技術検証部は、平成 16 年にリコールに係

る不正行為が発覚したことを契機として、道路運送車

両法の改正に伴い、平成 18 年 5 月に交通安全環境研

究所に設置された。 
当部では国土交通省からの依頼に基づき、ユーザー

等から寄せられる不具合情報について、設計・製造に

起因する不具合のおそれがあるかどうかを分析し、不

具合が疑われる情報については技術検証を行うとと

もに、リコール届出内容の技術的な妥当性について技

術検証を行うことを業務としている。 
本稿では、リコール技術検証業務の現状を紹介する

とともに、当部に求められる役割とそれに対する今後

の取り組みについて、項目別に概説する。更に、本フ

ォーラムのテーマである「自動車の先進安全・環境技

術への対応」として、近年急速に普及が進んでいる先

進安全自動車や昨今世界的に問題になった自動車の

排出ガス不正制御に対する取り組みを紹介するとと

もに、今後活用が期待される車両情報のビッグデータ

についても触れる。 
 

２．リコール技術検証業務の概要 
２．１．不具合情報の分析

当部においては、ユーザーやメーカーからの不具合

情報及びメーカーからの事故・火災情報のほか、警察

や消防等の他関係機関からの不具合情報について分

析を行っている。平成 28 年度は約 9,500 件の不具合

情報について分析を行っており、その件数及び内訳を

表 1 に示す。不具合情報件数は増加傾向で、特にユー

ザーからの不具合情報件数については毎年増加して

おり、平成 28 年度においては平成 23 年度に比べて

14％増加している。 
 

表 1 不具合情報分析件数（平成 28 年度） 

 
 

２．２．技術検証 
当部が実施した技術検証及びその結果市場措置に

繋がった件数の推移を表 2 に示す。技術検証回数は、

年間約 300～500 件程度の範囲で推移し、技術検証が

終了した事案数は、年間約 100～200 件程度で推移し

ている。これらの件数の変動は、事案の複雑度による

検証期間の長短が影響しているものと思われる。 
このように年度によって技術検証回数は増減する

ものの、リコール届出などの市場措置に繋がった検証

件数は年間 20 件前後と一定の割合で推移しており、

リコール制度の適切な実施に継続的に貢献している

といえる。 
 
表 2 技術検証回数及び市場措置件数の推移 

 
 
 
 
 
 
 

３．２．車両接近通報に関する基準の導入

ハイブリッド車や電気自動車のような、一般エン

ジン車に比べて音が小さい自動車について、歩行者

等に自動車の接近を音で知らせる車両接近通報装

置に関する協定規則（UN 規則）第 138 号が平成

28 年 10 月に導入された。本規則は、電力のみによ

る走行が可能な自動車に対して、車両接近通報装置

がある走行時に発する音圧及び周波数の速度変化

を測定することにより、前進・後退時に車両接近通

報が適切に行われるかどうかの確認を行うものと

なっている。

本規則は平成 30 年 3 月から新型車に対して適用

される予定であるが、審査部では、平成 29 年 2 月

に TRIAS を定めるとともに、関係業界を交えた合

同研修を実施した（図２）。その結果、同年 6 月に

は世界初となる公式試験が実施されたところであ

る。

図２ UN 規則第 138 号導入に係る合同研修

３．３．先進安全自動車技術に係る対応

自動車技術の進展により、自動車の安全性を格段

に高めること、利便性の向上を図ることを目的とし

て、様々な先進安全自動車技術（ASV 技術）が実

用化されるとともに、国際基準としての UN 規則化

がすすめられている。これまでには、衝突被害軽減

ブレーキ（AEBS）、車線逸脱警報装置（LDWS）、
車両横滑り時制動力・駆動力制御装置（ESC）等に

ついての UN 規則が整備されているが、審査部は、

これらの規則の制定や改正に係る国際的議論に主

要メンバーとして参画しているところである。

最近では、これらの技術を統合・発展させる形で、

より自動運転に近づいた技術の開発が進んでおり、

UN 規則化もあわせて行われているところである。

平成 29 年 3 月には、かじ取り装置に係る UN 規則

（第 79 号）の改正が行われ、今まで禁止されていた

車速10km/h超の自動操舵機能の一部が認められる

こととなった。また、操舵機能別のカテゴリー整理

が行われるとともに、路外逸脱防止等を目的とした

補正操舵機能（CSF）、車速 10km/h 以下の駐車時

自動操舵機能（ACSF カテゴリーA）及び車速

10km/h 超での車線維持を目的とする自動操舵機能

（カテゴリーB1）について、警報、性能要件が制定

された。これらの改正項目については、国内導入（保

安基準改正）及び TRIAS の制定を平成 29 年 10 月

に行う予定である。

なお、自動車基準調和世界フォーラム（WP29）
では、引き続き、車線変更を目的とした自動操舵機

能（カテゴリ C）等に係る規則制定の議論がすすめ

られている。

３．４．国際的な車両型式認証制度への対応

我が国は、WP29 において国際的な車両型式認証

制度（IWVTA）の創設を提案したほか、傘下の専

門家会合でも副議長を務めるなど、同制度に係る国

際的議論を主導してきた。また、日本国内ではこれ

に先行して、平成 年４月に道路運送車両法が改

正され、IWVTA の国内担保措置となる共通構造部

型式指定制度が創設されたところである。

審査部は、国土交通省や関係団体とともに、

IWVTA を活用した自動車型式指定の申請及び届出

について具体的な手続きや課題の検討を進め、その

円滑な導入を図ることとしている。 

４．まとめ

自動運転技術等の複雑で高度な新技術の導入・普

及や安全・環境基準の強化に伴い、自動車認証審査

に必要となる知識・技術レベルが高まっている。ま

た、国際化が進む自動車市場の中で、自動車基準の

国際調和や IWVTA に基づく相互認証など、自動車

審査業務の国際化の必要性も増しているところで

ある。

このような中、審査部は、適切な審査体制の保

持・整備を通じて業務を確実に実施し、認証審査制

度の信頼性の向上及び自動車の安全確保、環境保全

等を図っていくとともに、自動車産業の成長にも十

分貢献できるよう努めていく所存である。
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当部においては、ユーザーやメーカーからの不具合

情報及びメーカーからの事故・火災情報のほか、警察

や消防等の他関係機関からの不具合情報について分

析を行っている。平成 28 年度は約 9,500 件の不具合

情報について分析を行っており、その件数及び内訳を

表 1 に示す。不具合情報件数は増加傾向で、特にユー

ザーからの不具合情報件数については毎年増加して

おり、平成 28 年度においては平成 23 年度に比べて

14％増加している。 
 

表 1 不具合情報分析件数（平成 28 年度） 

 
 

２．２．技術検証 
当部が実施した技術検証及びその結果市場措置に

繋がった件数の推移を表 2 に示す。技術検証回数は、

年間約 300～500 件程度の範囲で推移し、技術検証が

終了した事案数は、年間約 100～200 件程度で推移し

ている。これらの件数の変動は、事案の複雑度による

検証期間の長短が影響しているものと思われる。 
このように年度によって技術検証回数は増減する

ものの、リコール届出などの市場措置に繋がった検証

件数は年間 20 件前後と一定の割合で推移しており、

リコール制度の適切な実施に継続的に貢献している

といえる。 
 
表 2 技術検証回数及び市場措置件数の推移 

 
 
 
 
 
 
 

３．２．車両接近通報に関する基準の導入

ハイブリッド車や電気自動車のような、一般エン

ジン車に比べて音が小さい自動車について、歩行者

等に自動車の接近を音で知らせる車両接近通報装

置に関する協定規則（UN 規則）第 138 号が平成

28 年 10 月に導入された。本規則は、電力のみによ

る走行が可能な自動車に対して、車両接近通報装置

がある走行時に発する音圧及び周波数の速度変化

を測定することにより、前進・後退時に車両接近通

報が適切に行われるかどうかの確認を行うものと

なっている。

本規則は平成 30 年 3 月から新型車に対して適用

される予定であるが、審査部では、平成 29 年 2 月

に TRIAS を定めるとともに、関係業界を交えた合

同研修を実施した（図２）。その結果、同年 6 月に

は世界初となる公式試験が実施されたところであ

る。

図２ UN 規則第 138 号導入に係る合同研修

３．３．先進安全自動車技術に係る対応

自動車技術の進展により、自動車の安全性を格段

に高めること、利便性の向上を図ることを目的とし

て、様々な先進安全自動車技術（ASV 技術）が実

用化されるとともに、国際基準としての UN 規則化

がすすめられている。これまでには、衝突被害軽減

ブレーキ（AEBS）、車線逸脱警報装置（LDWS）、
車両横滑り時制動力・駆動力制御装置（ESC）等に

ついての UN 規則が整備されているが、審査部は、

これらの規則の制定や改正に係る国際的議論に主

要メンバーとして参画しているところである。

最近では、これらの技術を統合・発展させる形で、

より自動運転に近づいた技術の開発が進んでおり、

UN 規則化もあわせて行われているところである。

平成 29 年 3 月には、かじ取り装置に係る UN 規則

（第 79 号）の改正が行われ、今まで禁止されていた

車速10km/h超の自動操舵機能の一部が認められる

こととなった。また、操舵機能別のカテゴリー整理

が行われるとともに、路外逸脱防止等を目的とした

補正操舵機能（CSF）、車速 10km/h 以下の駐車時

自動操舵機能（ACSF カテゴリーA）及び車速

10km/h 超での車線維持を目的とする自動操舵機能

（カテゴリーB1）について、警報、性能要件が制定

された。これらの改正項目については、国内導入（保

安基準改正）及び TRIAS の制定を平成 29 年 10 月

に行う予定である。

なお、自動車基準調和世界フォーラム（WP29）
では、引き続き、車線変更を目的とした自動操舵機

能（カテゴリ C）等に係る規則制定の議論がすすめ

られている。

３．４．国際的な車両型式認証制度への対応

我が国は、WP29 において国際的な車両型式認証

制度（IWVTA）の創設を提案したほか、傘下の専

門家会合でも副議長を務めるなど、同制度に係る国

際的議論を主導してきた。また、日本国内ではこれ

に先行して、平成 年４月に道路運送車両法が改

正され、IWVTA の国内担保措置となる共通構造部

型式指定制度が創設されたところである。

審査部は、国土交通省や関係団体とともに、

IWVTA を活用した自動車型式指定の申請及び届出

について具体的な手続きや課題の検討を進め、その

円滑な導入を図ることとしている。 

４．まとめ

自動運転技術等の複雑で高度な新技術の導入・普

及や安全・環境基準の強化に伴い、自動車認証審査

に必要となる知識・技術レベルが高まっている。ま

た、国際化が進む自動車市場の中で、自動車基準の

国際調和や IWVTA に基づく相互認証など、自動車

審査業務の国際化の必要性も増しているところで

ある。

このような中、審査部は、適切な審査体制の保

持・整備を通じて業務を確実に実施し、認証審査制

度の信頼性の向上及び自動車の安全確保、環境保全

等を図っていくとともに、自動車産業の成長にも十

分貢献できるよう努めていく所存である。
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・自動車技術総合機構の検査部門や軽自動車検査協

会からの検査時における不具合情報

・整備工場における点検整備情報

・諸外国におけるリコール情報

当部が所属している自動車技術総合機構の検査部

門、軽自動車検査協会及び整備工場においては、自動

車の専門家として、ユーザーが気づかない車両の設

計・製造に起因する不具合を発見している可能性があ

る。したがって、関係者の方々と連携して新たな不具

合情報の収集ルートの構築を図っていきたいと考え

ている。

３．２．技術検証ノウハウの強化

３．２．１．フィールド調査の導入

自動車の不具合原因が設計・製造に起因するかどう

かの判断材料を迅速に収集するため、当部自ら自動車

ユーザー等を訪問し、使用過程の車両を調査するとと

もに、使用実態の聴き取りや整備方法の確認を行うフ

ィールド調査を導入した。 
平成 28 年度においては、重大な事故につながりか

ねない不具合事案 2 件について実施し、独自に不具合

の発生原因と発生メカニズムを解明することができ、

効果的な技術検証を行うことに繋がった。その中で、

大型バスのフレーム腐食による操縦系統の不具合に

ついては、最終的にリコール届出につながった。

３．２．２．技術検証実験の実施

技術検証の過程においては、メーカーからの報告を

参考にしつつ、当部においても技術検証実験を行い、

事実関係を明らかにしている。技術検証実験のテーマ

数の推移は表 6 のとおりであり、毎年のテーマ数は

10 件程度となっている。 
当部の設立当時は個別の技術検証を実施するため

に必要な事項について実験を行っていたが、ここ数年

では、技術的な知見の蓄積を目的とした技術検証実験

テーマが増加している。これは、技術検証を開始して

から実験内容を決め実行するのでは多大な時間を要

し、技術検証に時間がかかってしまうことから、予想

される事象について事前に知見を蓄積するためであ

る。その中で近年重点的に知見を蓄積しようと取り組

んでいるものは、車両火災に関する実験と先進安全自

動車（ASV)に関する実験である。 
車両火災については、火災事故案件が多いにもかか

わらず、その出火原因については不明なことが多いこ

とから、燃焼に関する基礎実験を開始した。今後は

徐々に実際の車両火災を模擬した実験に移行してい

くことで車両火災に関する知見を高め、火災事故を適

切に分析する能力の習得を目指していく。 
先進安全自動車については、近年急速に普及が進

み、それとともにユーザーから様々な不具合情報が寄

せられるようになってきたことから、その原因につい

て技術検証実験を行い、知見の蓄積を図っていく。こ

の件については 3.3.1 にて取り組み状況を記述する。 

表 6 技術検証実験のテーマ数の推移 
 
 
 
 

 
３．２．３．不具合情報の分析強化

過去の設計・製造に起因する不具合情報や技術検証

結果などを活用して、技術検証業務を実施してきてい

る。技術検証業務のさらなる迅速化を図るべく、分析

機能の強化に取り組んでいく。

３．３．先進安全・環境技術への対応 
３．３．１．先進安全自動車への取組 
先進安全自動車については、近年、新たな技術の導

入が急速に進み、現在、多種多様な技術が混在してい

る状況である。そのような状況であることから、新技

術の機能に対するユーザーの誤った認識による事案

が、自動車の不具合情報として寄せられるようになっ

てきた。当部としては、今後、先進安全自動車の普及

が加速していくことが予想されることから、先進安全

自動車の新技術の機能に対する知見を早急に深めて

いくとともに、ユーザーに新技術の機能について正し

い認識をもってもらうよう注意喚起していきたい。 
まずは、先進安全自動車の中で最も普及が進んでい

る衝突被害軽減ブレーキに関し、平成 28 年における

当部に寄せられた不具合情報について、作動状況別、

作動対象別にどのような作動限界があるのか分析を

行った。 
今後は上記の分析結果を活用しながら、衝突被害軽

減ブレーキを構成しているカメラやレーダー装置と

技術検証がリコール届出にどの程度影響したかを

表 3 に示す。技術検証がリコール届出につながった件

数とリコールの改善措置内容について技術検証した

件数は、全リコール届出件数の約 5～10％程度であ

る。当部による技術検証がリコール届出に少なからず

貢献していることがうかがえる。 
 

表 技術検証がリコール届出に影響した割合

 
 
 
 
 
 

 
２．３．先進安全・環境技術に関するリコール届出 
表 4 に、過去 5 年間における新技術に関するリコー

ル届出件数を示す。被害軽減ブレーキなど、近年導入

され始めた新技術に関してもリコールが発生してき

ており、これら新技術に関する不具合情報を注視して

いく方針である。 
 

表 新技術に関するリコール届出 
 
 
 
 

 
 

３．リコール技術検証部に求められている役割と 
今後の取組 

自動車技術が複雑化していく中、自動車部品の共通

化が進み、自動車社会の安全・安心を確保していくた

めには、これまで以上に自動車の不具合の早期発見・

早期改善が求められている。

そのような中、当部においても、「設計・製造に起

因する自動車不具合の早期発見・早期改善の促進」を

主なテーマに関係者の方々と連携して取り組んでい

きたいと考えている。

このテーマに取り組むにあたっては、（１）自動車

不具合情報について、有効な情報をいかに迅速かつ多

くの情報を収集できるか（２）自動車の不具合原因が

設計・製造に起因するかどうかの判断材料をいかに迅

速に取得できるか、が当部の重要な課題となってい

る。

これらの課題に対して、主に以下の取り組みを実施

することとしている。

①不具合情報の収集力の向上

②技術検証ノウハウの強化

③新技術への対応

また、ユーザーからの不具合情報を分析していく上

で、ユーザーが自動車に関して誤った認識を持ってい

ることが原因で事故・火災が起きている事案が発生し

ており、当部にとって、ユーザーに自動車の正しい認

識を持ってもらう「ユーザーへの注意喚起」ももう１

つの役割であると考えている。

３．１．不具合情報の収集力の向上

３．１．１．既存の不具合情報の収集ルートの充実

平成 28 年度において技術検証によってリコール届

出につながった件数のうち、不具合情報別に分類した

場合の件数及びリコール対象台数を表 に示す。件数

及びリコール対象台数ともに、メーカーからの不具合

情報が最も多いことが分かるが、ユーザーからの不具

合情報についても、台数ベースで考えるならばおよそ

割を占めており、技術検証を行う上で大きな役割を

果たしていることが分かる。今後、国土交通省ととも

にユーザーからの情報提供を一層呼びかけるととも

に、メーカー及び警察等の関係機関からも、引き続き、

情報提供に関する協力をお願いしていきたい。

表 技術検証の結果によるリコール届出の

不具合情報別内訳（平成 年度）

 
 
 
 

３．１．２．新たな不具合情報の収集ルートの構築

自動車の不具合情報の収集にあたっては、既存の不

具合情報収集ルートの充実を推進するとともに、以下

の情報を新たに活用することを検討している。
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・自動車技術総合機構の検査部門や軽自動車検査協

会からの検査時における不具合情報

・整備工場における点検整備情報

・諸外国におけるリコール情報

当部が所属している自動車技術総合機構の検査部

門、軽自動車検査協会及び整備工場においては、自動

車の専門家として、ユーザーが気づかない車両の設

計・製造に起因する不具合を発見している可能性があ

る。したがって、関係者の方々と連携して新たな不具

合情報の収集ルートの構築を図っていきたいと考え

ている。

３．２．技術検証ノウハウの強化

３．２．１．フィールド調査の導入

自動車の不具合原因が設計・製造に起因するかどう

かの判断材料を迅速に収集するため、当部自ら自動車

ユーザー等を訪問し、使用過程の車両を調査するとと

もに、使用実態の聴き取りや整備方法の確認を行うフ

ィールド調査を導入した。 
平成 28 年度においては、重大な事故につながりか

ねない不具合事案 2 件について実施し、独自に不具合

の発生原因と発生メカニズムを解明することができ、

効果的な技術検証を行うことに繋がった。その中で、

大型バスのフレーム腐食による操縦系統の不具合に

ついては、最終的にリコール届出につながった。

３．２．２．技術検証実験の実施

技術検証の過程においては、メーカーからの報告を

参考にしつつ、当部においても技術検証実験を行い、

事実関係を明らかにしている。技術検証実験のテーマ

数の推移は表 6 のとおりであり、毎年のテーマ数は

10 件程度となっている。 
当部の設立当時は個別の技術検証を実施するため

に必要な事項について実験を行っていたが、ここ数年

では、技術的な知見の蓄積を目的とした技術検証実験

テーマが増加している。これは、技術検証を開始して

から実験内容を決め実行するのでは多大な時間を要

し、技術検証に時間がかかってしまうことから、予想

される事象について事前に知見を蓄積するためであ

る。その中で近年重点的に知見を蓄積しようと取り組

んでいるものは、車両火災に関する実験と先進安全自

動車（ASV)に関する実験である。 
車両火災については、火災事故案件が多いにもかか

わらず、その出火原因については不明なことが多いこ

とから、燃焼に関する基礎実験を開始した。今後は

徐々に実際の車両火災を模擬した実験に移行してい

くことで車両火災に関する知見を高め、火災事故を適

切に分析する能力の習得を目指していく。 
先進安全自動車については、近年急速に普及が進

み、それとともにユーザーから様々な不具合情報が寄

せられるようになってきたことから、その原因につい

て技術検証実験を行い、知見の蓄積を図っていく。こ

の件については 3.3.1 にて取り組み状況を記述する。 

表 6 技術検証実験のテーマ数の推移 
 
 
 
 

 
３．２．３．不具合情報の分析強化

過去の設計・製造に起因する不具合情報や技術検証

結果などを活用して、技術検証業務を実施してきてい

る。技術検証業務のさらなる迅速化を図るべく、分析

機能の強化に取り組んでいく。

３．３．先進安全・環境技術への対応 
３．３．１．先進安全自動車への取組 
先進安全自動車については、近年、新たな技術の導

入が急速に進み、現在、多種多様な技術が混在してい

る状況である。そのような状況であることから、新技

術の機能に対するユーザーの誤った認識による事案

が、自動車の不具合情報として寄せられるようになっ

てきた。当部としては、今後、先進安全自動車の普及
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表 技術検証がリコール届出に影響した割合

 
 
 
 
 
 

 
２．３．先進安全・環境技術に関するリコール届出 
表 4 に、過去 5 年間における新技術に関するリコー

ル届出件数を示す。被害軽減ブレーキなど、近年導入

され始めた新技術に関してもリコールが発生してき

ており、これら新技術に関する不具合情報を注視して

いく方針である。 
 

表 新技術に関するリコール届出 
 
 
 
 

 
 

３．リコール技術検証部に求められている役割と 
今後の取組 

自動車技術が複雑化していく中、自動車部品の共通

化が進み、自動車社会の安全・安心を確保していくた

めには、これまで以上に自動車の不具合の早期発見・

早期改善が求められている。

そのような中、当部においても、「設計・製造に起

因する自動車不具合の早期発見・早期改善の促進」を

主なテーマに関係者の方々と連携して取り組んでい

きたいと考えている。

このテーマに取り組むにあたっては、（１）自動車

不具合情報について、有効な情報をいかに迅速かつ多

くの情報を収集できるか（２）自動車の不具合原因が

設計・製造に起因するかどうかの判断材料をいかに迅

速に取得できるか、が当部の重要な課題となってい

る。

これらの課題に対して、主に以下の取り組みを実施

することとしている。

①不具合情報の収集力の向上

②技術検証ノウハウの強化

③新技術への対応

また、ユーザーからの不具合情報を分析していく上

で、ユーザーが自動車に関して誤った認識を持ってい

ることが原因で事故・火災が起きている事案が発生し

ており、当部にとって、ユーザーに自動車の正しい認

識を持ってもらう「ユーザーへの注意喚起」ももう１

つの役割であると考えている。

３．１．不具合情報の収集力の向上

３．１．１．既存の不具合情報の収集ルートの充実

平成 28 年度において技術検証によってリコール届

出につながった件数のうち、不具合情報別に分類した

場合の件数及びリコール対象台数を表 に示す。件数

及びリコール対象台数ともに、メーカーからの不具合

情報が最も多いことが分かるが、ユーザーからの不具

合情報についても、台数ベースで考えるならばおよそ

割を占めており、技術検証を行う上で大きな役割を

果たしていることが分かる。今後、国土交通省ととも

にユーザーからの情報提供を一層呼びかけるととも

に、メーカー及び警察等の関係機関からも、引き続き、

情報提供に関する協力をお願いしていきたい。

表 技術検証の結果によるリコール届出の

不具合情報別内訳（平成 年度）

 
 
 
 

３．１．２．新たな不具合情報の収集ルートの構築

自動車の不具合情報の収集にあたっては、既存の不

具合情報収集ルートの充実を推進するとともに、以下

の情報を新たに活用することを検討している。
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いったものについて、各々の機能限界を確認する技術

検証実験を行っていき、得られた結果に基づきユーザ

ーへの注意喚起につなげる予定である。 
 
３．３．２．排出ガス不正制御を防止する取組 
近年、排出ガス低減装置を新規検査時には作動させ

る一方で実際の走行時には意図的に作動させないよ

うにするシステムを用いた排出ガス不正事案が発覚

した。この事案の再発防止として、国土交通省及び環

境省が合同で設置した「排出ガス不正事案を受けたデ

ィーゼル乗用車等検査方法見直し検討会」の最終とり

まとめにおいて、実際の走行状態に近い環境での試験

となる路上走行検査（Real Driving Emission：RDE）
の導入及び不正ソフトの使用防止に資する抜き取り

調査（サーベイランス）の実施体制の強化が必要であ

るとされたところである。これを受け、当部において

は、サーベイランスの実施により、不正ソフトの有無

を確認することが求められている。 
サーベイランスの実施にあたっては、図 1 の車載式

排出ガス測定システム（PEMS）を使用して、従来の

排出ガス測定方法であるシャシーダイナモ測定に加

えて、路上走行等を行って排出ガス測定を行い、排出

ガス値に乖離がないかを確認する手法を国土交通省

とともに検討している。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 車載式排出ガス測定システム（PEMS） 
 
３．３．３．車両情報のビッグデータの活用 
近年、先進的な安全・環境技術の導入にあたっては、

高度な電子制御化が必要不可欠な状況であるととも

に、今後、車の付加価値がハードからソフトに急速に

シフトすると言われている。このような中、クラウ

ド・コンピューティングや通信インフラの急速な発展

により、メーカーが車載ソフトを無線で更新したり、

車両情報（速度、加速度、位置、故障・老朽化等）を

収集する動きが活発化してきている。また、車載ソフ

トウェアに起因するリコールが多くなってきており、

こういった取り組みによって早期改善が期待される。

リコール技術検証業務においても、収集された車両情

報の活用により、車の使用方法や故障履歴などの把握

も可能となり不具合の早期発見・早期改善につながる

ことが予想される。以上のことから、このような取り

組みが促進されるよう、当部においても積極的に関与

することを考えている。

３．４．ユーザーへの注意喚起の取組 
当部では、ユーザーや自動車メーカー等からの不具

合情報をもとに、ユーザーや整備業者に対して不注意

や誤った使用方法による事故・火災を未然に防止する

ため、国土交通省からの委託により、注意喚起のため

の受託調査を実施してきた。これらの結果は国土交通

省のホームページ上でインターネット動画として公

表されており、特に平成 28 年度受託調査「道路運送

車両法の保安基準に適合するチャイルドシートの重

要性及び適正使用に関する調査」については、道路運

送車両法の保安基準に適合しないチャイルドシート

の危険性が確認されたこともあり、大きな反響があっ

た（図２）。 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 道路運送車両法の保安基準に適合しない 
チャイルドシートの調査実験 

 
４．終わりに 

近年、先進安全・環境技術は多岐にわたるとともに

進展が著しいこともあり、自動車部品の共通化が進展

している状況である。また、先進安全自動車の技術が

急加速していくことから、より一層ハード面の安全対

策が重要となってくる。今後、自動車社会の安全・安

心を確保していくため、ユーザー、メーカー及び関係

機関等と一体となって、自動車不具合の早期発見・早

期改善に向けた取り組みを推進していく所存である。 
そのことが、自動車産業の国際競争力の向上にもつな

がるものと考えている。 
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① 画像解析及び通信技術を活用した踏切事故防止支援システムへの 

取組 
 

交通システム研究部 ※竹内 俊裕 長谷川 智紀 工藤 希 山口 大助 
        伊藤 昇（客員研究員） 

 
 

１．まえがき 
鉄軌道輸送において、安全の確保は最大の使命であ

るが、鉄道運転事故件数は、長期的には減少傾向にあ

るものの、さらなる安全性向上のための対策が必要な

状況となっている。中でも、鉄道運転事故全体の約３

割 1)を占めている踏切での事故を減らすことが、鉄道

の安全性を向上させるうえで重要な課題である。

踏切事故の防止対策として、踏切障害物検知装置等

があるが、これらの装置は踏切内で停滞した自動車を

対象としていることから、歩行者の検知は難しい。ま

た、厳しい経営環境にある地方鉄道においては、高コ

ストな踏切障害物検知装置の導入は容易ではない。

一方、自動車の分野においては、交通事故死者数の

削減を目的とした 推進計画 において、衝突被害

軽減ブレーキ等の予防安全に資する運転支援技術が

開発、実用化され、普及してきている。

また、自動車分野に限らず、画像処理デバイスや通

信デバイスが、汎用技術として安価に使用できる環境

が整ってきている。

そこで、これらのデバイスを鉄道分野に活用し、道

路交通との協調を図ることで、省コストで双方の安全

性を向上させることができると考えられることから、

踏切における列車と自動車や歩行者との衝突事故を

防止することを目的とした踏切事故防止支援システ

ムを構築し、機能検証実験を実施してきたので紹介す

る。

２．踏切事故防止支援システム機能概要 
踏切事故防止支援システムは、踏切事故削減効果が

見込まれる以下の機能を有している。 
①踏切へ接近する自動車に対して、踏切の動作状態を

報知する。 
②踏切内で停滞した自動車や歩行者を検出し、その情

報を接近する列車に報知するとともに、列車の接近を

当該自動車・歩行者へ報知する。 
また、地方鉄道への導入も視野に入れ、汎用技術を

活用することで低コスト化を図ることとした。 

３．機能検証実験 
３．１．踏切遮断時進入防止支援機能 
踏切遮断時進入防止支援機能は、図１に示すよう

に、動作中の踏切に接近中の自動車のドライバーに対

して、GPS により検知した自動車の位置から踏切ま

での距離に応じて音声メッセージと画面表示で情報

提供や注意喚起を行う機能である。 

 
図１ 支援タイミング 

支援方法は、踏切までの距離による方法を採用し、

試験自動車による 10 回の走行においては、安定した

支援が行われることを確認した。 
 
３．２．踏切停滞検出機能 
踏切停滞検出機能は、画像解析技術を活用して踏切

を通行する自動車や歩行者を検出し（図２）、踏切の

動作開始後も踏切内に自動車や歩行者を認識した場

合に、その情報を接近中の列車の運転士に対して報知

し、当該踏切までの到達予想時刻に応じて情報提供、

注意喚起、警報の各支援を行うとともに、停滞してい

る自動車のドライバーや歩行者に対しても同様の支

援を行う機能である。 
踏切を通過する自動車や歩行者の検出方法は、カメ

ラから入力されるフレーム画像（図２①）から動きの

ある物体のみを抽出する手法を採用した（図２②）。

抽出した画像を二値化した後、輝度の総和を積算して

グラフ化し（図２③）、グラフのピークがしきい値を

超えた場合に自転車や歩行者等の障害物が踏切内へ

進入したと判定する。判定後、その瞬間のフレーム画

像を基準画像として保持し、以後入力されるフレーム

画像との差分を抽出（図２④）、抽出した差分を二値



－ 64 －

 
 
② 鉄道の安全性向上を目的とした衛星測位の精度向上に関する検討 

 
 

交通システム研究部 ※工藤 希 竹内 俊裕 篠田 憲幸（客員専門調査員） 
 
 
 

１．はじめに 
鉄道ではこれまで位置検知に軌道回路及び地上子

等を用いることで鉄道の安全を守ってきた。一方、衛

星測位システム（GNSS：Global Navigation Satellite 
System）は、良好な受信状態のもとでは、常に位置

検知が可能なシステムである。特に平成 30 年度から

４機体制でのサービスが予定されている準天頂衛星

の活用により位置検知精度向上が見込まれるため、

様々な分野への展開が期待されている。 
今回、GNSS を鉄道の安全性向上を目的として利活

用することを前提に、線路方向を考慮した仰角マスク

による GNSS の精度向上方策について実験した内容

を報告するとともに、鉄道分野における GNSS 利活

用に関するガイドラインを作成したのでその概要を

紹介する。 
２．鉄道における GNSS 利用 

鉄道における GNSS 利用の取り組みとして、保線

作業用の列車位置検知・通報システム及び運転士への

支援システム等のシステムが実用化されている。一

方、列車制御システムとしては、研究開発として平成

19年頃から、「次世代運転管理システムに関する技術

開発」や、「ATP 閉そくシステム(Automatic Train 
Protection and Block System)」の検討がされてきて

いるが、現在、国内で実用化されているものはない。 
当研究所ではこれまでに、衛星測位と汎用無線を用

いた地方鉄道向けの列車制御システムを検討してい

るが、GNSS の測位精度が課題となっている。 
３．仰角マスクによる測位誤差低減効果 

GNSS 単独での測位誤差は数十 m 程度であるが、1
つ前の測位結果と車両性能（加減速度等）を超える位

置の差があればそのデータは用いない等の検定をす

ることで、誤差を含むデータはある程度取り除くこと

ができる。しかし、このような検定を用いても、GNSS
には一定量の誤差が常に含まれている可能性がある。

この状態で列車制御に用いるためには、推定される測

位誤差の分、制御に用いる列車位置にバッファ（余裕）

を持たせる必要がある。過去の実験では、ある路線に

おいては±17m のバッファを見込めば安全に支障な

い制御が可能という結果を得ている 1)。 
一方で、このバッファは短い方が良く、そのために

は GNSS そのものの精度向上が必要である。当研究

所では、森林や建物などにより電波が遮られ、検知誤

差を生じやすいとされる線路直角方向の衛星を測位

計算に用いないことで、衛星測位の誤差を低減させる

方法を提案してきた。今回は、受信した全ての衛星を

測位計算に利用する場合と、全方位に 30 度のマスク

をした場合、及び線路直角方向のみマスクした場合

（図１）を比較した。その結果を図２に示す。図２よ

り、マスクしていない状態に比べ、マスクした方が基

準からの距離が小さくなるという結果が得られた。一

方、マスクの効果は誤差の大きい図２の「マスク無し」

のような場合には効果があるが、マスクせずとも誤差

が少ない場合には効果がないことも分かっている。そ

のため、マスク処理を行う必要がある状況かどうかを

判断する仕組みが必要となる。 
 
 
 
 

 
図１ 仰角マスクの設定 

 
 

 
 
 
 

図２ 仰角マスクの効果 
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化（図２⑤）した後、輝度の総和を積算してグラフ化

し（図２⑥）、ピーク値がしきい値を超えている間、

障害物を追従する。障害物を追従している間に、踏切

保安装置の制御リレーからクランプセンサを経由し

て取得した情報より踏切の動作開始を認識した場合

に踏切内停滞と判定し、情報を伝送する。 
 

図２ 解析画像

踏切内停滞の検出に関する実験は安全上難しいこ

とから、踏切を通過する自動車や歩行者の検出率を検

証することとした。その結果、踏切を通過した自動車

と歩行者について、約 80％の検出率であることが確

認された（表１）。 
表１ 検出状況 

自動車（単位：台） 歩行者（単位：人）

通過 検出 不検出 通過 検出 不検出

 
通常、画像解析は天候の影響を受けやすいとされる

が、この方法であれば降雪でも検出できることが確認

された。しかしながら、大粒の雪が突然画角に入り込

んだ場合や急激なコントラストの変化があった場合

に、障害物ありと判定してしまう現象（図３）も見ら

れたことから、状況に応じてパラメータを自動調整す

る機能が必要であることも確認された。 

 
図３ 外乱の影響の一例 

４．まとめ 
画像解析及び通信技術を活用した踏切事故防止支

援システムの取組として実施した機能検証実験の結

果について報告した。 
踏切遮断時進入防止支援機能については、試験自動

車による走行において安定した支援が行われること

が確認された。今後は、本支援方法について、踏切付

近の通信環境の実態も含め試験例を増やすとともに、

その効果評価等を通して、最適な支援タイミングにつ

いて検討していく予定である。 
また、画像解析技術を活用した踏切停滞検出機能に

ついては、状況に応じたパラメータ調整が必要である

ものの、踏切を通過する自動車や歩行者の検出がある

程度可能であることが示され、降雪時でも検出可能で

あることが確認された。今後は、モニターラン等を通

して、様々な天候や時間帯における検出状況の確認

と、検出率を向上させるための検討を行い、上記の踏

切遮断時進入防止支援機能と併せ、踏切事故防止支援

システムとしての有効性を検証していく予定である。 
参考文献

1) 国土交通省鉄道局 鉄軌道輸送の安全に関わる  
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③ 助手席子供乗員に対するエアバッグの影響に関する調査 
 
 

自動車研究部 ※田中 良知 細川 成之 松井 靖浩 
 
 

１．はじめに 
平成 28 年に乗用車が電柱と衝突し、助手席にシー

トベルトを使用して乗車していた 3 歳の女児がエア

バッグの展開により胸部を受傷し死亡したとされる

事故が発生した。 
シートベルトやエアバッグは、交通事故において乗

員の被害を軽減する重要な拘束装置である。しかし、

それらは成人の体型を前提に設計されているため、体

が小さい子供に対しては適切に機能せず、逆に被害を

大きくする可能性がある。また、助手席子供乗員に対

するエアバッグの影響に関する研究も少ない 1)。 
そこで、助手席に 3 歳児子供ダミーを搭載し、前面

衝突事故を模擬したスレッド試験を行い、助手席子供

乗員に対するエアバッグの影響について調査した。 
 

２．前面衝突スレッド試験 
２．１．試験方法及び試験条件 
試験は、小型乗用車を改造して作成したスレッド試

験用治具（以下、ホワイトボディ）に、座席、インス

トルメントパネル（車室内の前面にあるステアリング

やメータが取り付いている内装材）、ハンドル、エア

バッグ、シートベルト等を取り付けて実施した。子供

ダミーは 3 歳児を模擬した Hybrid III 3YO ダミーを

使用した。図 1 に試験に使用したホワイトボディを示

す。 
 
 
 
 
 
 

図 1 ホワイトボディ 
 
試験は、速度 30km/h (8.3m/s) の前面衝突事故を模

擬して実施した。図 2 に試験に用いたスレッドの加速

度及び速度波形を示す。加速度波形は、ホワイトボデ

ィと同型式車両を用いて実施した速度30km/hのフル

ラップ前面衝突試験における車体加速度を用いた。ま

た、エアバッグの展開開始時刻は、上記試験によりエ

アバッグ展開開始時刻を画像解析より求め、定めた。

座席位置は最も厳しい条件と考えられる最前端とし

た。 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 スレッドの加速度及び速度波形 
 
図 3 に試験での子供ダミーの拘束条件を示す。シー

トベルト無し、シートベルト有り及びチャイルドシー

ト使用の 3 条件とした。シートベルト有りの場合は、

正規の使用状態ではショルダーベルトがダミーの頚

部に掛かることから、ショルダーベルトを背中側に回

してラップベルトのみで拘束した。チャイルドシート

にはシートベルトで子供乗員を拘束するブースター

シートを使用した。 
 
 

 
 
 
 
 
 

(a) シートベルト (b)シート ベルト (c) チャイルド 
      無し            有り            シート 

図 3 子供ダミーの拘束条件 

ショルダー
ベルト

ラップ
ベルト

４．GNSS 利活用に関するガイドラインの作成 
２．に示す状況の中、鉄道において GNSS の利用

が進んでいる分野については情報共有により一層の

活用を、まだ実用化に至っていない分野についてはそ

の実用化の後押しをするため、「鉄道分野における

GNSS 利活用ガイドライン検討委員会（座長：中村英

夫日本大学特任教授）」において、ガイドラインを作

成した 2)。ガイドラインには、表 1 に示すような利用

レベル毎に GNSS を利活用する際、注意すべき項目

を検討しやすいように整理（表２）するとともに既に

実用化しているシステムを列挙している。 
このガイドラインに法的根拠はないが、鉄道事業

者、メーカ、研究機関、関係団体等が参画しており、

業界標準的な位置づけを目指している。また、GNSS
の技術は発展途上にあるため、今後の技術の進展等に

応じて改訂することを前提としている。 
５．おわりに 

本稿では、鉄道における衛星測位利用の課題の一つ

である精度の向上方策について述べるとともに、鉄道

分野における GNSS 利活用ガイドラインの概要を紹

介した。今後は、他の装置による GNSS 位置情報の

補完の方法等について検討していく予定である。 
 

参考文献

 ”交通分野における高度な制御・管理システムの

総合的な技術開発の推進”(2015）

http://www.mlit.go.jp/common/001124041.pdf 
2) 鉄道分野におけるGNSS 利活用ガイドライン検討

委員会，”鉄道分野における GNSS 利活用に関する

ガイドライン”，(2017) 
http://www.spac.jp/media/pdf/library/20170710-
01.pdf 

表 1 利用レベルの定義 
利用レ

ベル

定 義

目 的 実現手段

レベル１ 安定輸送の確保／

機能・性能の向上

人間系＋システム

レベル２ システム

レベル３ 安全の確保 人間系＋システム

レベル４ システム

表 2 ガイドラインの概要 

分 類 安定輸送の確保 
／機能・性能の向上 

安全の確保 

レベル レベル 1 レベル 2 レベル3 レベル 4 

（A）システ

ムの設計に

関する事項 

安全に関連する装置には接続しない HR HR － － 
最終的な安全の確保は人間系又はシステムにより担保     HR － 
GNSS を使用する／しない区間を定義してシステムを

設計し、GNSS を使用しない区間には、他の手段を用意 
      HR 

リアルタイム性を確保 R HR HR HR 
受信機の性能に適応した測位精度を定義してシステムを

設計 
  HR HR HR 

（B）GNSS
情報の利用

に関する事

項 

GNSS の測位状態や動作状態を監視し、使用者に対し必

要なアラームを速やかに発する 
  R HR － 

衛星測位信号に基づき、衛星測位系が正常であることを

確認（※1） 
      HR 

GNSS による位置情報の健全性を確認（※2）       HR 
（C）システ

ムの稼働に

関する事項 

（B）の※1もしくは※2が満足されない場合、又は、GNSS
による位置情報の精度低下が確認された場合には、その

位置情報を使用しない 

      HR 

GNSS の位置情報の利用をシステムとして実稼働させ

るに当たっては、事前に GNSS による測位の傾向を把握

し、妥当性を確認 

      HR 

強く推奨 推奨 －：対象外
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事故が発生した。 
シートベルトやエアバッグは、交通事故において乗

員の被害を軽減する重要な拘束装置である。しかし、

それらは成人の体型を前提に設計されているため、体

が小さい子供に対しては適切に機能せず、逆に被害を

大きくする可能性がある。また、助手席子供乗員に対

するエアバッグの影響に関する研究も少ない 1)。 
そこで、助手席に 3 歳児子供ダミーを搭載し、前面

衝突事故を模擬したスレッド試験を行い、助手席子供

乗員に対するエアバッグの影響について調査した。 
 

２．前面衝突スレッド試験 
２．１．試験方法及び試験条件 
試験は、小型乗用車を改造して作成したスレッド試

験用治具（以下、ホワイトボディ）に、座席、インス

トルメントパネル（車室内の前面にあるステアリング

やメータが取り付いている内装材）、ハンドル、エア

バッグ、シートベルト等を取り付けて実施した。子供

ダミーは 3 歳児を模擬した Hybrid III 3YO ダミーを

使用した。図 1 に試験に使用したホワイトボディを示

す。 
 
 
 
 
 
 

図 1 ホワイトボディ 
 
試験は、速度 30km/h (8.3m/s) の前面衝突事故を模

擬して実施した。図 2 に試験に用いたスレッドの加速

度及び速度波形を示す。加速度波形は、ホワイトボデ

ィと同型式車両を用いて実施した速度30km/hのフル

ラップ前面衝突試験における車体加速度を用いた。ま

た、エアバッグの展開開始時刻は、上記試験によりエ

アバッグ展開開始時刻を画像解析より求め、定めた。

座席位置は最も厳しい条件と考えられる最前端とし

た。 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 スレッドの加速度及び速度波形 
 
図 3 に試験での子供ダミーの拘束条件を示す。シー

トベルト無し、シートベルト有り及びチャイルドシー

ト使用の 3 条件とした。シートベルト有りの場合は、

正規の使用状態ではショルダーベルトがダミーの頚

部に掛かることから、ショルダーベルトを背中側に回

してラップベルトのみで拘束した。チャイルドシート

にはシートベルトで子供乗員を拘束するブースター

シートを使用した。 
 
 

 
 
 
 
 
 

(a) シートベルト (b)シート ベルト (c) チャイルド 
      無し            有り            シート 

図 3 子供ダミーの拘束条件 

ショルダー
ベルト

ラップ
ベルト

４．GNSS 利活用に関するガイドラインの作成 
２．に示す状況の中、鉄道において GNSS の利用

が進んでいる分野については情報共有により一層の

活用を、まだ実用化に至っていない分野についてはそ

の実用化の後押しをするため、「鉄道分野における

GNSS 利活用ガイドライン検討委員会（座長：中村英

夫日本大学特任教授）」において、ガイドラインを作

成した 2)。ガイドラインには、表 1 に示すような利用

レベル毎に GNSS を利活用する際、注意すべき項目

を検討しやすいように整理（表２）するとともに既に

実用化しているシステムを列挙している。 
このガイドラインに法的根拠はないが、鉄道事業

者、メーカ、研究機関、関係団体等が参画しており、

業界標準的な位置づけを目指している。また、GNSS
の技術は発展途上にあるため、今後の技術の進展等に

応じて改訂することを前提としている。 
５．おわりに 

本稿では、鉄道における衛星測位利用の課題の一つ

である精度の向上方策について述べるとともに、鉄道

分野における GNSS 利活用ガイドラインの概要を紹

介した。今後は、他の装置による GNSS 位置情報の

補完の方法等について検討していく予定である。 
 

参考文献

 ”交通分野における高度な制御・管理システムの

総合的な技術開発の推進”(2015）

http://www.mlit.go.jp/common/001124041.pdf 
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委員会，”鉄道分野における GNSS 利活用に関する
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表 1 利用レベルの定義 
利用レ

ベル

定 義

目 的 実現手段

レベル１ 安定輸送の確保／

機能・性能の向上

人間系＋システム

レベル２ システム

レベル３ 安全の確保 人間系＋システム

レベル４ システム

表 2 ガイドラインの概要 

分 類 安定輸送の確保 
／機能・性能の向上 

安全の確保 

レベル レベル 1 レベル 2 レベル3 レベル 4 

（A）システ

ムの設計に

関する事項 

安全に関連する装置には接続しない HR HR － － 
最終的な安全の確保は人間系又はシステムにより担保     HR － 
GNSS を使用する／しない区間を定義してシステムを

設計し、GNSS を使用しない区間には、他の手段を用意 
      HR 

リアルタイム性を確保 R HR HR HR 
受信機の性能に適応した測位精度を定義してシステムを

設計 
  HR HR HR 

（B）GNSS
情報の利用

に関する事

項 

GNSS の測位状態や動作状態を監視し、使用者に対し必

要なアラームを速やかに発する 
  R HR － 

衛星測位信号に基づき、衛星測位系が正常であることを

確認（※1） 
      HR 

GNSS による位置情報の健全性を確認（※2）       HR 
（C）システ

ムの稼働に

関する事項 

（B）の※1もしくは※2が満足されない場合、又は、GNSS
による位置情報の精度低下が確認された場合には、その

位置情報を使用しない 

      HR 

GNSS の位置情報の利用をシステムとして実稼働させ

るに当たっては、事前に GNSS による測位の傾向を把握

し、妥当性を確認 

      HR 

強く推奨 推奨 －：対象外
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１．はじめに 

近年、交通事故死者数は減少傾向にあり、平成 年

中では ， 人と、 年前の平成 年中の 人に

比べて ， 人減少した。しかしながら、第 次交通安

全基本計画１）で提示している平成 年中の交通事故死

者数を 人以下とする目標を達成するためには、車

両乗員の安全向上についても、より一層の対策を講じる

必要がある。我々は、これまで胸部傷害低減に着目して

乗員安全性向上の検討を行ってきた２）。今回は前面衝突

時の胸部傷害の低減方法としてシートベルトのフォースリ

ミッタの胸部傷害低減効果に着目し、スレッド試験による

検討を行った。

２．乗員の受傷部位の状況

図１に平成 年と平成 年の自動車乗車中死亡事

故における乗員の損傷主部位を示す３）。自動車乗車中

の死亡者数は、平成 年では 年前に対して 人

減少した。また、乗員の損傷主部位は、頭顔部の割合が

％から ％へと ポイント減少したのに対して、胸部で

は ％から ％へと ポイント増加している。

 
 
 
 
 
 
 

平成 18 年（n= 2,359） 平成 28 年(n= 1,338) 
図１ 自動車乗車中死亡事故における損傷主部位

３．スレッド実験

３．１． 実験条件及び実験方法

乗用車は、事故時の乗員保護のために、シートベルト

やエアバッグを装備している。このうちシートベルトは、主

に運転席や助手席において、衝突の瞬間に弛みを巻き

取りシートベルトの効果をより確実なものとするプリテンシ

ョナーや、乗員の胸部を必要以上に圧迫しないための装

置であるフォースリミッタ等が普及している。

表１に実験条件を示す。まず、同一フォースリミッタ

（ ｋ ）でエアバッグ有無の場合で比較を行い、胸部た

わみに対するエアバッグの寄与度を確認した（

）。次に、フォースリミッタの設定値を 、

及びフォースリミッタなしの場合で胸部たわみの低減効

果を確認した 。

表１ 実験条件
エアバッグ有り エアバッグ無し

ｋ

ｋ －

なし －

：

図 に実験状況と実験に用いたスレッドの加速度及び

速度波形を示す。加速度波形は、ホワイトボディと同型式

車両を用いて実施した衝突速度５ におけるフルラ

ップ前面衝突試験の車体減速度を用いた。スレッド試験

は、実車衝突時の車体減速度でスレッドを加速すること

により、台上で衝突現象を模擬する試験法である。乗員

傷害値計測は、運転席に成人男性ダミーである

を搭載して実施した。

図 2 スレッド加速度及び速度波形

３．２． 試験結果

まず、シートベルトのフォースリミッタが ｋ の場合に

ついて、エアバッグ有りの場合と無しの場合のダミー傷害

値を図３に示す。頭部合成加速度は、エアバッグが有り

の場合と無しの場合とで大きな差が生じた。これに対し

て、胸部たわみは、エアバッグ有りの場合は であ

ったのに対して、エアバッグ無しでは、 とその差

は と頭部ほどの大きな差はなかった。
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今回の試験に使用した助手席エアバッグの展開状

況を図 4 に示す。エアバッグは、ダッシュボード上部

からフロントウィンドウガラスに沿って上方に展開

し、その後に下方に伸張する。これは、エアバッグの

展開方向と乗員の移動方向を対向させないことで、エ

アバッグの攻撃性を低減させるための対策とされる。 
 
 
 
 

 
 

図 4 エアバッグ展開状況 
 

２．２．試験結果 
図 5 に、各試験における衝突開始後 100 ms でのダ

ミーの状態を示す。シートベルト無しの場合は、子供

ダミーは初期姿勢のまま前方に移動し、展開したエア

バッグに上体が衝突した後、頚部が後ろへ大きく回転

した。シートベルト有りの場合は、ラップベルトによ

り腰部が拘束されていたため、腰部を中心に上体が前

方に回転して、頭部が展開したエアバッグに衝突した

後、頚部が後方へ大きく回転した。チャイルドシート

の場合は、ラップベルトにより腰部が、ショルダーベ

ルトにより上体が拘束されたことにより、ダミーの前

方への移動量は小さく、結果としてエアバッグとダミ

ー頭部との衝突は軽微であった。 
 
 
 
 
 

(a)シートベルト無し   (b)シートベルト有り 
 
 
 
 
 

(c)チャイルドシート 
図 5 子供ダミーの状態（100 ms） 

 
図 6 に各試験のダミー傷害値と基準値の比を示す。

図内の数値は計測した傷害値である。傷害値として、

米国の前面衝突基準に定められた Hybrid III 3YO ダ

ミーの傷害値である HIC15（加速度より算出する頭

部傷害値）、Nij（引っ張り・圧縮荷重と屈曲・延伸モ

ーメントより算出する頚部傷害値）、胸部 3 ms 最大加

速度及び胸部変位を用いた 2)。また、同基準の基準値

を用いた。シートベルト無し及びシートベルト有りの

場合の頚部傷害値（Nij）のみが基準値を超えていた。

チャイルドシートを使用した場合、全ての傷害値は基

準値を満足していた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 傷害値と基準値の比 
 

３．まとめ 
今回の調査で使用した車両において、前向きのチャ

イルドシートを使用して子供乗員を正しく拘束され

た場合は、助手席子供乗員がエアバッグにより加害さ

れる可能性は低いと考えられる。シートベルトを使用

しない場合、もしくはラップベルトのみで拘束した場

合は、頚部の傷害値が大きく、助手席子供乗員がエア

バッグにより頚部を加害される可能性が高いと考え

られる。このことから、拘束条件の違いにより助手席

子供乗員にエアバッグが与える影響が異なることが

確認できた。 
今後は、展開方法の異なるエアバッグや異なる子供

の初期姿勢でのさらなる調査を実施する予定である。 
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ミッタの胸部傷害低減効果に着目し、スレッド試験による

検討を行った。

２．乗員の受傷部位の状況

図１に平成 年と平成 年の自動車乗車中死亡事

故における乗員の損傷主部位を示す３）。自動車乗車中

の死亡者数は、平成 年では 年前に対して 人

減少した。また、乗員の損傷主部位は、頭顔部の割合が

％から ％へと ポイント減少したのに対して、胸部で

は ％から ％へと ポイント増加している。

 
 
 
 
 
 
 

平成 18 年（n= 2,359） 平成 28 年(n= 1,338) 
図１ 自動車乗車中死亡事故における損傷主部位

３．スレッド実験

３．１． 実験条件及び実験方法

乗用車は、事故時の乗員保護のために、シートベルト

やエアバッグを装備している。このうちシートベルトは、主

に運転席や助手席において、衝突の瞬間に弛みを巻き

取りシートベルトの効果をより確実なものとするプリテンシ

ョナーや、乗員の胸部を必要以上に圧迫しないための装

置であるフォースリミッタ等が普及している。

表１に実験条件を示す。まず、同一フォースリミッタ

（ ｋ ）でエアバッグ有無の場合で比較を行い、胸部た

わみに対するエアバッグの寄与度を確認した（

）。次に、フォースリミッタの設定値を 、

及びフォースリミッタなしの場合で胸部たわみの低減効

果を確認した 。

表１ 実験条件
エアバッグ有り エアバッグ無し

ｋ

ｋ －

なし －

：

図 に実験状況と実験に用いたスレッドの加速度及び

速度波形を示す。加速度波形は、ホワイトボディと同型式

車両を用いて実施した衝突速度５ におけるフルラ

ップ前面衝突試験の車体減速度を用いた。スレッド試験

は、実車衝突時の車体減速度でスレッドを加速すること

により、台上で衝突現象を模擬する試験法である。乗員

傷害値計測は、運転席に成人男性ダミーである

を搭載して実施した。

図 2 スレッド加速度及び速度波形

３．２． 試験結果

まず、シートベルトのフォースリミッタが ｋ の場合に

ついて、エアバッグ有りの場合と無しの場合のダミー傷害

値を図３に示す。頭部合成加速度は、エアバッグが有り

の場合と無しの場合とで大きな差が生じた。これに対し

て、胸部たわみは、エアバッグ有りの場合は であ

ったのに対して、エアバッグ無しでは、 とその差

は と頭部ほどの大きな差はなかった。
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今回の試験に使用した助手席エアバッグの展開状

況を図 4 に示す。エアバッグは、ダッシュボード上部

からフロントウィンドウガラスに沿って上方に展開

し、その後に下方に伸張する。これは、エアバッグの

展開方向と乗員の移動方向を対向させないことで、エ

アバッグの攻撃性を低減させるための対策とされる。 
 
 
 
 

 
 

図 4 エアバッグ展開状況 
 

２．２．試験結果 
図 5 に、各試験における衝突開始後 100 ms でのダ

ミーの状態を示す。シートベルト無しの場合は、子供

ダミーは初期姿勢のまま前方に移動し、展開したエア

バッグに上体が衝突した後、頚部が後ろへ大きく回転

した。シートベルト有りの場合は、ラップベルトによ

り腰部が拘束されていたため、腰部を中心に上体が前

方に回転して、頭部が展開したエアバッグに衝突した

後、頚部が後方へ大きく回転した。チャイルドシート

の場合は、ラップベルトにより腰部が、ショルダーベ

ルトにより上体が拘束されたことにより、ダミーの前

方への移動量は小さく、結果としてエアバッグとダミ

ー頭部との衝突は軽微であった。 
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図 6 に各試験のダミー傷害値と基準値の比を示す。

図内の数値は計測した傷害値である。傷害値として、
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ーメントより算出する頚部傷害値）、胸部 3 ms 最大加

速度及び胸部変位を用いた 2)。また、同基準の基準値
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チャイルドシートを使用した場合、全ての傷害値は基

準値を満足していた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 傷害値と基準値の比 
 

３．まとめ 
今回の調査で使用した車両において、前向きのチャ

イルドシートを使用して子供乗員を正しく拘束され

た場合は、助手席子供乗員がエアバッグにより加害さ

れる可能性は低いと考えられる。シートベルトを使用

しない場合、もしくはラップベルトのみで拘束した場

合は、頚部の傷害値が大きく、助手席子供乗員がエア

バッグにより頚部を加害される可能性が高いと考え

られる。このことから、拘束条件の違いにより助手席

子供乗員にエアバッグが与える影響が異なることが

確認できた。 
今後は、展開方法の異なるエアバッグや異なる子供

の初期姿勢でのさらなる調査を実施する予定である。 
 

参考文献

1) Fredrik Heurlin, et al., "P Front passenger 
airbag benefits for restrained forward‐

facing children ", IRCOBI Conference, 
IRC-16-43 (2016)

2) Rolf Eppinger, et al., " Development of 
Improved Injury Criteria for the 
Assessment of Advanced Automotive 
Restraint Systems - II ", NHTSA (1999)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

胸部変位

Nij

HIC15

シートベルト無し シートベルト有り チャイルドシート

胸部3ms最大加速度

109
156

86

3.3
3.20.7

175m/s2

187m/s2

220m/s2

1.3mm
0mm

12.9mm



－ 70 －

 
 

⑤ 自動命令型操舵機能の試験法（案）の実車による検証 
 

自動車研究部 ※児島 亨 自動車認証審査部 伊原 徹 
 
 

１．はじめに 
国連自動車基準調和世界フォーラム（WP29）のブ

レーキと走行装置に関する専門家分科会（GRRF）に

おいて、自動操舵専門家会議が設立され、自動命令型

操舵機能（Automatically Commanded Steering 
Function、以下 ACSF とする）の国際基準（R79 改

正）が検討されており、その一部が 2017 年 3 月開催

の WP29 で採択されている。 
ACSF の機能のうち、片側２車線以上の自動車専用

道を走行中に車線変更を行う機能については、隣接車

線を走行する車両の接近をシステムが検知し、一定の

範囲内に接近している場合には車線変更を中止する

等の要件が必要であり、本要件を確認するための試験

法が自動操舵専門家会議で提案されている。本稿で

は、GPS の位置情報を用いて複数台の車両の位置及

び速度を同時に計測可能な装置を製作し、実車による

試験法（案）の検証を行った結果について報告する。 
 

２．実験方法 
２．１．実車で検証した ACSF の試験法について 
第５回自動操舵専門家会議において、ACSF カテゴ 

リ E（システム ON 時、ドライバの承認を得ること無

くシステムの判断による車線変更を実施）の要件を規

定する条文ドラフトが日本とドイツの共同提案

（ACSF-05-03）として提示された。本ドラフトには試

験法（案）として“Functionality Test 2 (FU2) : Test 
for the abort of lane change”（以下、FU2 試験とす

る）及び“Functionality Test 3 (FU3) : Test for lane 
change”（以下、FU3 試験とする）が含まれている（試

験法の原案作成はドイツ）。図１に FU2 試験の概念

図、図２に FU3 試験の概念図を示す。 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

FU2 試験は試験車両が前方車両（4 輪車）を追い

越すために車線変更を行おうとしたところに隣の車

線の後方から 2 輪車が相対速度 50km/h で試験車両

に接近し、車線変更を中止する試験シナリオである。

また、FU3 試験は試験車両が車線変更を行って前方

車両（4 輪車）を追い越す試験シナリオである。 
２．２．実車検証で使用した計測装置について 

FU2 試験を行うためには、試験車両を含む 3 台の

4 輪車及び 1 台の 2 輪車の速度及び位置等を同時か

つ高精度に計測することが必要である。そこで、固定

基地局を設置して GPS の位置情報を補正し、±2cm 
以内の精度で位置を計測することが可能なRTK-GPS
測位方式の速度・距離計をベースとした計測装置を製

作した。図３に 4 台の車両の外観及び車両間のデータ

送受信の関係を示す。試験車両以外の 3 台のデータは

無線 LAN で試験車両に送信し、試験車両に搭載した

演算装置にて 2 台の車両間のデータを用いた演算（相

対速度、車間時間等）を行う。各車両のデータは試験

車両に搭載したノートパソコンに一括して記録する

ことが可能である。また、各車両に搭載したモニタ画

面上に、自車両の速度の他、横位置、車間時間等の目

 
 
 

図１ FU2 試験の概念図 

図２ FU3 試験の概念図 

図３ 車両の外観及びデータ送受信の概念図 
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図３ 同一フォースリミッタ荷重でのエアバッグ有無による

傷害値特性

次に、フォースリミッタ調整による胸部たわみの低減効

果について、シートベルト張力を図４に、傷害値を図５に

示す。ショルダーベルト張力はフォースリミッタ有りの場

合、衝突開始後に増加し、設定値付近でほぼ一定で推

移しているが、フォースリミッタ無しの場合では、ほぼ一

様に張力が増加している。これに対して、ラップベルト張

力は、フォースリミッタの設定によらずほぼ同等であっ

た。

傷害値については、 ではフォースリミッタが

と とでほぼ同等であったのに対して、胸部たわみ

では、フォースリミッタが で 、 で

と約１３％低減した。

 
 
 
 

ラップベルト張力 ショルダーベルト張力

図４ シートベルト張力

頭部合成加速度 胸部たわみ

図５ フォースリミタ荷重による傷害値特性

図６にダミーの上体移動量最大時の挙動を示す。フォ

ースリミッタ無しの場合では、ショルダーシートベルトは胸

部を強く保持するため、ダミーの上体はほとんど前屈して

いない。これに対して、フォースリミッタ有りの場合では、

シートベルトによる胸部保持は、フォースリミッタにより緩

和されるためダミーの上体移動量は増加する傾向にある

ことが分かる。今回の実験では、ダミー頭部のエアバック

の有効範囲からの逸脱や、胸部のハンドル衝突はなかっ

たが、車体減速度が高い軽自動車４）や、大柄のダミーの

場合では上体移動量がより増大し衝突の危険も考えられ

る。

以上より、シートベルトのフォースリミッタを小さくするこ

とは、乗員の胸部たわみ低減対策には有効であるが、上

体移動量の増大を伴うため、車体減速度の低減対策等

もあわせて実施する必要があるといえる。

： なし

図６ 上体移動量最大時のダミー挙動

４．まとめ

今回の実験では、フォースリミッタが胸部たわみの減

少に有効な装置であることが確認でき、さらに、設定値の

調整により胸部たわみをより少なくすることが可能である

ことが分かった。一方で、フォースリミッタの調整だけで

は、乗員の上体移動量が増加しこれまで起こらなかった

ハンドル等の車室内部位との二次衝突の危険性も増加

することが分かった。

近年、自動車乗車中の死亡事故においては、胸部の

受傷割合が増えている。このため、交通事故時の乗員死

傷者数の低減を図るためには、今後ともシートベルトや

エアバッグの性能向上、車体減速度の低減など総合的

な対策が必要であると考える。
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１．はじめに 

わが国は2030年には全人口に占める65歳以上の割

合が約 32％と予測され、高齢ドライバも増加していく

ことが見込まれている。高齢ドライバは運転頻度を考

慮すると、他の年齢層に比べ事故を起こしやすいこと

が分かっている 1)。 
65 歳以上の罹患率が 10–20 %である軽度認知障害

（mild cognitive impairment：以下、MCI）とは、正常の

生理的な老化過程で予想されるよりも認知機能が低

下している状態であり、主観的・客観的に記憶障害を

認めるが、全般的認知機能や基本的日常生活能力はほ

ぼ保たれている状態である 2)。認知症への年間移行率

は 10～15％、5 年間で約半数が進行するといわれてい

る 3)。 
MCI を罹患していても、基本的な日常生活機能は正

常であり、移動のための自動車の運転は可能である。

このため、MCI 傾向が見られる高齢ドライバが安心し

て運転できるよう、適切な運転支援方法を検討するこ

ととした。まず、本研究では支援が必要な場面を抽出

することとした。 
２．実験方法 

ドライビングシミュレータ（以下、DS）を用い、市

街地走行中のイベントに対して走行データを取得し

た。あわせて、認知機能検査を行った。 
２．１．実験参加者

杏林大学において MCI と診断された男性 3 名（70
歳、79 歳、82 歳、以下、MCI 高齢者）及び三鷹市在

住、運転頻度が週に数回である 65 歳以上の男女 10 名

（平均年齢 68.2 歳、最小 65 歳、最高 73 歳、以下、一

般高齢者）が参加した。 
この実験は杏林大学医学部倫理委員会の審査及び

（独）自動車技術総合機構の「人間を対象とする実験

に関する倫理規程」に基づいて行った。 
２．２．イベントとシナリオ 
子どもの飛び出しなど市街地走行時に遭遇する可

能性のある 6 種類のイベントに対し、単独で発生す

る場合と同時に別のイベントが発生する場合（計 12
種類、図 1）においての実験参加者のそれぞれの反応

時間等を比較することとした。 

片側 1 車線の市街地道路約 1.3km を 1 走行とし、

一人あたり 8 走行中、12 種類のイベントを 2 回ずつ

計 24 回発生させた。 

左側から子どもの飛び出し

同時イベント 停車車両の陰から

飛び出し

黄色信号

同時イベント 左前方自転車あり

見通しが悪い交差点から車の

飛び出し

同時イベント 対向車あり

先行車の減速

同時イベント 歩道に歩行

者あり

自転車の道路へのはみ出し

同時イベント 対向車あり

横断歩道で待機する歩行者

同時イベント 対向車あり

図 1 イベント一覧（6 種類×同時イベント有無） 
２．３．認知機能検査

DS 走行の合間に、認知症のスクリーニングとして

一般に広く用いられている精神機能短縮検査（Mini-
Mental State Examination：以下、MMSE）、高齢者用う

つ尺度短縮版日本版（GDS-S-J：以下、GDS）4) 及び

Trail Making Test（以下、TMT）5)を実施した。 
TMT は、脳機能を評価する検査であり、タイプ A

は「1～25」までの数字を順に結び、タイプ B は「1～
13」までの数字と「あ～し」までのひらがなを交互に

結んでいく（図 2）。 

 
図 2 TMT-Type B の例 

標値に対する偏差をリアルタイムに表示することに

より、走行時のガイダンスとすることを可能にした。

図４に 試験の実車検証時の画像の例を示す。

３．実車検証結果

実車検証を実施した時点で、ACSF カテゴリ E に相

当する機能を有する市販車両は存在しなかったため、

システムによる車線変更機能については実車検証の

対象外とし、試験車両のハンドル操作は手動で行っ

た。尚、試験車両の速度制御については、試験法（案）

で規定されている通り Adaptive Cruise Control（以

下、ACC とする）を使用した。 
図５に FU2 試験時の時系列データの例を示す。4

輪車3台及び2輪車1台の速度及び横位置を連続して

計測可能であることを確認した。本図では後方車両の

速度の変化が他の2台の4輪車に比べてやや大きくな

っているが、十分な習熟走行を行うことによって、速

度の公差である±2km/h は実現可能であると考えられ

る。但し、図６に示した試験車両と後方車両の車間時

間に関しては、試験法（案）で規定されている 1.9±0.1
秒は実現が困難であることが分かった。FU2 試験に

おける後方車両の役割は後方から接近する 2 輪車を

検知しにくくすることであることを考慮すると、例え

ば、「車間時間は 2.0 秒以下のこと」のように規定す

る方がより現実的であると考えられる。また、試験法

（案）では 2 輪車の横位置を 1±0.25m としているが、

実車検証の結果から、1±0.5m 程度が現実的であると

考えられる。また、試験車両の速度については、自動

車試験場では 80km/h 程度が上限と考えられる。 
FU3 試験については、データ計測、走行時の公差、 

直線距離ともに特に問題は無く、実施可能であること

を確認した。尚、今回の実車検証に使用した試験車両

の場合、自動車試験場の直線区間内で追い越しを完了

させるためには、ACC の設定車速を前方車両の速度

+30km/h に設定する必要があった。また、追い越し

前の試験車両の速度については、自動車試験場では 

80km/h 程度が上限と考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．まとめ

本調査では、ACSF カテゴリ E の試験法（案）とし

て提案されている FU2 試験及び FU3 試験について、

自動車試験場で実車検証を実施した。検証を行うにあ

たり、RTK-GPS 速度・距離計をベースとし、4 輪車

3 台及び 2 輪車 1 台の位置、速度等を同時かつ高精度

に計測することが可能な計測装置を製作した。 
実車検証の結果、FU2 試験時の 2 輪車の横位置及

び後方車両の車間時間の公差をより現実的な値へ見

直す必要はあるが、大枠では自動車試験場で FU2 試

験及び FU3 試験を実施可能であることを確認した。 
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図４ 実車検証時の画像の例（FU2 試験） 

図５ 実車検証結果の例（FU2 試験） 

図６ 試験車両と後方車両の車間時間（FU2 試験） 
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輪車3台及び2輪車1台の速度及び横位置を連続して

計測可能であることを確認した。本図では後方車両の
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１．はじめに 
乗用車などに搭載されている自動ブレーキのシス

テムは、車両周囲の物体をセンサで検知し、ブレーキ

を作動させる判断を行っている。このセンサとしてミ

リ波レーダを使用している車両があるが、衝突事故等

でミリ波レーダの照射軸がずれると、誤検知により自

動ブレーキが不要作動する可能性がある。そのため、

今後、整備などでミリ波レーダの照射軸の軸ずれの確

認を行うことが必要になると考えられる。 
ミリ波レーダの軸ずれの確認を目的として、今回は

車両停車方向の測定方法を検討し、その精度について

確認した。 
２．実験方法 

２．１．測定システム

停車方向の測定システムの概略を図 1 に示し、測定

装置の外観を図 2 に示す。 

 

 

車両

(a) 側面図 (b) 上方図 

車両中心線

車両
原点

原点

ドアミラー

の取付部

 
図 1 測定システムの概略 
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図 2 測定装置の外観 

最初、図 1 に示すように地面に原点 O を設定し、

原点 O で直交する 2 本の水平線を X 軸及び Y 軸、原

点 O を通る鉛直線を Z 軸と定義した。そして、図1(b)
に示すように、車両中心線と X 軸が一致し、左右のド

アミラーの取付部が Y 軸上となる位置に車両を設置

した。 
停車方向を測定するセンサに Light Detection and 

Ranging（LiDAR）を使用した。今回の LiDAR は、

Quanergy Systems 社製 M8-1 を用いた。 
LiDAR により、車両形状について点群の 3 次元座

標(X,Y,Z)データを出力した。 
２．２．測定手順

停車方向の測定の概略を図 3 に示す。図 3 に示すよ

うに、X 軸と車両中心線とのなす角度を「停車角度」

とした。LiDAR による停車角度の測定手順を次の①

から⑤に示す。 
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図 3 停車角度の測定の概略 

① 実験条件（２．３．節）で設定する停車角度に車

両を設置する。この設定した停車角度を以後、

「設定値」という。 
② LiDAR により車両形状の点群の座標データを出

力する。 
③ ②の測定結果から、ドアミラー最外縁の座標を検

出する。 
④ 事前の実車測定により取得したドアミラー最外

縁と車両中心線の位置関係の情報を用いて、③の

３．実験結果と考察

３．１．イベントに対する反応

各イベントにおいて、MCI 高齢者の人数が少なかっ

たこともあり、一般高齢者との間に大きな差は見られ

なかったが、単独イベントと同時イベントには差があ

った。主な比較結果について述べる。 
・左側から子どもの飛び出し

歩行者は、自車両から歩行者までの距離を自車速度

で除した （ ）が 秒の時点で横

断を開始させた。駐車車両の陰からの飛び出しでは、

が 秒の時点で歩行者を視認できるよう配置し

た。ブレーキタイミングに大きな差はなかったが、ア

クセルペダルを離した時点の歩行者までの は、単

独の場合に比べて駐車車両の陰からの飛び出しの場

合に約 秒短くなった。歩行者がいるかもしれない

という予測に基づき、早めにアクセルペダルを離す行

動が見られなかった。

・黄色信号

黄色信号点灯からブレーキを踏むまでの時間を調

べたところ、単独イベントに比べて自転車ありの場合

に約 秒長くなった。目前の自転車に注意を向けて

いたため、距離が離れた信号への対応が遅れたと考え

られる。

・自転車の道路へのはみ出し 
自転車に対し減速した割合は、単独イベントの場合

％、対向車ありの場合 ％であった。

・ 横断歩道で待機する歩行者

歩行者に対し停止または減速した割合は、単独イベ

ント ％、対向車あり ％であった。単独のイベン

トでは自転車や歩行者へ注意が向きにくい傾向がみ

られた。

３．２．認知機能テスト

MMSE の平均は、一般高齢者 28.0 点、MCI 高齢者

27.9 点であり、一般高齢者において 26 点未満（26 点

以上が正常）は 2 名であった。一般高齢者の GDS の

結果、5 点以上（うつ傾向）1 名、10 点以上（うつ）

1 名であった。このことから、一般高齢者に認知機能

に障害がある者が含まれていた可能性が考えられる。 
また、追従走行において TMT との相関が見られた

先行研究 6)を参考に、TMT 遂行時間と速度維持のため

のアクセル操作の関係を分析した。図 3 に難易度が高

い TMT-B の遂行時間（横軸）と 1 走行中にアクセル

ペダルを離した平均回数（縦軸）との関係を示す。TMT

の遂行時間が長くなるにつれ、アクセルを離す回数が

増加し、細やかなアクセル操作ができない傾向が見ら

れた。 

 
図 3 TMT とアクセルペダル操作の関係 

４．まとめ

MCI 罹患者を含む高齢ドライバへの支援が必要な

場面を、DS 走行と認知機能テストを用いて検討した。 
 予測に応じた行動が不得手な可能性が考えられた。 
 同時に注意を払う必要がある場面において、遠くの

事象への注意がおろそかになる傾向が見られた。 
 自転車や歩行者といった小さな対象に気がつきにく

い可能性がある。 
 認知機能が低下するにつれ、細やかなアクセル操作

が苦手であると考えられる。 
今後、実験参加者の追加及びイベントの追加によ

る検討とともに、MCI 罹患者を含めた一般高齢者に

対して必要な運転支援技術の要件を明らかにする。 
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⑧ FCV における水素燃料消費率測定方法の国内導入に関する検討 

 
－実車を用いた のバリデーション－

 
自動車研究部 ※小鹿 健一郎 新国 哲也  

 
 
 

１．はじめに 
自動車の性能評価手法の共通化について、国際基準

調和を推進しようという潮流を背景に、2016 年 11 月

に WLTP(Worldwide harmonized Light vehicles 
Test Procedure)1)が国際技術基準（Global technical 
regulation）として成立した。この WLTP には燃料電

池自動車の水素燃料消費率の測定方法も含まれてお

り、国内導入が完了すると、国内で販売される燃料電

池自動車の水素燃料消費率をカタログ等に表示する

ことが可能となる。2014 年 12 月より国内でも量産型

の燃料電池自動車が販売されているが、現状では水素

燃料消費率の試験法が未整備であるため、自動車メー

カが独自に測定した一充填走行距離を参考値として

表示する状態にある（2017 年 9 月現在）。本研究では、

水素燃料消費率の測定において影響を与える因子を

抽出し、それらが実際にどの程度影響を与えるか実車

を用いて明らかにすることを目的とした。 
２．実験の概要 

WLTP に記載された燃料電池自動車の水素燃料消

費率の測定方法を参照し 1)、WLTC (Worldwide 
Light-duty Test Cycles) (図１)における Low フェー

ズ、Medium フェーズ、High フェーズおよび

Low-Medium-High の 3 フェーズ連続（以後 LMH と

記述）における水素燃料消費率を求める。ここで得ら

れる水素燃料消費率および水素使用量をもとに、①水

素ボンベの重量測定による影響、②水素供給配管の構

造に由来する水素損失の影響、③水素ボンベ切り替え

の影響を評価する。また、④Low フェーズ、Medium
フェーズ、High フェーズそれぞれの水素燃料消費率

をLMHでの水素燃料消費率を求める際に使用した補

正直線の傾きを使用して簡便に補正する場合（簡便法

を使用した場合）の影響についても評価する。ここで

①②③は、車外の水素ボンベを使用することに起因す

る燃料電池自動車特有の因子であり、④は駆動用バッ

テリを搭載する車両（ハイブリッド車）にも共通する

因子である。さらに、⑤実験の繰り返しの際に発生す

る誤差の影響についても一例を示し、これらの影響度

を比較する。 
実験装置等の概略としては、燃料電池自動車の外部

に設置された水素ボンベから、車両内の燃料電池に水

素が供給される仕組みとなっている。消費した水素の

量は、当該水素ボンベの走行前後の重量差で定義され

る。走行試験はシャシダイナモメーター上で行い、ロ

ーラの回転数より実走行距離が計測される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 試験に使用した走行パターン(WLTC) 
 

３．実験結果 
３．１．走行パターンによる水素消費量の比較 
走行パターンの燃費への影響度を評価するために、

各走行パターンにおける水素消費量を測定し、Low フ

ェーズの走行における水素消費量が最も小さいこと

を明らかにした（図 2）。これにより、水素消費量の

測定精度が燃費に与える影響が最も大きい走行パタ

ーンが Low フェーズであることが示された。また実

際の車両試験の結果と、今後の車両性能の向上を想定

し、Low フェーズの水素燃料消費率 150 km/kg の車

ドアミラー最外縁の座標データから車両中心線

を求める。 
⑤ ④の結果より、X 軸と車両中心線から停車角度を

求める。ここで求めた停車角度を以後、「測定値」

という。 
２．３．実験条件

停車角度の設定値は、車両上方から見て右回りに

0.5°、1.0°、2.0°、3.0°とした。各停車角度において測

定を 10 回行った。 
３．実験結果及び考察 

LiDAR で出力した点群の座標データを白点で表し

た結果の例を図 4 に示す。図 5(a)に LiDAR によるド

アミラー最外縁の検出結果の一例を示し、図 5 (b)に
その時の車両上部からのカメラ画像を示す。また、図

5 には、左右のドアミラー最外縁を赤の線分で結んだ

結果も同時に示す。図 5の例では、ドアミラー最外縁

が LiDAR により正しく検出されている。 
図 6 に各停車角度の設定値に対する停車角度の測

定値を示す。図 6 において、延べ 40 回の実験のうち、

33 回において停車角度の測定値と設定値の差が±0.5°
以下となった。一方、残りの 7 回については、停車角

度の測定値と設定値の差が大きく、精度の低い結果と

なった。 
これらの精度の低い結果が生じたのは、以下の(ア)

から(ウ)のためと考えられる（図 7 参照）。これらは測

定システムの不備が原因である。 
(ア) LiDAR の出力データの欠損 
(イ) LiDAR のノイズデータの誤検出 
(ウ) ドアミラー最外縁の検出失敗 
以上のように、今回の LiDAR による停車角度の測

定では、精度が低くなる場合も少なからずあり、測定

システムの大幅な改善が必要である。 
４．まとめ 

今回、LiDAR による停車角度の測定方法の検討及

びその精度の確認を行った。その結果、停車角度を一

定の精度で測定できた一方で、精度の低い結果も見ら

れた。 
今後の課題として、測定システムの大幅な改善が必

用である。また、LiDAR から出力された点群データ

から画像処理により車両中心線を求めるなどアルゴ

リズムの改良が必要であると考える。 
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⑧ FCV における水素燃料消費率測定方法の国内導入に関する検討 

 
－実車を用いた のバリデーション－

 
自動車研究部 ※小鹿 健一郎 新国 哲也  
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⑨ の知見を活用したディーゼル重量車の

高精度排出ガス試験法の一検討
 

自動車研究部 ※奥井 伸宜 山口 恭平 
 
 

１．はじめに

地球温暖化による気候変動等への対策の一つとし

て、自動車から排出される二酸化炭素（CO2）等の低

減が求められている。それに加えて、重量ディーゼル

車においては、相次ぐ排出ガス規制強化（直近のもの

は 2016～2018 年規制）への対応も求められ、燃費性

能及び排出ガス特性の両立に向けた研究、開発が進め

られている。その結果現行モデルでは過給装置、排出

ガス再循環装置（EGR：Exhaust Gas Recirculation）
及び排出ガス後処理装置等が導入されている。一方、

これらの環境対応技術搭載車では、実路走行時とモー

ド試験時の燃費性能及び排出ガス特性が乖離してい

るという指摘がある。当研究所では、乖離する原因を

抽出し対策を施すことで、実車両の使用状態に近づけ

た試験法策定に向けた技術的検討を行っている。 
過去に実施した研究で、ハイブリッド重量車の燃費

性能及び排出ガス特性を調査した結果、人間がアクセ

ルペダル及びブレーキペダルを操作し運転した場合

よりも、HILS（Hardware-In-the-Loop-Simulator）
1)上に組み込まれるドライバモデルで運転した方が、

それらの値が優れることが分かり、ペダル操作の違い

が乖離の一要因となることを報告した 2)。 
そこで本研究では、「ギヤの変速操作」に着目した。

始めに、実車両における走行時の変速特性を調査し

た。次に認証試験モードに、取得した実車両の変速特

性を考慮させ、台上試験でエンジン性能や排出ガス特

性を評価した。以下に、結果を紹介する。 
 

２．従来重量車の排出ガス・燃費試験法

図 1 に示すように、重量車における排出ガス等の試

験では実車両を使用せず、計算機上で仮想車両を走行

させ、エンジン運転モード（1 秒ごとのエンジン回転

数、エンジントルク）を算出する。このエンジン運転

モードの指令に基づき、実エンジンの燃費マップから

燃費を、エンジン単体運転から排出ガスを評価する 3)。  
図 2 に、運転パターンの一例（JE05 モード高速走

行開始部）を示す。車両総重量（GVW：Gross Vehicle 
Weight）8t／6 速 MT（Manual Transmission）の中

型重量車を対象とした。エンジン回転数は、ギヤ変速

に伴い高回転数から低回転数へ変動し、その時間幅は

1 秒である（図中の灰色部）。一方、エンジントルク

は、ギヤ変速に伴う大きな変動は確認されず、滑らか

かつ連続した正側のエンジントルクとなっている。 
 

３．実車両の変速特性の調査 
本調査では、仕様の異なる 3 車両、重量車 A（GVW= 

6.6t／6 速 MT）、ハイブリッド重量車 B（GVW=6.3t
／6 速 AMT（Automated Manual Transmission））、
重量車 C（GVW=25t／7 速 MT）を用い、シャシダ

エンジン回転数：6点以上，エンジントルク5点以上，
計30点以上の組み合わせにおける瞬時燃料消費量を実測し，燃費マップを作成 【TRIAS】
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排出ガス

実機エンジン
単体試験

走行モード

図 1 重量車の排出ガス・燃費試験方法の流れ 
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図 2 エンジン運転モードの一例（JE05 モード） 

両を想定して影響度評価(3.2.および 3.3.)を行うこと

とした。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図2 各車速パターンに対する水素燃料消費量の相

対比較（Low=100％） 
 

３．２．燃料電池自動車に特有の要因が燃費に与える

影響度評価 
①約 50 kg の水素ボンベに対して約 20 g の水素消費

量を測定する計量器の測定精度に起因する影響、②水

素供給配管の構造に由来する水素損失の影響（一部の

水素が配管内に留まり走行に使用されない）、③各フ

ェーズ間の水素ボンベ切り替えに伴う影響をそれぞ

れ評価したところ、Low フェーズの水素燃料消費率

150 km/kg に対する最大誤差は、それぞれ、0.5%、

0.3％、ほとんど影響なしであった。 
 
３．３．燃料電池自動車に特有でない要因が燃費に与

える影響度評価 
燃料電池自動車に特有でない要因として④簡便法

（前述）を使用した際の影響度と⑤試験の繰り返し誤

差による影響度を評価した。簡便法を用いた際の影響

を評価するために、試験開始時のハイブリッドシステ

ムにおける駆動用バッテリの残存電力量を調整し、試

験前後における駆動用バッテリからの電力収支を変

化させて Low フェーズの燃費を求めた。簡便法を用

いた際の影響は、単位距離あたり電力収支（図 3 横軸）

の絶対値が大きいほど燃費への影響度も大きい。これ

は LMH で求めた補正直線を Low フェーズの燃費の

補正に適用した場合、試験前後の電力収支が大きいと

誤差が生ずることを示す。その大きさは、今回の試験

における単位距離あたり電力収支の実測幅（-30.0～
＋31.4 Wh/km）の範囲で最大 1.8％であった。一方、

試験の繰り返し誤差は、8 回の試験で最大 2.0%であ

った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 簡便法を使用した際の燃費への影響 
 

４．おわりに 
今回、本研究では、水素燃料消費率の測定において

影響を与える因子を抽出し、それらが実際にどの程度

影響を与えるか実車を用いて明らかにした。前述①②

③の車外の水素ボンベを使用することに起因する燃

料電池自動車特有の因子が燃費におよぼす影響は 1%
未満と考えられ、ハイブリッド車や内燃機関車にも共

通する因子④⑤が燃費におよぼす影響に比べて、同等

かまたは小さいことが示された。また今回の試験結果

から、WLTP に規定された天秤等の機器および測定プ

ロセスにおける測定精度を総合的に勘案すると、最小

読み取り値（0.1 g）の天秤を用いて約 20 g の水素を

計量する本手法では、水素燃料消費率は整数 3 桁で表

示されることが妥当であることが示された（例、149 
km/kg、151 km/kg 等）。試験法が国内導入された際

は、水素燃料消費率は整数 3 桁での表示となる見込み

である。 
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⑨ の知見を活用したディーゼル重量車の

高精度排出ガス試験法の一検討
 

自動車研究部 ※奥井 伸宜 山口 恭平 
 
 

１．はじめに

地球温暖化による気候変動等への対策の一つとし

て、自動車から排出される二酸化炭素（CO2）等の低

減が求められている。それに加えて、重量ディーゼル

車においては、相次ぐ排出ガス規制強化（直近のもの

は 2016～2018 年規制）への対応も求められ、燃費性

能及び排出ガス特性の両立に向けた研究、開発が進め

られている。その結果現行モデルでは過給装置、排出

ガス再循環装置（EGR：Exhaust Gas Recirculation）
及び排出ガス後処理装置等が導入されている。一方、

これらの環境対応技術搭載車では、実路走行時とモー

ド試験時の燃費性能及び排出ガス特性が乖離してい

るという指摘がある。当研究所では、乖離する原因を

抽出し対策を施すことで、実車両の使用状態に近づけ

た試験法策定に向けた技術的検討を行っている。 
過去に実施した研究で、ハイブリッド重量車の燃費

性能及び排出ガス特性を調査した結果、人間がアクセ

ルペダル及びブレーキペダルを操作し運転した場合

よりも、HILS（Hardware-In-the-Loop-Simulator）
1)上に組み込まれるドライバモデルで運転した方が、

それらの値が優れることが分かり、ペダル操作の違い

が乖離の一要因となることを報告した 2)。 
そこで本研究では、「ギヤの変速操作」に着目した。

始めに、実車両における走行時の変速特性を調査し

た。次に認証試験モードに、取得した実車両の変速特

性を考慮させ、台上試験でエンジン性能や排出ガス特

性を評価した。以下に、結果を紹介する。 
 

２．従来重量車の排出ガス・燃費試験法

図 1 に示すように、重量車における排出ガス等の試

験では実車両を使用せず、計算機上で仮想車両を走行

させ、エンジン運転モード（1 秒ごとのエンジン回転

数、エンジントルク）を算出する。このエンジン運転

モードの指令に基づき、実エンジンの燃費マップから

燃費を、エンジン単体運転から排出ガスを評価する 3)。  
図 2 に、運転パターンの一例（JE05 モード高速走

行開始部）を示す。車両総重量（GVW：Gross Vehicle 
Weight）8t／6 速 MT（Manual Transmission）の中

型重量車を対象とした。エンジン回転数は、ギヤ変速

に伴い高回転数から低回転数へ変動し、その時間幅は

1 秒である（図中の灰色部）。一方、エンジントルク

は、ギヤ変速に伴う大きな変動は確認されず、滑らか

かつ連続した正側のエンジントルクとなっている。 
 

３．実車両の変速特性の調査 
本調査では、仕様の異なる 3 車両、重量車 A（GVW= 

6.6t／6 速 MT）、ハイブリッド重量車 B（GVW=6.3t
／6 速 AMT（Automated Manual Transmission））、
重量車 C（GVW=25t／7 速 MT）を用い、シャシダ

エンジン回転数：6点以上，エンジントルク5点以上，
計30点以上の組み合わせにおける瞬時燃料消費量を実測し，燃費マップを作成 【TRIAS】
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図 1 重量車の排出ガス・燃費試験方法の流れ 
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両を想定して影響度評価(3.2.および 3.3.)を行うこと

とした。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図2 各車速パターンに対する水素燃料消費量の相

対比較（Low=100％） 
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水素が配管内に留まり走行に使用されない）、③各フ
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３．３．燃料電池自動車に特有でない要因が燃費に与
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試験の繰り返し誤差は、8 回の試験で最大 2.0%であ
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図 3 簡便法を使用した際の燃費への影響 
 

４．おわりに 
今回、本研究では、水素燃料消費率の測定において

影響を与える因子を抽出し、それらが実際にどの程度

影響を与えるか実車を用いて明らかにした。前述①②

③の車外の水素ボンベを使用することに起因する燃

料電池自動車特有の因子が燃費におよぼす影響は 1%
未満と考えられ、ハイブリッド車や内燃機関車にも共

通する因子④⑤が燃費におよぼす影響に比べて、同等

かまたは小さいことが示された。また今回の試験結果

から、WLTP に規定された天秤等の機器および測定プ

ロセスにおける測定精度を総合的に勘案すると、最小

読み取り値（0.1 g）の天秤を用いて約 20 g の水素を

計量する本手法では、水素燃料消費率は整数 3 桁で表

示されることが妥当であることが示された（例、149 
km/kg、151 km/kg 等）。試験法が国内導入された際

は、水素燃料消費率は整数 3 桁での表示となる見込み

である。 
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⑩ 車載型排出ガス測定システムを用いた重量車の 
路上走行時排出ガス評価手法に関する考察 

 
自動車研究部 ※山本 敏朗 鈴木 央一 山口 恭平 小澤 正弘 

 
 
 

１．まえがき 
排出ガス規制の強化にもかかわらず、路上走行では

排出ガスが低減していない車両が存在するとの懸念

がある。このことから、中央環境審議会答申「今後の

自動車排出ガス低減対策のあり方について」にて、路

上走行時において新車認証時の排出ガスレベルが維

持されていることを確認する手法として、車載型排出

ガス測定システム（PEMS: Portable Emissions 
Measurement System）を用いる方法について検討す

る必要がある旨が指摘された。本報では、重量車に

PEMS を搭載して、種々の走行条件での排出ガスを測

定し、それらのデータを用いて、欧州で検討中の手法

である Moving Averaging Window （MAW）法を基

に、日本の交通事情の中で使用できる重量車の路上走

行時における排出ガス評価手法について考察した。

２．実験方法 
試験車両は、尿素 SCR システム搭載の小型貨物車

（ポスト新長期排出ガス規制適合、車両総重量 6.6t）
を用いた。同車両に、PEMS（堀場製作所製 OBS-ONE
車載型排出ガス分析装置）を搭載して、都市内一般道、

高速道路、都市間一般道を走行し、NOx 排出量等を

測定した。また、路上走行時のエンジン出力を測定す

るため、プロペラシャフトにトルク計を装着した。ト

ランスミッションのギヤ比とタイヤ径、さらに走行時

のエンジン回転速度を用いて算出した車速と、実測し

た車速を比較することにより、走行時のギヤ位置を推

定し、これとプロペラシャフトのトルク値を使ってエ

ンジン出力を算出した。さらに、この手法によるエン

ジン出力の算出値とシャシダイナモメータ台上試験

におけるエンジン要求出力とを比較することにより、

本手法が適正であることを検証した。

積載条件は、半積載とした。エンジン冷却水温度を

測定し、暖機状態を把握した。テールパイプでの排出

ガス温度は、PEMS 付属のピトー管式流量計の温度補

正用温度センサで測定し、尿素 SCR システムが作動

する温度の 130℃近傍を把握した。

３．実験結果及び考察

本報で考察する重量車の路上走行時における排出

ガス評価手法は、欧州で検討中の MAW 法を基にす

る。図 1 に、MAW 法の概念図を示す。MAW 法では、

計測開始からエンジン仕事量を積算して認証時の評

価用モードと等価のエンジン仕事量になると最初の

Window が生成される。次に、走行時間を 1 秒ずらし

てエンジン仕事量が上記 Window と等価となった時

点で次の Window が生成される。これを順次繰り返し

て路上走行全体では多数の Window が生成される。

Window 毎に、その Window 内で測定された各排出

ガス成分排出量をその Window のエンジン仕事量で

除算して、各排出ガス成分の排出率（g/kWh）を算出

する。MAW 法は、この排出率を用いて統計学的に評

価する方法である。ただし、Window の平均エンジン

出力が低いと評価対象から除外するなど、日本の交通

事情に合わない点がある。一方、本報で考察する手法

は、排出ガス低減システムが機能する通常走行におい

て、NOx 排出量がエンジン回転速度とエンジントル

クの関数とみなせることから 1 、路上走行時に生成す

る多数の Window から、評価用モードとエンジン使用

域が近似する Window を抽出して評価する方法であ

る。以下に、その概要を記す。

図 1 MAW 法の概念図

 

 

イナモメーターで、JE05 モードを走行した。 
実車両では、変速時にアクセル開度=0%とした後、

クラッチを切る。つまり、動力伝達が切れるため、「ト

ルク中断」が発生することを確認した。また、図 3 に

示す通り、トルク中断が発生する時間（変速時間）を

調査した結果、車両重量や変速機の違いによらず、平

均で約 1.3 秒生じることを確認した。  
 

４．従来試験法の高度化 
3 章の結果を受け、従来試験法のエンジン運転モー

ドの変速時に、トルク中断時間「1 秒」を設定した。

ここで、従来試験法の比較対象として、実車両相当の

運転挙動が再現できる「拡張 HILS（従来 HILS のエ

ンジン部分をモデルから実機に変更した装置）2)」を

用いた。車両諸元は、2 章で用いた中型重量車である。 
JE05 モード走行全体における、従来試験法で求め

た NOx 排出率及びトルク中断時間を考慮した際の

NOx 排出率を図 4 右側に、拡張 HILS で算出した変

速時間 0 秒及び 1 秒でのNOx 排出率を図 4 左側に示

す。これら NOx の計測個所は、排出ガス後処理装置

の上流である。従来試験法の変速時にトルク中断時間

を考慮させれば、拡張 HILS で求めた実車相当とほぼ

同じ NOx 排出率を示すことが分かった。 
この図 4 におけるエンジン出力、NOx、EGR 率の

各履歴を図 5 に示す。JE05 モード高速走行開始部で

ある。トルク中断 1 秒を考慮したエンジン単体試験及

び拡張 HILS による運転の各履歴は、ほぼ同等の傾向

を示した。例えば、両条件ともエンジン出力は、変速

時に 0kW 付近まで低減した。また、NOx は変速直後

に多く排出される傾向を示し、この時の EGR 率は低

くなる傾向を示した。この理由は、基準車速に追従す

るため、変速直後はエンジンに対し高出力値が要求さ

れるが、この急速なエンジン出力（トルク）の増加に

対応するため EGR を減量することから、NOx が排出

されやすい状態となったからである。一方、従来試験

法では、変速に伴うトルク中断が発生せず、エンジン

出力が滑らかかつ連続的に推移していることから、変

速直後であっても EGR 率 20％程度以上を確保でき、

NOx がより低減できる状態にあったと考えられる。 
 

５．まとめ

最新ディーゼル重量車の排出ガス試験法の高精度

化を検討するにあたり、ギヤの変速操作に着目した。 
（1）実車両の変速操作には、約 1 秒の「トルク中断」

が発生することが分かった。 
（2）従来試験法の変速時に 1 秒の「トルク中断（アク

セル開度=0%）」を適用すれば、実車両と同等のエン

ジン性能及び排出ガス特性が得られた。 
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排出ガスが低減していない車両が存在するとの懸念
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自動車排出ガス低減対策のあり方について」にて、路

上走行時において新車認証時の排出ガスレベルが維

持されていることを確認する手法として、車載型排出
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る必要がある旨が指摘された。本報では、重量車に
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測定した。また、路上走行時のエンジン出力を測定す

るため、プロペラシャフトにトルク計を装着した。ト

ランスミッションのギヤ比とタイヤ径、さらに走行時

のエンジン回転速度を用いて算出した車速と、実測し

た車速を比較することにより、走行時のギヤ位置を推

定し、これとプロペラシャフトのトルク値を使ってエ

ンジン出力を算出した。さらに、この手法によるエン

ジン出力の算出値とシャシダイナモメータ台上試験

におけるエンジン要求出力とを比較することにより、

本手法が適正であることを検証した。

積載条件は、半積載とした。エンジン冷却水温度を

測定し、暖機状態を把握した。テールパイプでの排出

ガス温度は、PEMS 付属のピトー管式流量計の温度補

正用温度センサで測定し、尿素 SCR システムが作動

する温度の 130℃近傍を把握した。

３．実験結果及び考察

本報で考察する重量車の路上走行時における排出

ガス評価手法は、欧州で検討中の MAW 法を基にす

る。図 1 に、MAW 法の概念図を示す。MAW 法では、

計測開始からエンジン仕事量を積算して認証時の評

価用モードと等価のエンジン仕事量になると最初の

Window が生成される。次に、走行時間を 1 秒ずらし

てエンジン仕事量が上記 Window と等価となった時

点で次の Window が生成される。これを順次繰り返し

て路上走行全体では多数の Window が生成される。

Window 毎に、その Window 内で測定された各排出

ガス成分排出量をその Window のエンジン仕事量で

除算して、各排出ガス成分の排出率（g/kWh）を算出

する。MAW 法は、この排出率を用いて統計学的に評

価する方法である。ただし、Window の平均エンジン

出力が低いと評価対象から除外するなど、日本の交通

事情に合わない点がある。一方、本報で考察する手法

は、排出ガス低減システムが機能する通常走行におい

て、NOx 排出量がエンジン回転速度とエンジントル

クの関数とみなせることから 1 、路上走行時に生成す

る多数の Window から、評価用モードとエンジン使用

域が近似する Window を抽出して評価する方法であ

る。以下に、その概要を記す。

図 1 MAW 法の概念図

 

 

イナモメーターで、JE05 モードを走行した。 
実車両では、変速時にアクセル開度=0%とした後、

クラッチを切る。つまり、動力伝達が切れるため、「ト

ルク中断」が発生することを確認した。また、図 3 に

示す通り、トルク中断が発生する時間（変速時間）を

調査した結果、車両重量や変速機の違いによらず、平

均で約 1.3 秒生じることを確認した。  
 

４．従来試験法の高度化 
3 章の結果を受け、従来試験法のエンジン運転モー

ドの変速時に、トルク中断時間「1 秒」を設定した。

ここで、従来試験法の比較対象として、実車両相当の

運転挙動が再現できる「拡張 HILS（従来 HILS のエ

ンジン部分をモデルから実機に変更した装置）2)」を

用いた。車両諸元は、2 章で用いた中型重量車である。 
JE05 モード走行全体における、従来試験法で求め

た NOx 排出率及びトルク中断時間を考慮した際の

NOx 排出率を図 4 右側に、拡張 HILS で算出した変

速時間 0 秒及び 1 秒でのNOx 排出率を図 4 左側に示

す。これら NOx の計測個所は、排出ガス後処理装置

の上流である。従来試験法の変速時にトルク中断時間

を考慮させれば、拡張 HILS で求めた実車相当とほぼ

同じ NOx 排出率を示すことが分かった。 
この図 4 におけるエンジン出力、NOx、EGR 率の

各履歴を図 5 に示す。JE05 モード高速走行開始部で

ある。トルク中断 1 秒を考慮したエンジン単体試験及

び拡張 HILS による運転の各履歴は、ほぼ同等の傾向

を示した。例えば、両条件ともエンジン出力は、変速

時に 0kW 付近まで低減した。また、NOx は変速直後

に多く排出される傾向を示し、この時の EGR 率は低

くなる傾向を示した。この理由は、基準車速に追従す

るため、変速直後はエンジンに対し高出力値が要求さ

れるが、この急速なエンジン出力（トルク）の増加に

対応するため EGR を減量することから、NOx が排出

されやすい状態となったからである。一方、従来試験

法では、変速に伴うトルク中断が発生せず、エンジン

出力が滑らかかつ連続的に推移していることから、変

速直後であっても EGR 率 20％程度以上を確保でき、

NOx がより低減できる状態にあったと考えられる。 
 

５．まとめ

最新ディーゼル重量車の排出ガス試験法の高精度

化を検討するにあたり、ギヤの変速操作に着目した。 
（1）実車両の変速操作には、約 1 秒の「トルク中断」

が発生することが分かった。 
（2）従来試験法の変速時に 1 秒の「トルク中断（アク

セル開度=0%）」を適用すれば、実車両と同等のエン

ジン性能及び排出ガス特性が得られた。 
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３．１．評価用モード JE05 の平均エンジン出力及び

エンジン仕事量の算定

MAW 法で用いる評価用モードは、日本の都市部の

走行条件を代表する JE05 とした。試験車両の JE05
モード走行時の瞬時エンジン出力データから、平均エ

ンジン出力（定格出力に対する割合）：9.45%、エン

ジン総仕事量：5.26kWh を算定した。また、図 1 に

示す Window time は Window の走行時間を示し、そ

の目安となるJE05モードの走行時間は1830秒（30.5
分）である。なお、試験車両の JE05 モード走行時（半

積載、ホットスタート）のNOx 排出量は、0.520g/kWh
であった。

３．２．本報の手法による排出ガス評価の一例

仕事量ベースの MAW 法を、路上走行時の NOx 排

出量の評価に適用した。その結果の一例を、図 2 に示

す。ここで、MAW 法では、JE05 モード（半積載、

ホットスタート）の総仕事量が 5.26kWh であること

から、この値により Window を構成し、走行時間全体

で多数の Window を生成する。本報の手法は、これら

のWindowから、評価用モードJE05のWindow time
あるいは平均エンジン出力等により、JE05 モードに

近似する走行条件の Window の領域に着目し、その中

からエンジン使用域が類似する Window を抽出して、

その Window の NOx 排出量を確認して評価する。同

図では、図中の四角のオレンジの破線で囲った領域の

Window が、JE05 モードの走行条件に近似する領域

であり、その中の黒丸で示した Window を抽出してエ

ンジン使用域を調べた結果が、図 3 である。同図は、

図4に示すJE05モード走行時のエンジン使用域と概

ね一致することから、黒丸の Window は JE05 モード

に相当すると判定できる。また、テールパイプでの排

出ガス温度が 130℃以上であることから、尿素 SCR
システムが機能していることがわかる。このときの

Window の NOx 排出量は、0.5g/kWh 近傍であり、

JE05 モード走行時の 0.520g/kWh とほぼ一致する。

これらのことから、試験車両は、路上走行においても、

認証時の排出ガス性能を維持しているものと考えら

れる。

４．まとめ

欧州で検討中の MAW 法は、Window の平均エンジ

ン出力が低いと評価対象から除外するなど、日本の交

通事情に合わない点がある。本報では、PEMS 搭載の

小型貨物車による路上走行試験データを用い、MAW
法を基にした従来の方法とは異なる排出ガス評価手

法について考察した。本手法は、排出ガス低減システ

ムが機能する通常走行において、NOx 排出量がエン

ジン回転速度とエンジントルクの関数とみなせるこ

とから、路上走行時に生成する多数の Window から、

評価用モードとエンジン使用域が近似する Window
を抽出して評価する。本報では、路上走行試験データ

を用いて、この手法の有効性を示した。
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図 2 路上走行試験での MAW 法によるデータ処理

と JE05 モード相当の Window の抽出

図 3 JE05 モードの走行条件に近似する

Window のエンジン使用域

図 4 JE05 モード走行時のエンジン使用域
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